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平成２８年１２月７日１２月三次市議会定例会を開議した。 

１ 出席議員は次のとおりである（２４名） 

 

２ 欠席議員は次のとおりである 

   な  し 

３ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２４名） 

 

４ 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名（５名） 

 

 

 

事 務 局 長  大 鎗 克 文        次    長  丸 亀   徹 

議 事 係 長  水 本 公 則        政務調査係長  明 賀 克 博 

政務調査主任  清 水 大 志 

市    長  増 田 和 俊        副  市  長  高 岡 雅 樹 

副  市  長  瀬 﨑 智 之        政 策 部 長  藤 井 啓 介 
総 務 部 長 
併選挙管理委員会  福 永 清 三        財 務 部 長  部 谷 義 登 
事 務 局 長 

地域振興部長  白 石 欣 也        市 民 部 長  森 本   純 

福祉保健部長  日 野 宗 昭        子育て・女性支援部長  瀧 奥   恵 

市 民 病 院 部                 産業環境部長         山 本 直 樹                花 本 英 蔵 
事 務 部 長                 併農業委員会事務局長 

建 設 部 長  上 岡 譲 二        水 道 局 長  坂 本 高 宏 

教  育  長  松 村 智 由        教 育 次 長  中 宗 久 之 

君 田 支 所 長  落 田 正 弘        布 野 支 所 長  沖 田 昌 子 

作 木 支 所 長  加 藤 良 二        吉 舎 支 所 長  木 屋 繁 広 

三良坂支所長  岡 本 一 彦        三 和 支 所 長  勝 山   修 

甲 奴 支 所 長  内 藤 かすみ        監査事務局長  落 合 裕 子 

１番 重 信 好 範    ２番 伊 藤 芳 則    ３番 弓 掛   元 

４番 藤 井 憲一郎    ５番 新 家 良 和    ６番 黒 木 靖 治 

７番 横 光 春 市    ８番 桑 田 典 章    ９番 山 村 惠美子 

10番 宍 戸   稔    11番 保 実   治    12番  岡 広小路 

13番 福 岡 誠 志    14番 小 田 伸 次    15番 岡 田 美津子 

16番 鈴 木 深由希    17番 澤 井 信 秀    18番 齊 木   亨 

19番 池 田   徹    20番 大 森 俊 和    21番 竹 原 孝 剛 

22番 杉 原 利 明    23番 助 木 達 夫    24番 亀 井 源 吉 
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５ 会議に付した事件は次のとおりである 

 

 

日程番号 議案番号 件                名 

第 １  

一 般 質 問 

 澤 井 信 秀 

 杉 原 利 明 

 重 信 好 範 

 山 村 惠美子 

 宍 戸   稔 
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平成２８年１２月三次市議会定例会議事日程（第４号） 

 

（平成28年12月７日） 

 

日程番号 議案番号 件                名 

第 １  

一 般 質 問 

 澤 井 信 秀…………………………………………………………173 

 杉 原 利 明…………………………………………………………190 

 重 信 好 範…………………………………………………………204 

 山 村 惠美子…………………………………………………………218 

 宍 戸   稔…………………………………………………………236 
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          ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

            ――開議 午前１０時 ０分―― 

○議長（亀井源吉君） 皆さん、おはようございます。 

 傍聴者の皆様及び視聴者の皆様には、お越し、または御視聴いただき、まことにありがとう

ございます。 

 本日は一般質問の３日目を行います。 

 ただいまの出席議員数は24人であります。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の会議録署名者として、桑田議員及び山村議員を指名いたします。 

 この際、御報告いたします。本日の一般質問に当たり、杉原議員、重信議員から資料を画面

表示したい旨、事前に申し出がありましたので、これを許可しております。 

 なお、資料の内容につきましては配付しておりますので、よろしくお願いします。 

 以上で報告を終わります。 

          ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１ 一般質問 

○議長（亀井源吉君） 日程第１、これより一般質問を行います。 

 順次質問を許します。 

 （17番 澤井信秀君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 澤井議員。 

            〔17番 澤井信秀君 登壇〕 

○１７番（澤井信秀君） 皆さん、おはようございます。真正会の澤井でございます。お許しをい

ただきましたので、12月議会定例会の一般質問をさせていただきます。 

 今年も残すところ24日となりましたが、今年を振り返りますと、４月に発生をいたしました

熊本地震、そして10月には鳥取県中部地震が発生しております。改めて自然災害の恐ろしさを

感じたところでございます。被害に遭われた方々の一日も早い復興を願っておるところでござ

います。 

 また、全国的にも高齢者にかかわります事件、事故も多く発生しておる状況でもございます。

こうした課題に対し、取り組んでいく必要もあろうかというふうに考えております。 

 一方、三次にとって本当にうれしいニュースとしては、今回リオデジャネイロのオリンピッ

クでの三次高校出身の金藤理絵さんが200メートル平泳ぎで金メダルを獲得されました。また、

パラリンピックに出場されました十日市中出身の川本翔太さんが自転車競技におきまして、見

事に入賞され、本当にうれしいニュースでございました。 後に、忘れられないことが広島東

洋カープの25年ぶりのリーグ優勝がございました。多くの市民が大変喜んでおるところでござ

いますし、またこの三次はスポーツのまちとしても、こうした中で訴えております。そういう

面からも大変すばらしいことであったかというふうに思っております。 

 それでは、通告に従いまして、順次質問に入らせていただきたいと思います。 
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 まず 初に、寺町廃寺跡整備計画について質問をさせていただきます。 

 これまでも先輩議員を含め、何度も一般質問をさせていただきましたが、その都度回答は、

寺町廃寺は国の史跡で次世代へつなげていかなければいけないので検討をしていきたいという

ふうに何度も言われておりますが、何ら提示もなく、今日まで来ています。また、議会や地域

づくり懇談会などでもたびたび質疑、要望をしてまいりましたが、そうした中で、市として新

たに文化と学びの課を創設し、県から専門知識のある職員を雇用し、整備を計画していきたい

というふうに言われていましたが、その後の進捗状況についてお伺いをいたします。 

 （教育次長 中宗久之君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 中宗教育次長。 

            〔教育次長 中宗久之君 登壇〕 

○教育次長（中宗久之君） このたびの実施計画にも掲載をさせていただきますけども、平成29年

度から国の史跡であります寺町廃寺跡の整備を始めたいというふうに考えております。平成29

年度には現状調査を行い、その調査結果を踏まえ、文化庁でありますとか県教育委員会と協議

をいたしながら、また地元の御意見等もお伺いしながら整備方針を検討してまいりたいという

ふうに考えております。 

 （17番 澤井信秀君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 澤井議員。 

            〔17番 澤井信秀君 登壇〕 

○１７番（澤井信秀君） 先ほどの回答は、平成29年度現状調査をするということでございますが、

このことは昨年も松下先生にこの和田地域に来ていただきまして、寺町廃寺につきましての講

演をしていただいたところでございます。そのときも先生のほうからおっしゃいましたのは、

これは比治山大学名誉教授の松下先生でございます。30年前にも、この寺町廃寺の整備計画に

ついて検討をしていこうということで、整備計画検討委員会が立ち上がりました。そうした中

で、その検討の中でもかなりの内容で検討が進んでいましたが、 後の年になりまして、一番

後の４回目の委員会でございますが、三次市としては整備計画の実施はできないと言われ、

委員会も終わらせていただきたいというふうに執行部のほうから言われたそうでございます。

本当に先生もせっかくここまで盛り上がって何とかしなくてはという思いで、皆さんで一生懸

命知恵を出して検討した内容がなくなるというのは、大変残念であるということも強く言って

おられました。この寺町廃寺につきましては、本当に貴重な財産でもございます。そうした中

で、本当に一日も早い整備をしていただきたいということを強く訴えていきたいというふうに

思います。そのことにつきまして、何か思いがあればお答えいただければというふうに思いま

す。 

 （教育長 松村智由君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 松村教育長。 

            〔教育長 松村智由君 登壇〕 

○教育長（松村智由君） 寺町廃寺跡の整備につきましては、これまでもいろんなところでお声を
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いただく中で、これまでも検討を繰り返すということでやってまいりました。先ほど次長のほ

うからも答弁をさせていただきましたように、平成29年度には現状調査を行わせていただき、

その調査結果を踏まえ、再度、国の指定でございますので、文化庁、またこの事務の取り扱い

をともに行っていただいております県の教育委員会、文化財課のほうへも協議を進める中で行

ってまいりたいと考えております。 

 議員御指摘のように、この寺町廃寺跡につきましては、日本 古の仏教説話集の『日本霊異

記』にも出てまいります三谷寺ということで間違いないだろうということを位置づけられてい

るものでございますし、この三次市のみならず本県にとりましても、また国にとりましても重

要なものでございます。先ほど御答弁させていただいたとおり、丁寧にこれからの現状調査を

再度行いながら進めてまいりたいと思いますので、御支援、御協力のほどよろしくお願いいた

します。 

 先ほど申し上げましたが、これは実施計画にももう既に掲載をさせていただいております。

平成29年度からということを申し上げておるのは、この実施計画に基づいてということでござ

いますので、あわせて御承知いただきたいと思います。 

 （17番 澤井信秀君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 澤井議員。 

            〔17番 澤井信秀君 登壇〕 

○１７番（澤井信秀君） 先ほど教育長のほうから実施計画でということでございましたが、私も

このことをちょっと聞こうと思いましたが、先般、全員協のほうで示されました実施計画の中

で、来年度は発掘調査費として500万円が計上されておると思いますが、この500万円の位置づ

けられた業務内容はどのような調査をされるのか、また今後どのようにしていかれるのかとい

うことを、もう少し丁寧に説明をいただければというふうに思います。 

 （教育次長 中宗久之君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 中宗教育次長。 

            〔教育次長 中宗久之君 登壇〕 

○教育次長（中宗久之君） 文化庁でありますとか県教育委員会のほうから、これまでの発掘調査

では、中門部分や北側部分での調査が不十分という指摘も受けております。また、改めて現地

を調査し、事業を進める上で必要と考える補足的調査を行いたいというふうに考えております。 

 （17番 澤井信秀君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 澤井議員。 

            〔17番 澤井信秀君 登壇〕 

○１７番（澤井信秀君） 補足的な調査ということでございますので、この調査をしながら、これ

からは随時また計画をされるものというふうに思っております。それとあわせて、寺町廃寺の

整備計画が進まない中で、維持管理は年２回の草刈りだけを今現在していただいております。

そうはいいながら、この周辺の環境維持が大変悪く、皆様方に本当に御迷惑をかけておるよう

な状況ではないかというふうに思います。そうした中で害虫の発生なども大変多く出ておるよ
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うな状況でもございますし、また和田自治連からも、これまでも再三要望も提出してまいりま

したが、この地域の皆様は本当に寺町廃寺に対しての御理解をいただきまして、いろいろと土

地の御提供もさせていただいたような状況でもございますし、その要望書の中には廃寺の敷地

内から水路が出てまいっております。それが寺町側までずっと出ておるわけでございますが、

その敷地内にある水路は土水路でありまして、大雨等が降りましたら、大変多くの水が近隣の

住宅等へも入るような状況もございますので、ぜひとも寺町廃寺の計画とあわせ、この水路も

一緒になって計画をしていただければというふうに思いますが、このことにつきまして、見解

のほうをお伺いしたいというふうに思います。 

 （教育次長 中宗久之君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 中宗教育次長。 

            〔教育次長 中宗久之君 登壇〕 

○教育次長（中宗久之君） 指定地内での湧き水や表面水の処理、のり面の保護についても御協議

いただいておるところでございますけども、こちらについても地元の皆さんと協議をしていき

ながら検討していきたいというふうに思います。また、今後についても整備計画の中でいろい

ろと検討をさせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

 （17番 澤井信秀君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 澤井議員。 

            〔17番 澤井信秀君 登壇〕 

○１７番（澤井信秀君） 先ほども、また検討ということでございますが、市長さん、どうかよろ

しくお願いをいたします。 

 それでは、時間も大分まいりますので、次に、介護が必要な高齢者への対策についてお聞き

いたします。 

 今回は特に高齢者、介護についてお聞きしますが、本市の高齢化率は2016年１月現在で

33.9％、県内平均は27.3％で1.24倍高く、65歳以上に占める要支援、要介護の認定率は３月現

在25.3％で、庄原市と並び県内14市でも も高いと中国新聞でも報道もされておりました。 

 介護を必要とする方が増える中で、介護保険法の改正により特別養護老人ホームの入所が要

介護認定３以上の方が対象となりましたが、要介護認定１・２の方においても、さまざまな理

由で自宅やその他の施設で生活が困難な方がおられると思います。このような方に対しまして、

市としてどのように対応されるのか、お伺いをいたします。 

 （福祉保健部長 日野宗昭君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 日野福祉保健部長。 

            〔福祉保健部長 日野宗昭君 登壇〕 

○福祉保健部長（日野宗昭君） 介護保険法の改正に伴いまして、議員おっしゃいますように、平

成27年の４月から特別養護老人ホームへの入所、これにつきましては原則として要介護の３以

上の方となったということでございます。要介護１・２の方につきましては、特例として入所

するということは可能でございます。ただし、一定の条件がございまして、大きくは４項目条
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件がございますけど、その中で主なものを申し上げますと、まず認知症で日常生活に支障を来

すと、そういった状況等が頻繁に見られること、あるいは深刻な虐待等が疑われると。こうい

ったことによって、心身の安全、安心の確保が困難な状態であるといったようなケースについ

て、在宅生活が困難な場合ということで、その場合には入居要件に当たる可能性があると。い

わゆる特例ということでございます。ただ、この特別養護老人ホーム以外にも施設等がござい

ます。担当の介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーがその方の状況等に応じまして、適し

た介護サービスを調整しているといった状況でございます。 

 （17番 澤井信秀君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 澤井議員。 

            〔17番 澤井信秀君 登壇〕 

○１７番（澤井信秀君） 特例措置もあるということでございますので、ぜひともそうした中で、

しっかりと介護のほうを安心できるようにしていただきたいというふうに思います。 

 次に、認知症や老老介護など要介護度が低くても、自宅で生活するのが難しい高齢者が特養

に入所できず、他の施設へと思っても、サービス利用の負担が払えないなどのさまざまな理由

で、いわゆる介護難民と言われる方が市内においてもあるのではないかというふうに思います。

そうした中で、必要なサービスが受けられなかったり、家族が介護を抱えきれず、残念な事件

が起きてしまわないように、相談体制のあり方や相談窓口等、支援制度の市民への周知につい

てお伺いをいたします。 

 （福祉保健部長 日野宗昭君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 日野福祉保健部長。 

            〔福祉保健部長 日野宗昭君 登壇〕 

○福祉保健部長（日野宗昭君） 相談体制のあり方、あるいはそれに伴う市民への周知等について

の御質問でございます。 

 まず、在宅で介護をされている各家庭の状況というのはさまざまであります。担当するケア

マネジャーが利用される、その御家族の気持ちに寄り添う身近な相談役として位置づき、その

ケアマネジャーだけでは対応が困難な場合には、地域包括支援センターあるいは市の高齢者福

祉課等と一緒になって対応すると、そういった仕組みになっておるということでございます。 

 また、福祉にかかわるさまざまな相談に対応するために、他の自治体に例のない６つの福祉

の相談機関が集まった、三次市福祉総合相談支援センターといったものを昨年度から開設し、

サポート体制を整えておるということもございます。そのほかにも、市の社会福祉協議会ある

いは認知症の人と家族の会という組織がございますけども、そういった相談事業も行っておる

ところでございます。 

 また、民生委員の方々による日々の献身的な活動といったことによって、関係機関等と一体

となって相談体制をとっていったところでございます。しかしながら、議員おっしゃいますよ

うに、今回の事案等の発生といったことにつきましては、こういった各種相談窓口が家族や地

域と残念ながら、結果としてつながっていなかったということでありました。この点について
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市行政といたしましても、相談を受けるという受け身ではなく、その情報をどのようにしたら

把握できるか、また把握するために何をすべきかといったようなことが、まさに今問われてお

ると考えておるところでございます。したがいまして、各種相談窓口の周知あるいは啓発とい

ったことに対して、より一層徹底する必要があるというふうに真摯に受けとめさせていただい

ておるところでございます。 

 （17番 澤井信秀君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 澤井議員。 

            〔17番 澤井信秀君 登壇〕 

○１７番（澤井信秀君） ぜひとも市民の皆さんが本当に安心できるように周知徹底をよろしくお

願いしたいというふうに思います。 

 それでは、次に地域おこし協力隊・地域応援隊・集落支援員についてお伺いをいたします。 

 今回は、特に集落支援に関してのお考えをお聞きいたします。地域にかかわる方として地域

おこし協力隊・地域応援隊・集落支援員の３者がありますが、特に地域によっては地域応援隊

の動きが見えず、どのような役割を担っているのか不透明に思えます。改めて３者の役割、業

務のすみ分けについて具体的にお伺いをいたします。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） 地域おこし協力隊・地域応援隊・集落支援員のそれぞれの区別と

いうことで御質問ですが、まず地域おこし協力隊につきましては、都市部など地域外の若者を

受け入れ、地域協力活動を行ってもらい、その定住、定着を図りながら、地域力の維持、強化

を図っていく制度です。それから、集落支援員につきましては、地域の実情に詳しい人材で集

落対策の推進に関してノウハウや知見を有した人材を市が委嘱しています。業務としましては、

集落点検の実施と話し合いの促進や住民自治組織で定住対策として地域ネットワーク、中間支

援組織を構築することにあわせ、その活動して移住者の支援、空き家調査にかかわる業務を行

っていただいています。そして、地域応援隊でございますが、これは市の職員で構成して行政

と住民自治組織とのつなぎ役となって、職員が地域へ赴き、課題を肌で感じ一緒に考えること

により、職員みずからのスキルアップの向上を果たすということも目的に設置をしているもの

でございます。 

 議員が御質問にありました地域応援隊の活動について見えにくいところがあるというような

ことでございますが、地域応援隊は19の住民自治組織それぞれ１班５人を見ておるわけなんで

すが、住民自治組織の取組自体もそれぞれの自治組織によって違いが見られる中で、かかわり

方もさまざまなものがございます。具体的な取組としましては、地域まちづくりビジョンを住

民自治組織が昨年度から見直しをされ、あるいは今年度もされているところもありますし、見

直しをし、第２次のまちづくりビジョンの策定が進んだところもございます。その検証見直し

作業、あるいはそのビジョンができたところで実施するに当たって、細かく部会をつくられて



 

－179－ 

実行組織をつくられている住民自治組織もございまして、その部会に隊員もそれぞれ分かれて

加わり、企画とか、いろいろ検討のほうへ加わっているところもございます。また、自主防災

組織の活動についての充実支援などもかかわっておるところもございます。 

 職員はそれぞれ担当の業務を日々持っておりまして、その中で地域の活動のかかわるという

ことで、月一、二回程度しか出られないという場合もございますが、それぞれ一生懸命頑張っ

ているところでございます。 

 また、組織的には、月に１回程度町内で応援隊の班長会議を開催しておりまして、それぞれ

の活動報告や情報共有、課題整理を行い、よりよい活動ができるように進めているところでご

ざいます。 

 （17番 澤井信秀君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 澤井議員。 

            〔17番 澤井信秀君 登壇〕 

○１７番（澤井信秀君） 部長のほうから、地域応援隊も一生懸命職員として頑張っているという

ことでございますが、できるだけ19自治体、全地域違いますけど、その実情の中で本当に一生

懸命地域は地域で頑張っておりますので、そこらのあたりをしっかりと支援していただきます

ようお願いいたします。 

 それと、本市では空き家調査を実施されておりますが、地域振興課、定住対策課、都市建築

課の、この３課が個々に実施をされておるように思います。どこか１課が主となってその調査

した内容を、その３課で共有してはというふうに思いますが、これにつきまして御意見等がご

ざいましたらお伺いをいたします。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） 空き家調査に関しましては、空き家に関する情報として、今、都

市建築課が行っている空き家の実態調査の情報と、それから地域振興課が所管し、集落支援員

や住民自治組織も持っている情報がございます。そして、定住対策課の空き家バンクの情報等

もございます。調査には、定住対策を目的とした空き家調査と、老朽度、危険度を判定する空

き家の調査がありまして、現在調査は進行中でありますが、共有可能な情報については、既に

情報の交換を行っているところでもございます。空き家実態調査の情報は、都市建築課が管理

しておりまして、各部署が調査した内容も盛り込み、適切な情報管理と共有を図り、空き家対

策、定住対策を効果的に推進していきたいと考えております。 

 （17番 澤井信秀君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 澤井議員。 

            〔17番 澤井信秀君 登壇〕 

○１７番（澤井信秀君） ぜひとも３課がしっかりとした共通の認識を持って共有をしながら、本

当に進めていただきたいというふうに思います。ただ、私、心配をしておるのは、集落支援員
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の業務について話を聞きますところ、家屋調査に伴い調査内容とか、どのような範囲か明確に

示されておらず、支援員によってはまちまちというふうに聞いております。また、入居希望者

があった場合、集落支援員に地元調整やあっせんを行うと聞いていますが、宅地建物取引業法

との関係はいかがなものでしょうか。庄原市では業者の間で問題が起きたというふうなことも

聞いております。そうしたことを踏まえた中で、本市としてどのようにお考えか、お伺いをい

たします。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） 集落支援員につきましては、現在12名の方に委嘱し、それぞれの

地域で、特に本市独自の集落支援の取組である空き家対策、その情報収集等を務めていただい

ていますが、今空き家住宅のあっせんというような部分で、これは宅建法に抵触するかどうか

についてのお尋ねですけど、集落支援員においては移住希望者への空き家情報を提供したり、

所有者と連絡調整を行っていただいています。これは集落支援員だけでなく、定住対策課の職

員や支所の職員もそういう活動を行っておりますが、宅地建物取引業となる交渉や契約等につ

きましては、所有者と購入賃貸希望者間で進めていただくことにしております。 

 この宅地建物取引業、「業」としてなるかどうかということで、これはもちろん報酬をいた

だいてあっせんをするということではございませんので、情報を空き家の希望者の方に情報提

供し、所有者の方との紹介等のつなぎ役はすることはございます。そういった場合も、市内の

不動産業者等にも相談しておりますが、そういった部分については問題がないというふうにお

聞きもしております。 

 ただ、この先の具体的な契約等につきまして、トラブル防止のために市は不動産業者等の専

門家の仲介を推奨しておりまして、当然その取引については当事者間の取引ということになる

んですが、市内の不動産業者等の紹介もさせていただいて、よりトラブルの防止に努めている

ところでございます。 

 （17番 澤井信秀君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 澤井議員。 

            〔17番 澤井信秀君 登壇〕 

○１７番（澤井信秀君） ぜひとも集落支援員さんに負担のかからない、そうしたトラブルのない

ように、ひとつ対応のほうをよろしくお願いしたいというふうに思いますし、報道にも出てお

りましたが、福山市もそうした宅建の業者の不動産屋さんと提携をして進めるというようなこ

ともございますので、ぜひともそこらも参考にしていただきたいというふうに思います。 

 それでは、次に教育課題についてお伺いをいたします。 

 初に、スマートフォンの使用についてお聞きいたします。 

 本市では、小・中学生によるスマートフォンの取り扱いについてどのような取組をされてい

るのか、隣の庄原市では生徒たちに講座を実施しているとの報道がございました。また、大き
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な事件には至らなかったものの、以前スマートフォンを通じて見ず知らずの人が三次の子供に

会おうとする未遂事案があったとも聞いております。子供をネット利用の危険から守るため、

スマートフォンの取り扱いルールをつくる必要があると思いますが、あわせてお伺いをいたし

ます。 

 （教育長 松村智由君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 松村教育長。 

            〔教育長 松村智由君 登壇〕 

○教育長（松村智由君） スマートフォンの取り扱い並びに、またルールについてのお問いをいた

だいたところでございます。スマートフォンの取り扱いに係る取組ということで、まず 初に

お答えをしたいと思います。 

 現在、小・中学生のスマートフォン等の取り扱いにつきましては、文部科学省であったり、

あるいは広島県教育委員会であったり、さらには広島県のＰＴＡ連合会、当然ながら、この三

次市教育委員会からも携帯電話等の問題から子供を守る必要性を知らせたり、家庭で約束を記

入できるパンフレット、これを配布したりすることを通して、各家庭、保護者に注意喚起、啓

発を行っております。 

 先ほど議員のほうから庄原市の例も御紹介をいただきましたが、本市におきましても、今年

８月19日でございますが、携帯・スマホトラブルから子供を守ろうということで、保護者、教

育関係者を対象に、広島市電子メディアインスタラクター笹川進吾さんをお迎えして、講座を

行ったところであります。特にこの中でも、こんなときどのように対応するかということで、

寸劇を取り入れてやってみたり、あるいはセキュリティールールづくりのポイントを学んだり、

そういった中身で研修を進めたところでもございます。 

 また、各学校では日常的な指導だけではなくて、三次警察署の少年育成官等を講師とした犯

罪防止教室を行ったり、ＰＴＡ対象の講演会を開催し、インターネットやスマートフォンの危

険性を知らせたりと、正しい使い方について指導を繰り返し行っているところでございます。 

 また、それぞれの学校、家庭での取組の例といたしまして、スマートフォンの取り扱いルー

ルということでございますけれども、学校、家庭双方の具体的な取組例といたしましては、例

えば中学校区で決めて、それを小中ともに守っているという、家庭を含めてでございますが、

やっている学校もございます。その中で十日市中学校区ではＰＴＡで作成いたしました、家で

の４つの約束にゲーム機、スマホの使い方を家族と約束する、夜９時以降は禁止ということも

加え、家庭での５つの約束として取組を進めている例もございます。 

 このように子供たちの実態を踏まえ、スマートフォンに係るルールづくりをしていくことは

非常に重要でございますし、また教育委員会から保護者に配布をさせていただいております子

育て５カ条にも、三次市社会教育委員の皆さんが同じような思いでつくられておりますので、

我が家の約束プラスワンということで、この５カ条もあわせて各家庭で実践をしていただきた

いと、教育委員会でも考えているところでございます。 

 （17番 澤井信秀君、挙手して発言を求める） 
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○議長（亀井源吉君） 澤井議員。 

            〔17番 澤井信秀君 登壇〕 

○１７番（澤井信秀君） ぜひとも、そうした子供たちが本当にそういう悲惨な事故に遭わないよ

うな対応をぜひともしていただきたいし、現在もいろいろと教育委員会といたしましても、Ｐ

ＴＡと一緒になっていろいろと取り組んでおられるということも聞きましたので、ぜひともこ

れを全児童生徒が守れるようにしっかりと見守ってやっていただきたいというふうに思います。 

 次に、通学区域自由化についてお聞きいたします。 

 昨日でも、小中一貫ということで若干質問もございましたが、本市では小中合わせて９年間

を見通した教育を行う連携型と、施設一体型小中一貫教育に取り組んでおられますが、通学区

域自由化により、三良坂の子供が塩町中学校に通学している実態がございます。小中一貫教育

の理念といたしまして、中１ギャップの解消とか、９年間を通じてのカリキュラム教育をする

思いからすると、何か矛盾を感じております。教育委員会として、どのようにそうした思いを

捉えておられるのか、お伺いをいたします。 

 （教育長 松村智由君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 松村教育長。 

            〔教育長 松村智由君 登壇〕 

○教育長（松村智由君） 通学区域の自由化について、小中一貫教育との兼ね合いということでお

問い合わせをいただいたところでございますが、これまでも述べてまいりましたように、小中

一貫教育は小学校と中学校の９年間を１つの期間と捉え、継続性、発展性をもって子供たちの

育成に当たる教育でございます。 

 一方で、子供たち個々のやる気や個性を伸ばすことも重要であると考えております。平成26

年度に年長時から中学校３年生までの保護者1,752名を対象としたアンケート調査を実施いた

しました。それによりますと、中学校進学時において通学区域自由化を利用した、あるいは利

用しようと思う理由として、「部活動」が37.7％、また「途中で転居したけれども、転居後も

同じ学校へ通学の希望がある」とされたのが28.3％、また「交友関係によるもの」ということ

で23.6％を占めていると、こういう状況がございます。こうしたニーズがある中では、一定程

度の子供が、例えば三良坂中学校以外の中学校へ進学をすることもあろうかと思います。いず

れにいたしましても、小中一貫教育も通学区域の自由化も子供の選択肢を広げられるもので、

夢と志の実現につながるものというふうにも捉えております。 

 （17番 澤井信秀君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 澤井議員。 

            〔17番 澤井信秀君 登壇〕 

○１７番（澤井信秀君） いい面もありますし、私自身、ちょっとどうなんかなというふうに思っ

たもんで聞かせていただきました。 

 それと、先ほど若干触れられましたけど、部活の関係でございますが、37.7％が部活の関係

でそうした自由化で行かれているというようなお答えだったかと思いますが、そのことについ
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て若干聞かせていただきたいのは、その部活目的で通学校を選択している家庭は、学校行事等

への参加が悪いというふうにもちょっと聞いておりますし、またこうした自由化によりまして、

学校によっては生徒の減少によりまして部活ができなくなるような状況が起きているのではな

いかというふうに思います。そうした中で、学校での学びはやはり授業、部活動、生徒会活動、

学校行事等のさまざまな学校生活の中で育まれるものというふうに思います。本市の認識とそ

の対応について、再度お伺いをいたします。 

 （教育次長 中宗久之君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 中宗教育次長。 

            〔教育次長 中宗久之君 登壇〕 

○教育次長（中宗久之君） 通学区域自由化制度を利用している子供の保護者の学校行事への出席

率が低いということについてでございますが、平成27年度入学分から自由化制度を利用する際

の注意事項として、地域活動でありますとか保護者会活動、学校行事への積極的な参加をお願

いするという文言を、その申請書の中に明記をいたしまして、これを承諾していただいた上で

手続をしていただくようにしております。今後も機会あるごとに保護者への説明、啓発に努め、

学区の内外を問わず、関係者が一丸となって子供たちの育成に当たることができるように取り

組んでまいりたいというふうに考えております。 

 （17番 澤井信秀君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 澤井議員。 

            〔17番 澤井信秀君 登壇〕 

○１７番（澤井信秀君） 学校行事への参加は今の回答でわかりましたが、部活の関係で児童が少

なくなるということについてどのように捉えておられるのか、もう一度お伺いをいたします。 

 （教育長 松村智由君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 松村教育長。 

            〔教育長 松村智由君 登壇〕 

○教育長（松村智由君） これは通学区域の自由化のみならず、やはり学校においてどの部活動を

どういうふうに開設をするかというのは、各学校で生徒等の状況も調べながら、希望を聞きな

がら開設をしているところでございます。したがいまして、例えば先ほどのような学区の自由

化を使って、他の学校の部活動のほうへ参加をしたいというのは、これは例えば野球であった

り、サッカーであったり、そういったところを一緒にやっている友達と同じ学校でやっていき

たいというような希望の子供たちもいるというふうに聞いております。部活動が、じゃあ、そ

れでできなくなるかということでありますけれども、それぞれの学校がそれぞれの状況に応じ

て部活動のほうも設定をいたしておりますので、希望の人数が少ない部活動というのは、ほか

の部活動へ変えていくというのは、これまでも行ってきたことでございます。特に今回の学区

の自由化に伴って大きな変更があったというふうには、現在のところ、校長のほうからも話は

聞いておりません。 

 （17番 澤井信秀君、挙手して発言を求める） 
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○議長（亀井源吉君） 澤井議員。 

            〔17番 澤井信秀君 登壇〕 

○１７番（澤井信秀君） 今、教育長が言われましたが、ちょっと私が心配しておるのは、やはり

１つの学校という中で、今現在、連合等を組んで野球のチームを組んで出られているような状

況もございます。そういうものが単独でその学校として出てきてくればいいのかなというふう

にも、ひとつ私は思ったもんですから、そこらあたりもしっかりと把握しながら、今後指導の

ほうをしていただきたいというふうに思います。 

 それでは、続きまして、農業問題についてをお聞きいたします。 

 農村環境保全事業が今年度で終了するというふうに私は聞いておりますが、また今後はどの

ようになるのか、またなぜ終了されるのかをお伺いいたします。 

 （産業環境部長 花本英蔵君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 花本産業環境部長。 

            〔産業環境部長 花本英蔵君 登壇〕 

○産業環境部長（花本英蔵君） 農地、農業用施設を守る取組は地域コミュニティの向上と地域環

境の保全を図る上で重要な役割を担っていますが、地域の過疎化や高齢化により、個人での農

地環境の保全が困難となってきている地域もございます。市は多面的機能支払交付金や中山間

地域等直接支払交付金などの日本型直接支払事業により、農村環境を守る地域の共同活動を支

援していますが、事業に取り組まれていない地域もまだ多くあります。農村環境保全事業を活

用いただいた地域につきましても、日本型直接支払事業に取り組んでいただけるよう事業の周

知や推進を図ります。 

 なぜ縮小するのかという御質問でございますけども、この農村環境保全事業は平成19年度に

国が農地・水・環境保全向上対策事業として創設いたしまして、広島県が対象地域を農業法人

のある地域として事業の取組をいたしました。そのため、他の地域をカバーするため、市はこ

の制度を単市事業として創設しております。しかしながら、平成24年度の２期目でございます

が、２期目からは、県は法人要件を外しまして全ての農用地区域内での新規取組を推進してき

ました。市として地域や集落での地域ぐるみの農村環境保全向上の取組を拡大していくため、

国の制度であります日本型直接支払を推進し、単市である農村環境保全事業を縮小する予定と

いたしました。 

 （17番 澤井信秀君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 澤井議員。 

            〔17番 澤井信秀君 登壇〕 

○１７番（澤井信秀君） 市としては縮小ということで決定したということでございますが、本当

に地域によってはそういう団体的に、皆さんと一緒になってやるというようなことができない

ような地域もございますし、人間関係等の関係でそうした一緒にいるということができないと

いうことで、これまでこの農村環境保全事業という制度で、そうした補助にのって一生懸命自

分の土地を守っておられました。そうしたこともございますので、ぜひとも個人であろうが団
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体であろうが、農地環境を保全していくことは同じでございますので、個人への支援策を強く、

今回要望をしておきますので、ぜひとも検討をしていただきたいというふうに思います。 

 次に、農家の高齢化と後継者不足により、個人の所有地や管理されてきた農道、用水路、た

め池などの維持管理が大変困難になってきている状況がございます。農用地の適切な維持管理

は災害防止や環境の保全に資するものであり、個人や共有の施設であっても、市で維持管理は

できないか、お伺いをいたします。 

 （産業環境部長 花本英蔵君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 花本産業環境部長。 

            〔産業環境部長 花本英蔵君 登壇〕 

○産業環境部長（花本英蔵君） 個人や共有の施設であっても、市で維持管理できないかという御

質問でございます。 

 個人が所有する農地や農道、用排水路などの農業施設は、受益者が限定されますため、不特

定多数の人が利用する市道の排水路のように市が管理していくのは難しいと考えます。そのた

め、引き続き農道や用排水路、ため池などの地域資源の保全を地域で支える活動に市としては

支援をさせていただきたいと考えております。 

 （17番 澤井信秀君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 澤井議員。 

            〔17番 澤井信秀君 登壇〕 

○１７番（澤井信秀君） といいますのは、私が聞きたかったのは、特に底地が青線、赤線となっ

ております道路、水路ですね、そうしたものを以前の都市計画区域内は土木で管理をする、そ

れ以外は農政でというふうな感じですみ分けをされていたかというふうに思いますが、そこら

あたりが同じ国の土地、底地は国の土地でございます。青線、赤線、これについて都市計画区

域だろうが区域内だろうが、これは行政として対応をしていただくべきではというふうに思い

ます。これは、個々の農家ということになりますと、全部負担金がかかってまいりますので、

そこらあたりについて、ちょっともう一度お考えをお伺いしたいというふうに思います。 

 （産業環境部長 花本英蔵君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 花本産業環境部長。 

            〔産業環境部長 花本英蔵君 登壇〕 

○産業環境部長（花本英蔵君） 今、議員おっしゃいましたように、確かに都市計画区域内は土木

課が管理すると。そして、農政課の場合は都市計画区域外を管理するといった時期が、私もあ

ったことを記憶しております。それがまた１本の考えになったような時期もございますけども、

確かに議員おっしゃいますように、そういった農業用途、それから市道用途ということで土木

が管理にかかわる部分とで差があるというのも、そういう実態があるようにも思いますので、

これは内部のほうで、里道、水路、いわゆる赤線、青線でございます。一応公用の土地でござ

いますから、そこらの辺をやっぱり考えて内部で調整をさせて、検討もさせていただきたいと

思います。 
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 （17番 澤井信秀君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 澤井議員。 

            〔17番 澤井信秀君 登壇〕 

○１７番（澤井信秀君） 先ほど部長のほうが、内部のほうで検討していきたいというふうに言わ

れましたが、ぜひともこれは市長さん、そうした経過がございますので、実際問題同じ土地で

土木、農政というような立場がございますので、これは担当部長さんとしてもなかなか難しい

ところかと思いますので、やはり行政のトップであります市長のほうがしっかりとそうした判

断をしていただきまして、本当に公平、公正な対応ができるように、ぜひともお願いをしてお

きたいと思いますが、何かあればお伺いいたします。 

 （市長 増田和俊君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 増田市長。 

            〔市長 増田和俊君 登壇〕 

○市長（増田和俊君） 先ほどの赤線、青線という管理を行政のほうと、財産的には先ほど部長が

言いましたように、市としても管理をしていかなければならない面もございますので、そこら

は検討課題にさせていただきたいと思いますし、道路を１つとりましても、市道を3,580路線

管理しておる本市、778平方キロメートルの面積の中で全てを管理していくというのが大変財

政的にも、またいろいろな面で困難といいますか、難しい面もあるということも御承知おきを

いただきたいというように思っております。検討は部長がもう申し上げましたので、検討課題

として捉えさせていただきたいと思います。 

 （17番 澤井信秀君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 澤井議員。 

            〔17番 澤井信秀君 登壇〕 

○１７番（澤井信秀君） ありがとうございます。どうか、ぜひともしっかりと検討をしていただ

きたいというふうに思います。広いとか予算がということもございますが、やはりそうした矛

盾があったということだけは、しっかりと頭に持っておいていただければというふうに思いま

す。 

 それでは、次に市道の維持管理についてお聞きいたします。 

 道路維持の管理不足によりまして、車両の損害など損害賠償案件が、この専決処分が多く上

がってきているというふうに見受けられます。業者委託によります道路維持のパトロールが現

在されておると思いますが、そのパトロールが十分に機能しているのか、道路維持パトロール

の委託業務内容と異常発見時、また発見後の処理対応についてどのようにされているのか、お

伺いをいたします。 

 （建設部長 上岡譲二君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 上岡建設部長。 

            〔建設部長 上岡譲二君 登壇〕 

○建設部長（上岡譲二君） 道路パトロールについての御質問ですが、市道の道路パトロールにつ
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きましては、所管内を含めて月１回の目視による巡回、点検等の目標に位置しておりますが、

市道１級、２級路線だけでも、延長約650キロあるため、細部にわたっての確認は難しいよう

な状況でございます。現在、市民の方からの通報や郵便局との協定に基づく通報、また市役所

職員による通勤、退庁時における異常箇所等の連絡が情報収集の大きな手段と言えます。また、

権限移譲県道及び一般市道につきましては、業務委託による月４回の道路パトロールを実施し

ているところでございます。 

 委託の内容でございますけれど、道路巡視による道路の異常箇所の発見及び修繕、さらには

交通の支障物の除去などで、一定の効果を上げております。異常箇所発見時の対応としまして

は、穴ぼこ等の応急措置が可能なものは措置し、その他の異常箇所につきましては、実施日に

報告が土木課のほうへございます。そのパトロールの報告をもとに路面保全業務等によって対

応しているところでございます。ちなみに、昨年度の道路巡視の実績でございますけど、穴ぼ

こ修繕の処理、それが133件、支障木の伐採が252件、側溝の清掃が90件、またその他に落石と

か、カーブミラーの清掃とか、危険杭の設置とかで758件、全部で1,233件の対応をしていると

ころでございます。 

 （17番 澤井信秀君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 澤井議員。 

            〔17番 澤井信秀君 登壇〕 

○１７番（澤井信秀君） パトロールとか職員、また各関係機関の方からの通報等で今も言われま

した、昨年1,233件の事案があったということでございますが、これからも今後ますます維持

管理というのは大切になろうかというふうに思います。そうした中で、そうした事故が起きな

い、損害賠償も出さないというような取組をぜひともしっかりと力を入れていただきたいとい

うふうに思いますし、ただ私も喜んでおるのは、私は以前からも質問等で言わせていただきま

した維持管理課の設置ということを言っておりましたが、今回、来年度から維持係を新設する

ということも言われておりますので、ぜひとも維持管理に対しては本当にしっかりとしていた

だきたいというふうに言って、次の質問に行きたいと思います。 

 次の質問で、これ、市道の草刈りについてということで、私もちょっと質問をしたかったん

でございますが、１日目の質問で同僚議員のほうからも、かなり市民の声をしっかりと熱く質

問をされましたので、この質問につきましては、今回省略させていただきます。ただ、そうし

た声があるということだけはしっかりと頭に置いていただきたいというふうに思います。 

 それでは、 後の質問になりますが、土砂災害防止対策についてお聞きをいたしたいという

ふうに思います。 

 広島県は、平成13年４月に施行されました土砂災害計画区域等における土砂災害防止対策の

推進に関する法律に基づき調査をされております。その結果で、土砂災害特別計画区域や土砂

災害警戒区域に指定された本市はどのような対応をされるのか、お伺いをいたします。 

 （総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長 福永清三君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 福永総務部長。 
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            〔総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長 福永清三君 登壇〕 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（福永清三君） 広島県が実施をしました基礎調査に基

づく指定に伴いまして、その翌年度に本市ではハザードマップの作成を行っておるところでご

ざいます。この防災マップを作成する際には、指定となりました対象となる地域の方々とワー

クショップを行いながら、災害時の危険箇所以外に地域で必要と思われる情報である避難所、

避難場所、また消防格納庫や水利、避難経路等を書き込み、地域に合ったきめ細やかな情報を

盛り込んだ内容になるようにしております。 

 また、こうした話し合いを重ねることにおいて、防災意識の向上や、そして地域内の顔が見

える関係づくりにもつなげていきたいというふうに考えております。そして、完成をしました

ハザードマップにつきましては、当該該当地域に全戸配布をいたしまして、地域内での防災訓

練、避難訓練等で活用をいただくということでございます。 

 （17番 澤井信秀君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 澤井議員。 

            〔17番 澤井信秀君 登壇〕 

○１７番（澤井信秀君） ワークショップとかいうのは、実際私も和田地域なんでございますが、

和田地域も和知町、そして向江田町として調査もされまして、確かに県のほうからも来られま

して説明もございました。そうした中でワークショップをした中で、いろいろと危険地域とか

避難場所、そうしたもろもろ防火水槽、格納庫等も記入するべきものはいろいろ要望していた

だくようにお願いをしておるところでございます。そのことはよくわかるんでございますが、

逆に今指定をされたら、その地域の皆さんは大変不安を感じておられるんですね。そこらあた

りの対応の仕方というものが、もしどのようにすればいいかということがあれば、ちょっとお

聞きしたいというふうに思います。 

 （総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長 福永清三君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 福永総務部長。 

            〔総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長 福永清三君 登壇〕 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（福永清三君） こういった市域の指定をされまして、

翌年度には防災マップ等を作成いただくわけでございますけども、その後やはり自主防災組織

でありますとか、自治連でありますとか、そういった地域の皆様とともに避難訓練であるとか

防災訓練、また本市では出前講座等もしておりますので、そういった研修を重ねる中で、防災

意識の向上につなげていきたいというふうに考えております。 

 （17番 澤井信秀君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 澤井議員。 

            〔17番 澤井信秀君 登壇〕 

○１７番（澤井信秀君） 行政と一緒になって、そうした防災意識を向上していくということでご

ざいますが、ただ、もう一点お聞きしますが、避難所や避難場所に指定されているコミュニテ

ィセンターや集会所が、その警戒区域の範囲に入っておるわけでございます。そうした場合に、
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その指定から外し、新たに別の避難場所を指定されるのかというところをちょっとお聞きいた

したいというふうに思います。 

 （総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長 福永清三君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 福永総務部長。 

            〔総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長 福永清三君 登壇〕 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（福永清三君） 本市の地域防災計画では、災害の際に

緊急に危険から逃れる指定緊急避難場所を165カ所、災害種別によって避難場所としての利用

ができるかを記載しております。また、避難後、一時的に生活を行う指定避難所を148カ所指

定しております。避難所におきましては、災害種別により指定をしておりますが、災害内容に

よっては、その指定から外しているという状況もございます。しかしながら、地域内での指定

避難所は全ての災害にも対応できるものではないものから、いわゆる代替となる避難所を確保

することも大変難しい状況でもございます。災害の種類、また状況を踏まえまして、例えば緊

急には自宅の２階に避難していただく垂直避難、また他の場所や地域外への避難といったこと

も考えられますが、とにかく安全な場所へ避難していただくことを現在、出前講座等では啓発

をしているところでもございます。 

 また、避難等が必要になった場合には、安全なうちに避難行動に移っていただけるように、

本市としても早目早目の情報提供を行っていくという考えでございます。 

 （17番 澤井信秀君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 澤井議員。 

            〔17番 澤井信秀君 登壇〕 

○１７番（澤井信秀君） 早目早目の情報提供をしていきたいというふうなことでございますが、

ただ私がちょっと気になるのは、この和田地域でも和田コミュニティと和田小学校が指定の避

難所になっておるわけでございますが、そうした中でちょうどそこが今言う特別警戒区域、土

砂が流れ込むというようなところへ入って、もう印もされております。そうしたところを市と

しての、行政としての指定場所にするというのが、本当に果たしてそれがいいのかどうかと。

それよりか、あっさり和田小学校だけとかいう方法にされるのが不安を解消するのではないか

なというふうにも思うわけでございますが、ただ先ほど部長のほうから言われましたように、

早目早目のそうした状況を加味しながら、しっかりとした自主防災組織なり地域の自治連のほ

うへしっかりと連絡するというようなことも言われましたので、そういうことで対応できなく

はないかと思いますが、そこらをあえて入れずに外すほうがというふうに思いますので、何か

あればひとつお答えをいただければと。 

 （総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長 福永清三君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 福永総務部長。 

            〔総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長 福永清三君 登壇〕 

○総務部長（兼）選挙管理委員会事務局長（福永清三君） 今回の和田地域の指定によりまして、

和田コミュニティセンターにつきましては、計画区域内ということになったわけでございます
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が、災害種別によっても、和田小学校につきましては区域外ということになりますので、土砂

災害のときには利用が可能だというふうに思います。それぞれ今後災害の種別、また災害の大

きさによりまして適宜判断をしてまいりたいというふうに思いますけども、今後においても、

やはりそういったことについては行政、また地域自主防災活動等も、それぞれ連携、協力する

中で避難所の確認をしてまいりたいというふうに考えます。 

 （17番 澤井信秀君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 澤井議員。 

            〔17番 澤井信秀君 登壇〕 

○１７番（澤井信秀君） 確かに、本当にこれからも行政とか地域がしっかりと連携するというの

は大変必要になろうかというふうに思いますし、こうした防災体制のことにつきましては、ま

た次の機会にじっくりと質問をさせていただきたいというふうに思います。 

 私のほうも、通告しておりました質問が重複したところもかなりあったかというふうに思い

ますが、一応全質問をさせていただきましたので、これで私のほうの一般質問を終わらせてい

ただきます。本当に御清聴ありがとうございました。 

○議長（亀井源吉君） 順次質問を許します。 

 （22番 杉原利明君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 杉原議員。 

            〔22番 杉原利明君 登壇〕 

○２２番（杉原利明君） 真正会、杉原利明でございます。前回に引き続きまして、売り手よし、

買い手よし、世間よしの三方よしということを根底に置きながら、新たに三次の誇り、「三次

プライド」というものをテーマにして質問をさせていただきたいと思います。 

 総計等で子供たちにアンケートをとると、その答えの中で、これからも三次に住み続けるか

というような問いに対して、三次につきたい仕事がないから帰ってこないというようなアンケ

ートが毎回何％か出てきているというふうに思っておりますけれども、私は三次で生産されて

おるものの中には、やはり日本はもとより世界でも通用するものが多く存在するというふうに

思っております。ワインやチーズは既に評価されていますけれども、ほかにもお酒、お好みソ

ース、果物、肉を始め、工業製品においても高い国内シェアを誇っているものもあります。誇

りをもっともっと感じてもらえるように伝えていかんといけんし、ないと思われておるんだっ

たら、我々大人が子供たちのためにこれから生み出せばいいと。そして、子供たちが将来生み

出せるような環境を整えておけばいいというふうに思っております。獺祭やオタフクソース等

にできて、三次の企業にできんことは、僕は何ひとつないというふうに思っております。子供

たちの夢、そして市民の夢を信じて、その夢がかなうように全力で支援する、夢をはなからか

なわないと思ってチャレンジすることを諦めたら終わりであります。今日も、ど真剣に本気で

伺ってまいりますので、前向きな御答弁を期待し、質問に移らせていただきます。 

 通告の順番はちょっと変わりまして、２、１、３、４の順で質問していきますので、初めに

２の新たな産業用地確保の考え方について伺ってまいります。 
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 新たな産業用地の適地調査を進めると、８月全員協で説明があり、今回、実施計画にも明記

されました。私は県にお願いをして、何年もかけて確保、造成していくのではなく、市がスピ

ード感を持って用地を確保し造成を進めていくべきものというふうに期待をしておりますが、

三次市の現在の基本的な考え方、特にどこがつくっていくのか、施工主、そして時期などを教

えてください。 

 （政策部長 藤井啓介君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 藤井政策部長。 

            〔政策部長 藤井啓介君 登壇〕 

○政策部長（藤井啓介君） 三次工業団地の第３期の分譲地の全区画の立地協定締結をしたことを

受けまして、現在新たな産業用地の確保に向けて適地調査を行っております。今後、複数の候

補地のリストアップを行いまして、候補地ごとに比較検討を行いますけども、分譲開始までの

期間や分譲可能な面積も条件によってさまざまでございます。しかしながら、社会経済状況の

変化が激しい中で、可能な限り早期の分譲開始が必要であるというふうに判断をしておりまし

て、20ヘクタールであるとか、あるいは30ヘクタールといった大規模な開発は考えてはおりま

せん。 

 先ほど施工主体という御質問でございますけれども、施工主体について、今具体的に決定を

しているものはございませんが、広島県との連携につきましては、先ほど申し上げた施工主体

も含めて、しっかりと協議を重ねながら進めてまいります。スピード感を大事にしたいと考え

ております。 

 （22番 杉原利明君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 杉原議員。 

            〔22番 杉原利明君 登壇〕 

○２２番（杉原利明君） 僕、次の１期分というか、今考えられておるところ、今から調査される

のが１カ所を造成していくというか、用地をつくっていくという考えなのかどうか、ちょっと

今から聞きたいんですけれども、僕はその次の１カ所だけじゃだめだというふうに思っており

まして、その次、また次の次まで考えて、都市計画区域等の指定をするなどして、用地の開発

規制をかけておかないといけんというふうに思っております。気づけば、いい土地に太陽光発

電で埋まっとるとか、もしくは広くいい土地になり得たのに一部を何かに占有されたというこ

とがないようにしていただきたいというふうに思うんですけれども、今考えられておるのは１

カ所を造成して終わるというような感じで考えられとってでしょうか。 

 （政策部長 藤井啓介君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 藤井政策部長。 

            〔政策部長 藤井啓介君 登壇〕 

○政策部長（藤井啓介君） 今、複数の候補地をリストアップして、その中で比較検討を行ってま

いるという段階でございまして、その後１カ所だけ、あるいは複数といった、そういったこと

も、現時点では具体的に決定をしているわけではございません。 
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 （22番 杉原利明君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 杉原議員。 

            〔22番 杉原利明君 登壇〕 

○２２番（杉原利明君） まだ決定していないということなんですけれども、スピード感を持つと

先ほどおっしゃられたので、やっぱり来年度には三次市で用地確保、造成を進めながら、その

次の産業用地を県に確保、造成をしてもらうような話を同時進行でどんどん進めていって、や

はり20、30の大きいものじゃなくて、小さいものをつくるというんであれば、何カ所かどんど

ん話を進めていっとかんと、１個埋まったら、また何年かスパンがあいて、次の用地とか。ま

た、ここが埋まるのを待ちよって、何年かたってまた次の工業用地、産業用地ということじゃ

なくて、複数箇所を一気につくっていけるような体制というのを整えていくべきだというふう

に思うんですけれども、まずは市が来年度、確保、造成を進めるという考えを、市長、今御決

断いただければと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

 （市長 増田和俊君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 増田市長。 

            〔市長 増田和俊君 登壇〕 

○市長（増田和俊君） 産業団地、工業団地については、今年本当に予想以上の形で７月から９月

にかけて３社の企業が立地協定を結ぶということで、平成21年、22年、23年ごろ、本当に厳し

い時代からいいますと、高速道路２本がクロスするまちということも背景にしながら、三次市

とっては本当に将来へ期待が持てるということでありますし、有効求人倍率も 新では1.8ぐ

らい上昇しておるんではないかなと。かつては0.38まで落ちてきたところからいいますと雲泥

の差で、今、三次もこれから打って出られるという、そういう思いで、先ほど杉原議員がおっ

しゃっていただいたように、スピード感を持っていくということは同じ考えでありまして、ぜ

ひ早い時期に１カ所の候補地を始めとした、さまざまな縁で用地を確保していくような形で進

めていきたいと思います。 

 ただ、言いたいのはどこでもいいということではありません。三良坂町にはずっと工業団地

も残っておるというような状況、またいろいろな施設の中で活用していけばできるんじゃない

かというような用地もあるわけでありますが、基本的には、私としては三次インターあるいは

三次東インターを中心とした中で協力できるところをぜひ手を打っていきたいと思いますし、

杉原議員と同様な形で、できるだけ早く箇所を選定していきたいと思っております。 

 来年というのをここで申し上げますと公約したような形になりますから、そこはちょっと余

裕をいただいて、来年を含めて早い時期に進めていきたいと思います。また、12月議会に補正

予算でお願いしておりますが、新たな工業用地を求めるだけではなしに、今頑張っていただい

ておる200人近いような１つの企業さんにも、できれば隣接したところへ工業用地が確保して

拡大していただく、外へ出ずにそのまま、ここ三次の地を１つは主要な工場として将来に向け

て企業運営をしていただく、そういう面で、今回も補正予算で3,000万お願いしておりますの

で、ぜひそこらも関連しておりますので御理解をいただいて、三次の地で雇用がさらに高まっ
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ていくようにお互いに努力を、私どもも努力をしますし、議会のほうも努力していただきたい

と思っております。どうぞよろしくお願いします。 

 （22番 杉原利明君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 杉原議員。 

            〔22番 杉原利明君 登壇〕 

○２２番（杉原利明君） 県に財源等を頼りよったら、本当、瞬く間に４年、５年、６年、７年と

たってできるというようなことでは、やはり遅いと。やまなみ街道が開通して拠点性を持った

都市をおっしゃられておりますし、やはり７年、８年がこの先の三次の10年、20年、50年と響

くことがないように、早期の御決断を改めてお願いしたいというように思います。 

 続いて、三次産品の海外への販路開拓について伺ってまいりたいと思います。 

 平成22年３月議会から、これまで４回にわたり三次産の産品の輸出について質問させていた

だいてきました。前回９月議会の一般質問においても、答弁はいつもどおり海外販路開拓の考

えがないこと、そして直販、県内外の市場への出荷強化に取り組んでいくとの答弁でございま

した。もちろんそれらは当然やっていっていただかんといけんことだと私も認識した上で、さ

らに上をかけて販路を開拓していこうという思いで、毎回問わせていただいております。 

 県内、中国地方の人口の推移を考えますと、広島県が本年８月１日で282万人と。これが社

人研の推計によれば、2025年は14万人減ると、広島県内。さらに2040年は43万人、15％の人口

が減るというふうに推計されています。じゃあ近隣の市場へ売っていくということで、中国地

方のことを考えてみれば、国勢調査ベースで、今年発表されたもので中国地方は744万人とい

う人口でございますけれども、2025年は53万人減ると。2040年には19％減の141万人という人

口が減ってくるというふうに推計されています。今後、広島県、中国地方はもとより、日本全

体の人口が急速に減っていく中で、需要の縮小というのは逃れられない事実であると私は思っ

ております。 

 一方で、このたびの三次市農業振興プランや（仮称）みよしアグリパーク構想では、新たな

ブドウ生産団地の整備や花の栽培圃場整備の構想が示されるなど、特産物の生産力を強化する

ことを打ち出されています。生産量は増加させていくと。しかし、それを消費する人は確実に

減っていくと。ここに私は大きな矛盾が生じていると思うわけでありますけれども、もし供給

と需要のバランスが合わなかったときに生産縮小するというようなことがあれば、もう農業振

興計画ではないと。今回立てた農業振興計画は、農業振興計画の価値がないものになるという

ように思っています。じゃあ、需要を求めて慌てて海外に目を向けても、すぐに成果があらわ

れるものではないんですね。今まで何人かそういう方とお話しさせてもらいましたけれども、

初は何年も赤字とか、とんとんでいっちょったような方もおるけれども、７年たって黒字に

なって乗ってきたというような方がいっぱいおると。やはり今のうちに海外販路開拓を行って、

少しずつノウハウを僕は蓄積していくべきだというふうに思っております。生産量を増加させ

る分の販路を経済が発展して人口が増えている海外に求め、１円でも高く売れるところへ拡大

することで、私は三次のブランド力の強化や、この地で農業をするというプライドにつながる
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というふうに考えておりますけれども、今度こそ、今度こそ取り組んでいただきたいというふ

うに思いますけれども、いかがでしょうか。 

 （産業環境部長 花本英蔵君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 花本産業環境部長。 

            〔産業環境部長 花本英蔵君 登壇〕 

○産業環境部長（花本英蔵君） 海外販路の開拓ということでございます。 

 農畜産物の関係でいろいろ御質問いただきましたので、御答弁させていただきます。 

 農畜産物等の輸出には、農業所得の向上、販路拡大によるリスク分散、国内でのブランド価

値の向上につながることや、将来の市場確保に向けた先行投資などの意味があると思いますが、

まずは地盤を固めるため、三次の新興作物野菜、果樹、花卉、三次和牛などの生産力の強化、

産地化に着実に取り組み、国内での販路開拓、強化を進めることが重要であると考えておりま

す。現時点では、海外での販路開拓については考えておりません。生産者やＪＡなどから海外

輸出についての相談などはない状況でございまして、農業振興プランに基づき、担い手育成・

強化、農畜産物の生産力強化、販売力の強化、農地などの保全に重点的に取り組んでまいりま

す。 

 なお、議員おっしゃいます海外輸出についての研究は行ってまいります。 

 （22番 杉原利明君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 杉原議員。 

            〔22番 杉原利明君 登壇〕 

○２２番（杉原利明君） 今おっしゃられたことは、先ほども申し上げましたけれども、私は当然

やっていただきたいと思うんです。例えば人口が当面維持できる関西圏とか首都圏へ向けた直

販ルートの開発とか、地場産品を生かした新商品の開発とか、もちろんやっていってもらわに

ゃいけんことだと思うとるんです。さらにいえば、総合食料の産業技術を学ぶような場を提供

したり、つながる場を開催したりしていって、どんどん外へ目を向けた取組というのもやって

いっていただきたいと思うんですけれども、 初に申し上げましたように、これ、確実に人口

が減っていく、需要が国内に減っていくと。中山間地同士で、この農産物をいっぱいつくっと

る地域で減っていくパイを奪い合っていって、僕はお互いを傷つけ合っとっても仕方がないと

いうふうに思うわけでございます。自治体間競争という言葉があると思うんですけど、あんま

り好きじゃないと。切磋琢磨はもちろん必要ですけれども、自分が上っていくためにどこかの

売り上げが下がっていくとか、どこかを追い落としていくような形じゃなくて、やはり経済も

伸びておる、人口も加速度的に増えておるところへ物を売っていくと。さらに高く物を売って

いくということが必要だと、私は本当に本気で思っています。 

 私がちっちゃいとき、世界の人口は50億人と言われておったんですね。今はもう70億人を超

えると。さらに今から増えていくと。国内はどんどん減っていくけれども、世界の人口は恐ろ

しい勢いで増えておると。食料不足になると言われています。じゃあ一方、国内の消費量でい

ったら、ずっと40％を切るような状態と。やはり安全保障の観点からも、我々農村地域は、今
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よりも農業の生産力をしっかりと高めておく必要があるというふうに思っております。 

 研究をされるとおっしゃられましたので、輸出をするためには、当然海外マーケットでの消

費者、需要を獲得せんといけんわけでございますけれども、そのためには海外の顧客、販売店

を見つけて、海外商社に卸す段取りをして、そこへつなげる国内商社とのやりとりや書類申請

も必要となってまいります。中小零細企業が個々に売り込むにはコスト面やノウハウの面、ま

たスキルの有無で差も出てきて難しいことが予想されるんですけれども、研究されるとおっし

ゃられたので、であるならば、三次の産品を取りまとめて売り込みをかけるような総合商社的

な役割を担う会社であったり、そういった仕組みの構築が研究をしながら必要になってくると

ように思うんですけれども、三次商工会議所や広域商工会などと連携して、民間主導の法人の

立ち上げを促して、関係企業等による研究会を発足させて対象国を絞っていったりしながら、

三次市輸出プロジェクトというのをスタートしていただきたいと思うんですけれども、いかが

でございましょうか。 

 （産業環境部長 花本英蔵君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 花本産業環境部長。 

            〔産業環境部長 花本英蔵君 登壇〕 

○産業環境部長（花本英蔵君） 先ほど研究させていただきますと申し上げましたのは、ただ議員

が今御質問された、仲を取り持つ商社とか、そういったものももちろん対象になりますが、も

っと全般な話で、これからの生産量とか、そういったものも含めた研究という意味で申し上げ

ました。実際、輸出ということも非常に展望として持つ必要があると思いますが、現時点でや

はり広島県三次の中で何が輸出できるかというところを考えてみたときに、アグリパーク構想

で何をどれだけ増産しますとか、そういったところが来年度、基本構想、基本計画を立てます

ので、ある程度明らかになってくると思いますが、現段階で輸出へ持っていくべき、回せるも

のが少ないというところが一番大きな要因ではないかと思います。 

 それでは、商社の設立についてお答えいたします。 

 海外販路開拓を考えておられる事業者からの相談があれば、県内の産業支援機関とネットワ

ークを形成し、中小企業、ベンチャー企業などの新事業展開や経営革新などの総合的な支援機

関である広島産業振興機構、いわゆる産振構、この国際ビジネス支援センターや広島県の海外

ビジネス課、日本貿易振興機構、いわゆるジェトロなどにつなぎまして、スムーズな事業展開

が行えるよう支援をさせていただきます。広島県では今年度、海外ビジネス展開として、海外

の日系企業のスーパーで広島物産展を開催し、海外販路開拓の支援を行っています。海外展開

の場合、国ごとに法律、商慣習も異なりまして、宗教上の制約が存在したり、食品の場合、特

に使用できる添加物や保存料もさまざまで、輸出できる食品の規制がございます。これらの機

関は実績やノウハウも有しておりまして、海外展開を具体的に行おうとする際には、ぜひ活用

すべきと考えております。 

 （22番 杉原利明君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 杉原議員。 
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            〔22番 杉原利明君 登壇〕 

○２２番（杉原利明君） 初に何個か固有名詞というか、商品を挙げましたけれども、僕は世界

に今でも通用するものはあると。じゃあ、その生産力を高めていきましょうという、それが僕

は戦略だと思うんですよね。これから持続的にこの地域に仕事を生み出していく、今よりも雇

用を増やしていくと、売上高を増やしていく、その仕事で飯を食える人を増やしていく。さら

には、今ない産業を地域商社、総合商社という形で、海外でいろいろ活躍できる産業も興して

いくと。三次市が戦略的に政治的な判断でやっていくべきことがあるんではないかという思い

で質問をさせていただいております。もう何回も言うようですけれども、少子高齢化で減って

くるのは若い世代、そして生産年齢人口ということを考えたら、食の部分でいえば も食べる

世代というのがどんどん減ってくると。経済の縮小傾向は食品マーケットも確実に縮小させて

きとると。やっぱり新たな販路の開拓は、未来や先を見てやっていかんと、僕は地域経済の持

続的な発展というのがないというふうに思っています。経済が需要が減ってきたけ、三次の生

産物の生産力を落とすというようなことがあっちゃならんと思うし、今農業につかれておる方

は、平均年齢が71歳以上という中で、その方たちが引退されたら、農業のつくり手がおらんよ

うになっとったと。誰も本当に農業で飯が食えんと、未来の夢が見えんというようなことがな

いように、戦略的にずっと今よりも生産量を上げていける仕組み、考え、夢を三次市として持

たせていこう、旗を振っていこうという思いでございますので、ぜひともよく研究していただ

きたいというように思います。 

 次に、三次市のこれからの産業育成について伺ってまいりたいと思いますけれども、三次市

の産業構造は製造業、特に輸送機械部品や電子デバイスに偏っている状況というのが明らかな

ところだと思うんですけれども、世界的な情勢を考えるとリスクの大変高い構造であるという

ふうに私は考えます。現在の産業構造について、三次市がどう捉えているのか御所見をお伺い

いたします。 

 （産業環境部長 花本英蔵君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 花本産業環境部長。 

            〔産業環境部長 花本英蔵君 登壇〕 

○産業環境部長（花本英蔵君） 本市での製造品出荷額は、電子デバイスと輸送用機械で２分の１

を超える割合で、昭和40年代から50年代に立地した企業が中心となっての数字でございます。

同時期に立地した企業でも、約50年の間には廃業や撤退した企業が何社もございます。今日の

企業集積は、個々の企業の長年にわたる企業努力と本市でも可能な協力を行ってきた成果でご

ざいます。そして、この三次の地域特性に合っていたため、立地されて以降も事業の維持、拡

大を重ねてこられたからの集積と考えます。高度成長期やその後の日本経済の停滞、バブル崩

壊やリーマンショック、時々の為替変動も乗り越えての産業構造であり、短期的な国際情勢の

見込みに基づいての所感を述べることは難しいと考えます。 

 （22番 杉原利明君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 杉原議員。 
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            〔22番 杉原利明君 登壇〕 

○２２番（杉原利明君） もちろん歴史がある産業構造ですけれども、やはり経済予想というのは、

常に自治体としてもやっていくべきだろうと思うんですけれども、お手元に配っておる資料１

枚目が、三次市の業種ごとの売上高でございます。表示していただいておるものがちょっとち

っちゃくて申しわけないんですけれども、次が２枚目をめくっていただきまして、製造業だけ

で見た売上高でございますけれども、今おっしゃられたように、電子デバイスや輸送用機械と

いうものが製造業の中で７割近くを占めているというような状況。 

 次のページをお願いいたします。さらに３枚目ですね。付加価値額で見れば、付加価値額と

いうのが売上高から費用の総額を引いて、この三次市市内で働いておる方が主ですけれども、

給与として支払っておる総額と租税公課でございますけれども、業種単位で見ると製造業が今

おっしゃられたように５割、49％というものが三次市の製造業につかれておる方の給料と、生

活にまさに直結しておる状態でございます。 

 さらに、製造業に特化して、４枚目でございますけれども、三次市の本当に生活に直結しと

る49％の方のうち、輸送用機械が65.8％、この仕事につかれて、この仕事から給料をいただい

ておる方ですね。さらに、電子部品デバイスということで17％ということで、真ん中の段が広

島県の平均、そして一番下が全国の平均ですけれども、やはり偏りがあるというのは、これは

紛れもない事実だろうというふうに思っております。さらに、今回は電子デバイスの撤退も発

表されていますけれども、さらに偏りというのは生じてくるんだろうというふうに思うんです。 

 先ほど部長もおっしゃられましたけれども、やはりリーマンショックのときに恐怖を感じ、

また近年のマツダの工場部門の統合や京セラディスプレイの撤退の際の状況を見ますと、長年

地域産業を支えていただいとったのはもちろん大企業、大手企業ですけれども、その生産拠点

の国内統合とか海外移転とかいうことが起こった際に、受託業務を中心に行っておる、こうい

った三次の中小企業というのは著しいリスクというのを抱えとる、しょっとるというのは間違

いのない、紛れもない事実だというふうに思います。発注元である親会社の好調、不調次第で

生産拠点の流出というのが、また次にいつ起こり得るか不透明、もしくは発注がなくなるかも

しれんということも不透明な中で、やはり誘致外来型だけじゃなくて内発型の産業政策、地場

産業を興していく、成長させていくという展開が間違いなく必要なことだというふうに思いま

す。 

 産業構造のリスクを分散させるためには、やはり三次がいつも言われておるように基幹産業

という中で、市長も部長も答弁されるのは、農林蓄産業を基幹産業とおっしゃられたことがあ

ると思うんですけれども、今のデータでいったら、１％前後で付加価値額も売上高も済んどる

んですけれども、やはり本気で基幹産業としていくことが必要だというふうに思っております。

新たな商品を生み出して三次独自の産業創出を興していくために、やはり第１次産業を中心と

した起業、業を起こすということが必要だと思うんですけれども、平成23年から申し上げてお

りますけれども、例えば食品加工の会社というのを何件も、５社も７社も起こしていくとか、

小さいものじゃなくて、将来的にはマルハニチロぐらいのレベルの加工ができる企業というの
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を起こしていくと。企業が共同利用できるような、大学と連携した研究所の誘致や設置をすべ

きというふうに、もう５年以上訴えておるわけですけれども、例えば20億円の売上高、雇用者

数50人規模の会社をつくっていけるような企業支援、業を起こす支援というのをやっていくべ

きだというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。 

 （産業環境部長 花本英蔵君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 花本産業環境部長。 

            〔産業環境部長 花本英蔵君 登壇〕 

○産業環境部長（花本英蔵君） 食品加工所といいますか、団地といいますか、規模の大きいそう

いったものの設立をしたらどうかという御質問でございます。 

 本市では、オール三次産品ブランド化事業により、既存産品の価値向上や新商品の開発を促

進し、農業所得の向上、生産者相互の連携、組織化を図っています。農業者や商工業者、関係

機関などでネットワークを構築し、相互に有する情報や技術を共有化して地域ぐるみで６次産

業化を推進することにより、販売力を強化していきたいと考えております。市が大きくかかわ

っての大規模起業や食品団地形成は現在考えておりません。 

 （22番 杉原利明君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 杉原議員。 

            〔22番 杉原利明君 登壇〕 

○２２番（杉原利明君） 初に、例えば獺祭の話をしましたけれども、10年で約13倍の年商とい

うことで、2015年９月期で65億円の売上高で、今雇用が205人と。オタフクソースが2015年９

月期で221億円、480人の雇用と。５社の連結で229億円の売上高で、591人の雇用ということで、

僕は不可能じゃないと。売るところを求めて、三次市が本気で取り組んではしごを外さずに本

気でやっていったら、僕はできるというふうに思っております。 

 今、産業構造の話をしましたけれども、農業振興プランをつくられちゃったんですけれども、

食料品製造業の中で今の数値を1.4％と、もちろん今から豆腐の東洋食品さんが入ってこられ

るときはちょっと上がると思いますけれども。例えば、農業振興計画とあわせて1.4％を10％

にしようと、食料品製造業を。じゃあ、そこへ卸す農産品をつくるけ、農業の付加価値額を

５％へ上げようというような振興プランとリンクした、三次市が産業を支えていく、支援して

いくということで、リスクヘッジもできる産業構造へ少しずつ少しずつ何十年かけてでも、や

っていくことが必要だと私は思っておりますので、またの機会にこれは質問させていただきた

いというふうに思います。 

 初日にも２日目にもありましたけれども、市外からの企業誘致だけじゃなくて、やはり地場

産業の経営拡大や第二創業等へも徹底的に支援を行う地場産業の育成、支援というのが三次ら

しい産業の創出につながるというふうに僕は思いますけれども、そのお考えをお伺いしたいと

いうふうに思います。 

 （産業環境部長 花本英蔵君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 花本産業環境部長。 
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            〔産業環境部長 花本英蔵君 登壇〕 

○産業環境部長（花本英蔵君） 新規に立地した企業は、創業当初は比較的小さく事業を開始し、

状況により他の地域や他の事業拠点を比較し、優位と判断されればその土地での事業拡大を図

っていくというのが通常でございます。地域の雇用拡大や経済の活性化に本当の意味で貢献し

ていただけるのは、定着後の事業拡大の時期以降であると考えております。そのため本市では、

地場企業にも誘致した企業に対しても、事業規模を拡張、拡大される場合には同じ扱いの助成

制度としておりまして、これらは経営拡大や第二次創業などの支援もカバーするものと考えて

おります。 

 （22番 杉原利明君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 杉原議員。 

            〔22番 杉原利明君 登壇〕 

○２２番（杉原利明君） カバーするものと考えているという答弁でしたけれども、ではなぜ初日

も２日目も、同じような質問が出るのかといったら、やっぱり現場の方とか、そこの社長さん

とかは、やはりまだまだ使いにくかったり、使えんかったりする状態というのがあるから、初

日にも２日目にも、そして３日目、私も質問しとるということをぜひとも思っていただきたい

と思います。もちろん経済産業省がいろんなプランを創業に対してやったりしとるけれども、

全額じゃなかったりします。やはり三次市がその残りの部分に対して補填をするとか、新しい

ものづくりに対して何かが出るといったら、やはりそこの情報の支援はもちろんですけれども、

それをとっていける支援であったり、残りの部分の支援であったり、本当に未来に三次のため

になる雇用を守る、産業を守っていく、経済を守っていくというようなところは、もっともっ

と徹底した支援をお願いしたいと思うんですけど、また今度ゆっくり質問をしたいと思います。 

 やはり自治体として、地場の発展というのを実現する意欲と環境整備を同時にやっていかん

と、僕は全部同時に一遍にやってほしいんです。今日、言っとる質問を全て一遍にね、セット

ですから。輸出も農業おこしも食品加工も、全てセットで取り組んでいただきたいというふう

に思います。大都市が日本を引っ張っておった時代がもう終わりかけておるというふうに、部

長もきっと思っていらっしゃると思うんですけれども、今こそ我々地方都市が奮い立って、我

が国の隆盛を引っ張るような活動、行動を起こしていきたいと思っておりますので、御協力を

よろしくお願いいたします。 

 （市長 増田和俊君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 増田市長。 

            〔市長 増田和俊君 登壇〕 

○市長（増田和俊君） 御質問の件について、これまでの三次市の取組を含めて、少し述べさせて

いただきたいと思います。 

 三次で頑張っていただいておる企業に対しての支援策が全くないんでないわけでありまして、

過去といいますか、近年の１つの例を出させていただきますと、一企業、名前は挙げませんが、

大変会社の存続が厳しい、そういう状況の中で、三次市としては特許をとる、そういう支援を
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1,000万ほどさせていただいて、その厳しい中で、それを存続の１つの大きな仕掛けとして会

社として取り組んでおられて、いまやリバウンドして130名の社員を有していただいておりま

すし、さらに四十数人の増員を図っていこうと。これが尿素水識別センサーという世界へ打っ

て出る、そういう特許の中で頑張っておられる。この根底には、三次市も1,000万とはいえど

も大きな補助でございますが、そうした制度も適用しながら今日頑張っていっていただいてい

る例もあります。また、この12月には工場拡張に対する支援策を講じて、新たな工場を設置し

て、それを全て新たに雇用していこうという企業も生まれてきております。海外販路としては

外資系の企業もございますし、世界を相手にして頑張っておられる企業、工業団地１期、２期、

３期の中でもいらっしゃいますので、そうして現在進出してきていただいている企業の支援策

もいろいろな声を聞かせていただいて、さらなる充実を図りながら、１つはやはり三次へ進出

してもらって、雇用も高めてもらって、そして世界を相手にしていただくような、そういう戦

略も大事だということも申し上げさせていただきたいと思います。 

 （22番 杉原利明君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 杉原議員。 

            〔22番 杉原利明君 登壇〕 

○２２番（杉原利明君） もちろん今おっしゃられたことは存じ上げて、補正予算も当時議決させ

ていただきましたし、もちろん何もやっとらんなんて思っておりません。ただ、さらに一方、

戦略的、政治的御決断をいただきたいという思いで、市長には質問させていただいております。 

 次に、４の（１）に入っていきたいと思いますけれども、観光分野でのＩＣＴの活用という

ことで、こちらも何回か質問させていただいておるんですけれども、私の一般質問の思いと答

弁に食い違いがあると思いますので、もう一回改めてちょっと言いたいんですけれども、私が

言いたいのは、訪日外国人旅行者を始めとした観光客の受け入れ環境整備に向けて、フリーの

Ｗｉ－Ｆｉスポットを市が設置するだけでなく、民間の設置を促すような取組をすべきではな

いかということでございます。市内観光名所はもとより、飲食店や宿泊施設、駅、バス停など、

民間施設への設置を促す旗を振って、これまでのようにちょっとずつ市が整備していくという

ものではなくて、民間と一緒になって一遍にばっと整備しようというものでありますけれども、

いかがでございましょうか。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） 市内の民間施設につきましては、大手通信会社の無料Ｗｉ－Ｆｉ

サービスを設置している店舗も増えてきていると把握しておりますが、利用できるのはその通

信会社の契約者のみとなっておりまして、どの通信会社の契約者でも使える無料Ｗｉ－Ｆｉサ

ービスを提供しているのは、コンビニや飲食チェーン店等といった状況です。今後、民間の事

業者の方にも設置の必要性について理解を求めていきたいと考えております。 

 （22番 杉原利明君、挙手して発言を求める） 
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○議長（亀井源吉君） 杉原議員。 

            〔22番 杉原利明君 登壇〕 

○２２番（杉原利明君） ちなみに、市内の全宿泊施設のＷｉ－Ｆｉ環境の把握というのはされて

いらっしゃるのか、お伺いいたします。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） 今年度、宿泊施設の利用実態を把握するために、宿泊状況や施設

の概要、無料インターネットの状況等について調査を行いました。回答をいただいた28施設中、

無料インターネットが使えると回答があった宿泊施設は８施設で、そのうちＷｉ－Ｆｉが使え

る宿泊施設は３施設という結果でした。 

 （22番 杉原利明君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 杉原議員。 

            〔22番 杉原利明君 登壇〕 

○２２番（杉原利明君） 特に訪日外国人の旅行者の受け入れというのは、公衆無線ＬＡＮがつな

がる環境というのは、私は不可欠だというように思っております。総務省と観光庁が今年とっ

て発表したアンケート調査においても、一番外国の方が求められておる、旅行中困られておる

のは公衆無線ＬＡＮがないということが50％近い割合を占めています。外国で通信を使うと非

常に高くなってしまいますので、そういったところを大変困られておるわけですけれども、毎

年、総務省と観光庁がそういったＷｉ－Ｆｉ環境であったり、ホームページの外国語化等の補

助金というのを出していまして、今年28年度の当初予算でも80億円あったわけでございます。 

 前回もちょっと言おうとして時間がなかったんですけれども、公募期間はもう今年度は過ぎ

てしまいまして、７月15日から８月15日だったんですけれども、地域の宿泊事業社５社以上等

で協議会をつくれば、そういった補助金も上限100万円ですけれども、出たりすると。ホーム

ページの外国語化にもお金が出る、トイレの洋式化にもお金が出る、館内の英語表示とか、そ

ういったものにもお金が出るということで、やはり三次市として外国人の受け入れを総計の中

にも入っておったと思いますけれども、環境整備できるお金というのも、こうやってあります。

こちらのも、結構、僕は昔から言わせていただいておるんですけど、まだなかなか意図が伝わ

っていなんですけれども、こういったお金を使って、今度はオリンピックの受け入れ、選手の

合宿誘致もされるということです。やはりオリンピック選手ぐらいになったら、通信費を気に

せずにばんばん使ってんかもしれんですけれども、やはり市内において合宿するところであっ

たり、宿泊するところであったり、御飯を食べるところ、どこでもやっぱりＷｉ－Ｆｉがつな

がっておるような環境、外国人の受け入れができておる環境というのを三次市はちゃんとでき

てますよというのも、非常に大切なことだと思いますので、こういった予算も使いながら普及

に取り組んでいっていただきたいというふうに思います。 

 次に、本市の観光の周遊促進の取組の一環として、ＧＩＳを活用した観光周遊アプリを作成
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してはどうでしょうかという質問ですけれども、これも何度か、ちらちらと質問させていただ

いているんですけれども、いかがでしょうか。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） 今年度から本市の観光施設に新たな情報発信手段として整備する

無料Ｗｉ－Ｆｉは、これは広島市が開発して県内の市町にも参画を呼びかけている「Ｈｉｒｏ

ｓｈｉｍａ Ｆｒｅｅ Ｗｉ－Ｆｉ」というサービスでございます。この「Ｈｉｒｏｓｈｉｍ

ａ Ｆｒｅｅ Ｗｉ－Ｆｉ」は、チラシや観光案内等のコンテンツを利用者の端末に簡単に取

り込めるサービスや、位置情報を活用してその場所に応じた観光情報、広告、クーポン等を利

用者の端末に情報発信できるプッシュ発信サービス機能があり、また外国語も英語、中国語、

韓国語、フランス語、タイ語の５カ国語に対応できる内容となっており、今後それらを活用し

ていく予定でございます。これらのサービスを活用することにより、本市を訪れた観光客、そ

して外国人の誘客についても利便性の向上と満足度の向上を図っていきたいというふうに考え

ております。 

 （22番 杉原利明君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 杉原議員。 

            〔22番 杉原利明君 登壇〕 

○２２番（杉原利明君） であるならば、なおさら、そのフリーＷｉ－Ｆｉの普及というものを、

前回だと３年間で６カ所というふうにおっしゃられたと思うんですけれども、もっともっと増

やしていく取組というのをやっていただきたいというふうに思います。一方で、デジタルサイ

ネージ等ももっと増やして視覚的に、１回ふらっとというか、観光ルートの中で来ちゃった人

の心をつかむような情報発信というのもやっていっていただきたいというふうに思います。 

 続きまして、スポーツを通した交流人口の増加策についてということで、平成26年12月議会

で、ちょうど教育次長であった白石次長に問うとる分なんですけれども、市のホームページで

スポーツ施設の検索をかけると、当時よりも今は写真で確認できるものも少なくなっておるよ

うな気がするんですけれども、もっと充実させるべきではないかと思います。利用者にどのよ

うな競技ができる施設なのか、競技用の備品は何がそろっておるのかとか、そういったことや

宿泊施設とか医療機関等も、三次に訪れて合宿される方がわかるようなホームページとか冊子

の作成を依頼して、当時すごい前向きな答弁だったと思うんですけれども、何も進展がないと

思うんですけれども、その後の取組についてお伺いいたします。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） 市のホームページのスポーツレクリエーション施設につきまして、

確かに情報の充実に現在のところも至っておりません。そのほかに観光公式サイトも別につく
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っておるんですけど、こちらのほうは三次市の観光宿泊、スポーツ合宿助成事業のスポーツ文

化施設として、みよし運動公園以外の施設の情報も充実を進めているところでございます。 

 また、平成27年度、広島県と共同して作成しましたポータルサイト、三次やまなみ公園めぐ

り、これについては、みよし運動公園、江の川カヌー公園さくぎの各種情報の充実を図ってき

たところでございます。 

 今後、市のホームページにつきましても、早急に改善作業を行っていきたいと考えておりま

す。 

 （22番 杉原利明君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 杉原議員。 

            〔22番 杉原利明君 登壇〕 

○２２番（杉原利明君） 今度、観光スポーツ交流課ということで設置される予定ですけれども、

そのサイトが、今聞いただけでも３つに分かれているような形なんですけれども、やはり合宿

で利用される方がどういった施設があるんかと。市内でスポーツをしようと思った方は、恐ら

く観光のサイトには飛んでいきませんので、そこをしっかりと整理していただきたいのと、ウ

エブ上で施設の空き情報を見れたり、そのままウエブ上で予約したりすることはできんのでし

ょうか。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） 現在、広島県が開設しております、ひろしま公共施設予約サービ

スに県内７市136の文化施設、生涯学習施設やスポーツ施設等が登録されておりまして、本市

では県立みよし公園や三次運動公園などの３施設を登録し、ウエブ上で１カ月先の予約状況が

確認できるようにしております。これにつきましては、利用者が実際に予約する際に、指定管

理者側の管理運用面の理由から、利用希望者が画面で確認後、直接各施設の受付先に電話で申

し込みを行う内容で運用されており、利用予約サービスには至っていないという状況でござい

ます。 

 この公共施設予約サービスへ新たに施設を追加していくというのは、施設の利用状況を随時

入力したり、更新作業を行うことが必要であることから、全ての施設を一括しての運用は困難

な状況でございます。また、追加の掲載が可能な施設については、指定管理者の理解と作業の

協力が不可欠であり、これもまた慎重に協議を進めていく必要があると考えております。 

 （22番 杉原利明君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 杉原議員。 

            〔22番 杉原利明君 登壇〕 

○２２番（杉原利明君） 今、ｍｉｚｕｎｏが管理しておるものがそこに載っておると思うんです

けれども、やはり利用する方がわかりやすい、見やすいサービスを取り組んでいただきたいと

いうふうに思います。 
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 後に、民泊を利用した交流人口の増加策について、今、民泊協議会の活動が見えてこない

んですけれども、今後の展開についてのお考えをお伺いいたします。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） 民泊ということでのお尋ねですが、三次市につきましては、民宿

という形態で何件か登録をされているところがございまして、そういったところが協議会をつ

くっておりますが、みよし田舎ツーリズム協議会と申しまして、平成24年10月の設立以来、民

泊ではなく農家民宿の開業支援を中心に活動し、市内の農家民宿８件と法人、住民自治組織10

団体で構成し、事務局は観光交流課になっているものでございます。 

 この田舎ツーリズム協議会ですが、今年度、市内の民宿やコテージ等の宿泊施設を活用した

体験コースを開発するため、２回目のワーキング会議を今月開催したところでございまして、

今後も継続して行程案づくりを行っていく予定でございます。 

 また、情報発信強化のためにホームページのリニューアルを段階的に行っていきます。今後

の展開としては、体験型農家民宿の利用者の増加と、さらなる体験メニューの充実を図って、

そして農家民宿の新規参入を増やすとともに、将来的にはコテージ等の宿泊施設を活用した教

育旅行の誘致を行い、定期的な受け入れができる環境を整えていく考えです。 

 （22番 杉原利明君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 杉原議員。 

            〔22番 杉原利明君 登壇〕 

○２２番（杉原利明君） これも協議会ができてから何年もたったわけですけれども、今、体験プ

ログラムをつくるために２回目の会議ということでは、やはり大分おくれておると思いますの

で、庄原さんなんかは既に、その教育旅行の誘致にも成功されていらっしゃいますので、ます

ますのお頑張りを期待して、残った質問は３月議会に、白石部長に問わせていただきます。あ

りがとうございました。 

○議長（亀井源吉君） この際、休憩いたします。再開は午後１時とします。 

          ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

            ――休憩 午後 ０時 ２分―― 

            ――再開 午後 １時 ０分―― 

          ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（亀井源吉君） 休憩前に引き続き一般質問を行います。 

 順次質問を許します。 

 （１番 重信好範君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 重信議員。 

            〔１番 重信好範君 登壇〕 

○１番（重信好範君） 清友会の重信好範でございます。議長のお許しをいただきましたので、通
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告に従い、一般質問をさせていただきます。執行部の皆さんにおかれましては、市民の皆さん

へわかりやすい御答弁、よろしくお願いいたします。 

 質問に入る前に、先日、私の地元、三和中学校文化祭において、中学生より「ふるさとのた

めにできること」というテーマでまちづくりに対して提言いただきました。また、地元、三和

小学校学習発表会においては、５年生からは三和町に提言「誰もが笑顔で暮らせるまちをつく

ろう」というテーマで３つの提言を三和支所の職員並びに同僚議員、そして私に提案をいただ

きました。子供たちは子供たちなりにまちづくりを考えています。身の引き締まる思いでござ

いました。本日は、児童生徒の気持ちも酌み取りながら質問してまいります。 

 さて、私は大きく３つの項目で質問いたします。１番、三和地域のまちづくりの活性化につ

いての取組について、２つ目、児童生徒の教育について、３つ目、児童生徒の定期健康診断、

色覚検査についてです。それでは質問に入ります。 

 大項目の１つ目、三和地域のまちづくりの活性化に向けた取組についてです。 

 指定管理後の広島ふるさと村の現状と課題についてですが、６月議会でも質問させていただ

きましたが、平成27年度に指定管理から市直営となった施設でありましたが、地元の地域の熱

い熱意により、地元住民組織と地元企業みわ３７５が連携し、広島ふるさと村運営推進協議会

が設立され、今年７月１日から指定管理、８月10日オープン、また８月21日には市長、議長様

をお迎えして盛大にセレモニーが行われたことを心より感謝申し上げます。 

 さて、８月以降、広島ふるさと村の利用状況について御質問いたします。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） 広島ふるさと村につきましては、８月の再オープン以来の利用状

況ということで、10月末で宿泊は11件、貸室利用が５件で、利用者数は延べ390人、うち宿泊

者数は310人となっております。この利用の内容は、スポーツ合宿や研修などでございます。 

 （１番 重信好範君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 重信議員。 

            〔１番 重信好範君 登壇〕 

○１番（重信好範君） 短期間であるが人数は増えているようなしています。これは指定管理の地

元の住民のおかげだと感謝しております。８月21日に行われました、みわ元気まつりに北海道

大学の踊りのサークル縁が２泊３日で三和に滞在していただきました。そのリーダーに話を聞

きますと、また三和に来て、この祭りに参加したい、出たい、そして三和に宿泊したいという

御意見も聞きました。 

 ６月議会においては、総務常任委員会をふるさと村で開催していただき、議員の皆さんにも

施設を見学していただき、私自身、講演会等で利用してみて和室のすばらしい施設だと思って

おります。 

 この施設は、先ほど部長が言われていたように、合宿などの宿泊利用に使われていますが、
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施設に隣接してありますテニスコートについては行き届いた整備状況とは言えないと思います。

このテニスコートの整備についてはどうお考えでしょうか、御所見をお願いします。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） この施設の整備につきましては、大規模な改修は現在のところ計

画しておりません。ただ、築20年以上経過している施設でもありますので、修繕についてはし

っかり対応していきたいと思います。テニスコートの状況についても、私も見させていただい

ておりますが、利用ができないという状況ではないんですが、確かに少し老朽化はしておると

いうふうにも捉えております。また、指定管理者と協議の上で優先順位をつけ、修繕の対応、

ほかの建物の中も含めて対応を検討していきたいというふうに考えております。 

 （１番 重信好範君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 重信議員。 

            〔１番 重信好範君 登壇〕 

○１番（重信好範君） テニスコートは、確かにテニスができんわけではないんですけども、ただ

コケが生えて、来てもらう人にはちょっと失礼かなと私は思っております。整備が行き届いて

こそ、利用者の皆さんに満足してもらえるんだと私は思いますし、これから課題となります冬

場を迎えます。今以上に地元住民組織と自治連合会、そして、みわ３７５様が一層連携して、

三和の観光拠点施設になりますよう努力していってほしいと思っております。 

 次の質問に移ります。２つ目、町内の施設の現状と課題について御質問いたします。 

 三和町の住民の方々より、よく耳にします旧山村開発センターについては、現在、休館状態

であり、今後取り壊すと聞いております。その時期と跡地利用についてお伺いします。また、

交通量の多い立地であり、登下校の児童生徒も通る場所で危険であります。休館などの立て札

の掲示をしてはどうでしょうか。同じくきのこ館についても同様にお伺いいたします。 

 （産業環境部長 花本英蔵君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 花本産業環境部長。 

            〔産業環境部長 花本英蔵君 登壇〕 

○産業環境部長（花本英蔵君） 三和山村開発センターは昭和47年の建築でございまして、築44年

が経過しております。近年は施設が老朽化しまして、利用も減少してきましたことから、平成

24年度以降、利用を中止しておりまして、解体する予定でございます。補助金等に係る予算の

執行の適正化に関する法律、いわゆる適化法でございますが、この法の関係がございますので、

今後国と協議する必要がございます。解体後は駐車場としての利用を考えております。 

 なお、議員御提案のとおり、休館している旨の掲示なども行います。 

 きのこ館につきましては、キノコを中心とした展示を行い、都市、農村の交流を促進する拠

点とすることを目的としまして、平成７年に整備しましたが、近年は目的に沿った利用がない

ため、ほぼ利用を休止している状況でございまして、今後地元の皆様と協議してまいります。 
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 （１番 重信好範君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 重信議員。 

            〔１番 重信好範君 登壇〕 

○１番（重信好範君） 適化法は、あと何年でしょうか、お伺いいたします。 

 （産業環境部長 花本英蔵君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 花本産業環境部長。 

            〔産業環境部長 花本英蔵君 登壇〕 

○産業環境部長（花本英蔵君） 三和山村開発センターの法定耐用年数は50年ということでござい

ます。先ほど申しましたように、昭和47年建築で築44年が経過しておりますので、あと６年と

いうことになります。 

 （１番 重信好範君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 重信議員。 

            〔１番 重信好範君 登壇〕 

○１番（重信好範君） あと６年ということで、交通量の多いところでもありますので、支所と連

携していただいて掲示板等の掲示をよろしくお願いいたします。 

 次に、三和総合運動公園、野球場及び陸上競技についてお伺いします。 

 三和総合運動公園の野球場については、ベンチ等の傷みが激しく、市外から大人や子供たち

の利用者がある中、整備が必要ではないかと思います。その計画をお願いします。 

 また、陸上競技場については、既にその役割を終えているように思えます。例えば、グラウ

ンドゴルフ場に転用して利活用することは考えられないか。また、陸上競技場が利用されてい

ないにもかかわらず、道路案内標識では陸上競技場の表記がありますが、改めてはどうでしょ

うか、御所見をお伺いします。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） 三和総合運動公園野球場につきましては、野球大会の分散試合の

会場としての使用やスポーツ少年団の練習の場として活用されています。 

 施設の修繕等の対応につきましては、昨年度はダッグアウトの屋根の改修や内野用の土の購

入を行いました。今年度は水道の漏水修繕、グラウンドへの散水用器具の購入を行っています。

今後も使用される方に御不便をかけないよう、選手ベンチの更新も含めて緊急度の高いものか

ら対応していく考えでございます。 

 陸上競技場につきましては、現在、三次市公共施設等の総合管理計画に基づきまして各施設

別の整備方針を検討していますが、この陸上競技場の現状から、今後、陸上競技場としての活

用は困難な状況であるというふうに把握をしております。しかし、グラウンド面の状態はよい

ことから、今後グラウンドゴルフ等でスポーツやレクリエーションによる健康づくりの場とし

ての活用が図れないかを、住民自治組織や体育協会支部あるいは三和スポーツクラブなどの関
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係団体と検討していきます。 

 また、施設の案内標識の表記につきましては、設置管理を行っているのが広島県北部建設事

務所でございますので、北部建設事務所との協議を行っていきたいと思います。 

 （１番 重信好範君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 重信議員。 

            〔１番 重信好範君 登壇〕 

○１番（重信好範君） 子供たちや、また大人までが野球を楽しんでいる野球場でございます。

「スポーツのまち三次」という名のもと、三和の球場もよそに負けないぐらいの球場でござい

ます。安芸高田市、そして庄原市からもお見えになります。どうか時間をかけてでもベンチな

どをきれいにしていただきたいと思い、次の質問に移ります。 

 次に、３つ目ですが、町内から高校への通学に対して御質問いたします。 

 ６月議会で質問し、９月議会においては同僚議員から一般質問がありましたが、引き続き市

内への高校通学対策についてお伺いします。 

 その後の進展と、その後の進展といいますのも、９月議会で同僚議員に対して「バス事業者

とダイヤの見直しができないかを検討しているところでございます」という答弁をされており

ます。また、11月下旬には、三和中学校ＰＴＡ役員様と地域振興部との間で意見交換会が持た

れたと聞いておりますが、どのような御意見があったのでしょうか、お伺いします。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） 今年度、これまでの議会の一般質問での御答弁でもお答えしてお

りますが、まず本市の高校への通学手段につきまして、これは鉄道や路線バスなど既存の交通

手段を御利用いただくことをお願いしてきたところでございます。三和町からの通学につきま

しては、三次駅までの間を路線バスの敷名線が基本的な通学時間に対応したダイヤ編成で運行

されています。しかしながら、クラブ活動をした際に帰宅する便がないというお話もありまし

たので、バス事業者にダイヤの見直しについて協議を続けております。これは６月以降、３回

協議したほか、電話での状況確認等を続けているところでございます。 

 現在、協議が長引いている理由といたしまして、敷名線は志和地経由と廻神経由の２路線が

ありまして、両方の路線でダイヤの見直しが必要なのか、またどの程度の利用が見込めるのか

を把握する必要があることから、時間を要しているところでございます。今後、三和町におき

まして、地域内生活交通検討会を設置していただくよう、今支所あるいは住民自治組織にお願

いをしておるところでございまして、これで個々の組織により意向調査を行いたいというふう

にも考えております。通学を始めとする移動手段について意向を把握し、利用しやすいダイヤ

の見直し等を進めていきたいと考えます。 

 （１番 重信好範君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 重信議員。 
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            〔１番 重信好範君 登壇〕 

○１番（重信好範君） ２年はかかりましたが、三和中学校ＰＴＡ様との意見交換会が設けられた

ことについては一歩前進、半歩前進だと思っております。既存のバス路線を利用するというこ

とも、私も思いますけども、やはり問題なのは帰りのダイヤの改正だと私も思います。親の願

いは、やはり地元の高校へ入学させたい、また生徒たちもやっぱり地元の三次高校、日彰館高

校、青陵高校へ入学したい思いもあります。いま一度、三和町の親の願いは、帰りのバスの便

のことと、もう一つはこれはぜいたくなお願いかもしれませんが、スクールバスを利用させて

いただきたいという思いもあります。 

 安芸高田市は、このたび２学期から生徒１人当たり4,000円から9,300円に値上げをされまし

た。三和町から甲立駅までのタクシー代金でございます。私も会議を２回ほど傍聴させていた

だきましたが、安芸高田市は安芸高田市なりに存続をかけて、吉田高校、向原高校の存続をか

けて生徒の募集を頑張っておられます。安芸高田市を少しでも見習って、三次市も早急な対応

をしてもらうことはできないでしょうか。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） 先ほど御質問いただいた内容で、先日のＰＴＡとの協議の内容に

ついてもお尋ねがありましたが、これにつきましては先般、三和中学校のＰＴＡの役員の方と

協議をさせていただきました。先ほど冒頭申しましたように、本市としての考え方、要するに

既存の交通システムの御利用をしていただく、その利用していただきやすいようなダイヤ編成

等で御意見をいただき、改善できるところは改善させていただきたいというような説明をさせ

ていただいたんですが、そこの中で公共交通を維持していくということが非常に大事というこ

との説明もさせていただいておりまして、先ほど言った敷名線、２路線につきまして、バス事

業社へ年間約1,700万円を生活交通路線の維持費補助金として支出しているような状況もござ

いますので、ほかの一般の利用も含め通学などの利用でしっかり利用率を上げて、この公共交

通を維持していくことが重要だというふうに考えておるということを説明させていただきまし

た。 

 参加者の方からは、三次市内の高校へ通う専用のスクールバスを運行してほしいという意見

やバスのダイヤ改正や増便の要望のほか、運賃補助についての要望がございました。このＰＴ

Ａとの協議については、また引き続き、先ほどの検討会議の中にもメンバーとして入っていた

だいたり、あるいはＰＴＡの会員の皆様全員にいろいろ協議、御意見を聞かせていただく場を

今後も設定し、よりよい交通システムをつくっていきたいというふうに考えております。 

 安芸高田市との関連で、三次の高校へ通う生徒に対する行政としての支援をということです

が、これにつきましては安芸高田市のほうでいろいろ御努力をされ、地元の高校へ通う生徒の

確保ということもあり、あるいは路線バスの廃止に伴って、この補助制度をスタートされたと

いうような経緯もあると伺っております。 
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 本市については、やはり全体の高校への通学に対する補助制度等については、市全体のこと

として捉えていくという必要があろうかと思います。これにつきましては、平成27年度の学校

要覧のデータですけど、本市市内の３つの高校、生徒の通学方法のうち、保護者送迎等と分類

される生徒が３校合計で173人というデータがございます。例えば、これに月に単価１万円ず

つ補助をするということになると、年額2,000万円程度のものが必要になってくるということ

もございます。こういったように、また補助制度、支援制度という形ではもちろん地元の要望

もしっかり受けとめさせていただきたいと思いますが、やはり市全体のことについてどうして

いくかということが大事になってくると思いますので、現時点では既存の交通システムをしっ

かり利用していただく方法を、まずは考えていきたいというふうに思っております。 

 （１番 重信好範君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 重信議員。 

            〔１番 重信好範君 登壇〕 

○１番（重信好範君） 既存のバスを利用していかなければともわかっておりますけども、今後、

中学生だけではなく在校生はもちろんのこと、今の小学生の保護者、また中学生の保護者にも、

今の現状と将来の明るい展望を探ることが大切なんだと思います。以前、瀬﨑副市長より６月

議会でしたか、三和町だけの問題ではない、三次市全体の問題だということを私もよく理解し

ておるんですけども、やはり保護者は保護者で自分の子供たちのことを考え、三和町のことを

考えておられます。今後も意見交換会の場を設けて、明るい展望が見られることを望んで、次

の質問に移ります。 

 大項目の２つ目、児童生徒の教育について御質問いたします。 

 小学生５年生を対象にした山、海、島の体験活動、３泊４日の成果と課題について御質問い

たします。各小学校での体験場所は異なると思いますが、県内のどこの場所でどのような活動

をされたのか、お伺いします。 

 （教育長 松村智由君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 松村教育長。 

            〔教育長 松村智由君 登壇〕 

○教育長（松村智由君） 現在、小学校５年生を対象として行っております山、海、島について御

質問いただいたところであります。 

 この山、海、島につきましては、体験プロジェクトということで現在、全県展開のプロジェ

クトでございまして、平成25年度からスタートして行っているものでございます。現在、小学

校５年生を対象として３泊４日ということで、長期宿泊の活動を広島県は進めているところで

ございます。 

 行き先ということで、今御質問をいただきました。これは実はそれぞれ学校の規模があった

りいたしますので、行き先はそれぞれ違っておりますけれども、例えば吉舎いこいの森、とみ

しの里へ行かれたり、あるいは江の川カヌー公園さくぎへ行かれたり、あるいは学校規模です

けども、国立三瓶青少年交流の家へ行かれたりということで、それぞれの行き先で工夫しなが
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ら体験をされるということを行っていただいております。 

 （１番 重信好範君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 重信議員。 

            〔１番 重信好範君 登壇〕 

○１番（重信好範君） この体験活動に際しては、保護者への事前、また事後のアンケートをされ

て実施されているのでしょうか。 

 （教育長 松村智由君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 松村教育長。 

            〔教育長 松村智由君 登壇〕 

○教育長（松村智由君） 保護者アンケートということで、今お尋ねいただきましたが、体験活動

の事前、事後には児童の変化を見取るということで、児童、保護者を対象としたアンケートを

実施してやっております。 

 （１番 重信好範君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 重信議員。 

            〔１番 重信好範君 登壇〕 

○１番（重信好範君） アンケートはとっておられるということで、アンケートをとってみて保護

者からの経費面での問題、また児童、または学校からの感想等、どのような感想が出とるんで

しょうか、よろしくお願いします。 

 （教育長 松村智由君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 松村教育長。 

            〔教育長 松村智由君 登壇〕 

○教育長（松村智由君） アンケートの結果でございますが、先ほどお尋ねいただきました経費の

面におきましては、このアンケートで調査した限りにおきましては、特に保護者からの意見は

現在のところ、いただいてはおりません。 

 また、児童あるいは保護者、学校のほうからの感想でございますけども、体験活動について、

児童のほうは「協力することの大切さを学んだ」であるとか、あるいは「自分の成長を感じる

ことができた」ということを事後の感想に書いております。また、保護者の方からは「体験と

通して帰ってきて、家で手伝いをよくするようになった」また「自分で考えて行動するように

なった」など、子供の成長を実感しているという意見を多くお寄せいただいております。学校

の教職員でございますけども、児童がさまざまな活動に対して協力して取り組んでやっていこ

うという姿が学校でも見られるようになっておりまして、これを受けて学校生活もさらに伸ば

していきたいと。児童の姿の変化を日常の教育活動へつないでいこうということを考えており

ます。 

 （１番 重信好範君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 重信議員。 

            〔１番 重信好範君 登壇〕 
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○１番（重信好範君） アンケートをとっていただいて、その後、この事業が来年度以降、今の４

年生、次の新５年生に今年度の反省をもとに、この体験活動が県の事業であるとは思いますけ

ども、活動をさせていただく計画はあるのでしょうか。もしないとすれば、市独自に名称を変

えて、「山、川、自然の体験学習」として銘打って、三次市の魅力、作木にはカヌー公園、上

田町にはほしはら山、君田町には温泉、吉舎のとみしの里、甲奴町のやすらぎ荘、そして三和

のふるさと村、大土山といった三和市の宝がたくさんあります。体験する場所は三次にもたく

さんあります。それとあわせて御所見をお伺いします。 

 （教育長 松村智由君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 松村教育長。 

            〔教育長 松村智由君 登壇〕 

○教育長（松村智由君） 来年度以降の予定ということで、今お尋ねいただきました。 

 議員も御承知のとおり、この山、海、島体験活動全県の展開プロジェクトにつきましては、

先ほど申し上げましたように、全県で実施をしているところでありますが、県の教育委員会と

いたしましては、これが今年度 後の年度ということで、県教育委員会からの補助というのが

次年度は見込みがございません。しかしながら、この事業が非常にやっぱり子供たちにとって

も有意義なものであったということで、市のほうも考えております。県としての事業は今年度

で終わりになりますけれども、来年度以降の実施については、これまでの体験活動の成果とか、

あるいは課題を踏まえ、先ほどおっしゃっていただいたように、三次市内の施設等を活用して

どうにか実施することができないかなということで、現在検討をしているところでございます。

この体験活動が子供たちに三次のよさをまた感じさせるものとなればと思い、ふるさとを愛し、

誇りと愛着を持って成長する１つのきっかけとならないかということでの視点でも検討を進め

ていきたいと考えております。 

 （１番 重信好範君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 重信議員。 

            〔１番 重信好範君 登壇〕 

○１番（重信好範君） 兄弟によっては、兄弟間でその体験学習に行った、行かなかったという思

い出にもなると思います。ぜひとも子供たちの夢を裏切らないようにして検討していただきた

いと思っております。 

 次の質問に移ります。 

 午前中の同僚議員からの質問がありましたが、三次市ＰＴＡ連合会でも課題にしています問

題でございますが、児童生徒の携帯電話、またスマートフォンをめぐる指導及び問題点につい

て、３つほど御質問いたします。 

 近年、携帯電話やスマートフォンによる全国各地でいじめや、ＬＩＮＥを返信しないからと

いって仲間外れといった生徒間同士のトラブルになる報道をよく耳にします。携帯電話やスマ

ートフォンの使い方次第では、大きなトラブルと考えております。教育委員会としての学校と

家庭との取組状況について御所見をお願いいたします。 
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 （教育長 松村智由君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 松村教育長。 

            〔教育長 松村智由君 登壇〕 

○教育長（松村智由君） 今、スマートフォンにかかわって学校、家庭の取組ということで御質問

いただきました。 

 小・中学生のスマートフォン等の取り扱いにつきましては、これまでも文部科学省であった

り、広島県教育委員会、県ＰＴＡ連合会、さらにはこの三次市教育委員会からも携帯電話等の

問題から子供を守っていこうということで、その必要性を知らせたり、家庭で記入できるパン

フレットの配布ということも行ってきたところであります。 

 現在、各学校では日常的な指導だけでなくて、三次市にあります警察署の少年育成官等を講

師に招いて、犯罪防止教室も行っております。この犯罪防止教室についてでございますけども、

警察から御指導いただいておりますのは、中学校区12校ございますが、100％これの指導をい

ただいております。 

 また、各学校における安全な使い方ということに関しましても、小学校、中学校それぞれ学

校での指導は全ての学校で行っているということでございます。引き続きＰＴＡ対象の講演会

を開催し、インターネットやスマートフォンの危険性や正しい使い方ということも、各学校に

おいても行っていただけるよう教育委員会からも依頼を続けてまいりたいと思います。 

 （１番 重信好範君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 重信議員。 

            〔１番 重信好範君 登壇〕 

○１番（重信好範君） 携帯電話を持つこと自体が悪いというのではなく、使い方や内容が問題と

なります。学校での指導だけではなく、家庭との連携とルールを大切にしてほしいと思います。 

 そして、２つ目の質問です。 

 県教委がつくっているパンフレット、「ＳＴＯＰ９」（ストップナイン）の裏面には、携帯

電話、スマートフォンの使用時間が長い児童生徒ほど、全教科の平均正答率が低くなるという

関連性も出ております。使用時間と学力との関係について御所見をお伺いします。 

 （教育長 松村智由君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 松村教育長。 

            〔教育長 松村智由君 登壇〕 

○教育長（松村智由君） 今、議員のほうから御紹介いただきました９時以降の使用を控えるよう

にということでの、これが県のほうから出されているものでございますけれども、「ＳＴＯＰ

９」というものの裏で学力等の関係について若干触れてございました。これは文部科学省が実

施しているものを参考につくってございますが、全国学力・学習状況調査の結果分析というこ

とで、携帯電話、スマートフォンの１日当たりの使用時間が長い児童生徒のほうが全ての教科

で平均正答率が低いということが示されていたと思います。この分析からも携帯電話、スマー

トフォンの使用時間と学力は一定の関係性があるというふうに教育委員会でも捉えているとこ
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ろでございます。 

 （１番 重信好範君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 重信議員。 

            〔１番 重信好範君 登壇〕 

○１番（重信好範君） スクリーンをお願いいたします。 

 これは県教委さんのほうから市Ｐ連のほうへいただいたチラシでございます。その裏に、今

日は私は用意してこなかったんですけども、実際には正答率、こちらの全使用時間と学力の関

係性が出ております。家庭でも学校でも、関係性についてもっと関心を持っていただきたいな

と思います。 

 それじゃ、３つ目の質問に移ります。 

 市ＰＴＡ連合会との連携についてですが、以前、教育長より提示されました午後９時以降、

携帯電話やスマートフォンを使用しない取り決めを徹底してほしいという指摘をいただきまし

た。いま一度、そのチラシを配布していただき、保護者への啓発を促していただきたく、教育

委員会の御所見をお願いいたします。 

 （教育長 松村智由君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 松村教育長。 

            〔教育長 松村智由君 登壇〕 

○教育長（松村智由君） 議員のほうから御紹介いただいております「ＳＴＯＰ９」のものでござ

いますけども、これを再び各学校のほうへ配布してということで御意見を頂戴いたしました。

また、県のほうへこれがあるのであれば、また私のほうからも依頼をして取り寄せたいと思い

ますが、現在、実は甲奴中学校のＰＴＡ連合会のほうでは、中学校、小学校を合わせてＰＴＡ

連合会として、このチラシを使っていただいて「ＳＴＯＰ９」の取組ということで広報をいた

だいているところでもあります。また、お聞かせいただいているのは、各学校でも同様に配布

されて取組をいただいております。また重ねてということであれば、今おっしゃっていただい

たような取組もあろうかと思います。布野中学校におきましても、学校からの便りのほうへこ

のチラシをまたあわせて載せながら守っていこうということで繰り返しの指導をいただいてお

ります。本市として、今後県からまた保護者向けの啓発資料をこれ以外にもたくさん出てまい

ると思いますので、あわせてＰＴＡのほうへも御協力を依頼しながら取り組んでまいりたいと

思います。 

 （１番 重信好範君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 重信議員。 

            〔１番 重信好範君 登壇〕 

○１番（重信好範君） 市ＰＴＡ連合会からも児童生徒、保護者への周知、啓発を今後も三次市連

合会としても資料を提示して取り組んでまいります。そして、教育委員会さんとも連携して、

今後ともいい関係でありたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、大項目３つ目の質問に入ります。 
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 児童生徒の定期健康診断（色覚検査）について御質問いたします。 

 学校での色覚検査の歴史でございますが、昭和33年学校保健法制定、毎年１回色神検査、昭

和48年就学時健康診断より削除、しかし小学校１年生、４年生、中学校１年生、高校１年生に

定期健康診断のみ検査、平成７年小学校４年生のみ定期健康診断、そして平成15年定期健康診

断から削除、平成28年本年度から希望者のみの診断となっております。 

 大きい項目の１つ目ですが、定期健康診断の必須項目から除外されているわけをお伺いしま

す。 

 （教育次長 中宗久之君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 中宗教育次長。 

            〔教育次長 中宗久之君 登壇〕 

○教育次長（中宗久之君） これまで色覚検査は対象学年の縮小、そして定期健康診断の必須項目

から削除という経緯をたどっております。これは色覚の特性は数年で変わるものではないとい

うこと、また色覚の特性を持つ大半の子供が学校生活を支障なく送れることが明らかになって

きたことによるというふうに考えます。これまで文部科学省として色覚の特性を有する児童生

徒への配慮を指導してきたことから、定期健康診断の必須項目から削除されているものと認識

をしております。 

 （１番 重信好範君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 重信議員。 

            〔１番 重信好範君 登壇〕 

○１番（重信好範君） 私が調べたところによりますと、色覚検査がなくなったのは、色覚検査が

過去に大勢の児童生徒の前で無配慮に行われてきたことで、色覚異常を有する児童生徒に差別

扱いの言動、行動、対応が見られたこと。その検査結果が教育の場に反映されていなかったこ

とだと私も思います。平成14年の文部科学省の通達によりますと、今後も学校医による健康診

断において、色覚に不安を覚える児童生徒及び保護者に対し、事前の同意を得て個別に検査、

指導を行うなど、必要に応じて適切な対応ができる体制を整えることという指示が出ておりま

すが、この意見に対してはどんなか、御所見をお伺いします。 

 （教育次長 中宗久之君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 中宗教育次長。 

            〔教育次長 中宗久之君 登壇〕 

○教育次長（中宗久之君） 先ほど議員が申されました、平成14年３月29日、文部科学省スポー

ツ・青年局長から、色覚の検査を必須から削除した旨の学校保健法施行規則の一部改正等の通

知がございましたが、あわせて先ほどありましたように、色覚の検査の必須項目からの削除に

伴う留意事項の通知も行われております。これによりますと、色覚に不安を覚える児童生徒及

び保護者に対し、事前の同意を得て個別に検査、指導を行うなど、必要に応じ適切な対応がで

きる体制を整えることとあります。したがって、各小・中学校においては定期健康診断の中で

ということではございませんけども、いつでも色覚検査が実施できるよう検査表を整えるなど
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の準備態勢を整え、必要に応じては保護者の同意を得て実施をしてまいっております。 

 （１番 重信好範君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 重信議員。 

            〔１番 重信好範君 登壇〕 

○１番（重信好範君） 過去には、やっぱり学校では色覚検査に対して関心が薄れ、児童生徒に配

慮が欠けたんだと思います。残念なことに、平成６年生まれ以降の児童は、色覚検査を受ける

ことなく進学や就職を迎え、さまざまな障害を迎えたんだと私は認識しております。今年から

希望者のみというのも、確かにうれしいことではございますが、義務教育でありますので、希

望者だけではなく全員に受けさせるべきと思いますが、御所見をお願いします。 

 （教育長 松村智由君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 松村教育長。 

            〔教育長 松村智由君 登壇〕 

○教育長（松村智由君） 今、議員のほうからもございましたが、色覚検査を受けない児童がいた

ということで、そういう不幸な状況があったということでございました。したがいまして、平

成26年４月に出された文部科学省の通知でございますけれども、この中にも児童生徒自身が色

覚の特性を知らないまま不利益を受けることがないよう、保健調査に色覚に関する項目を新た

に追加するなど、より積極的に保護者等への周知を図る必要があるというふうな通知も当時出

されております。これを踏まえまして、本年度、本市においては実施するという方向での形を

とっておりますけども、先ほども議員がおっしゃってくださいました無配慮なままという状況

が当時あって、これがそういう変遷があったとするならば、今さらに気をつけていかないとい

けないのは、保護者の同意を得てというところであろうかと思います。本市において、今年度

から実施していくに当たりましては、今申し上げました保護者の同意を得て色覚検査を実施す

るというところをしっかりと各学校のほうへも指導する中で、子供たちにそういう不利益がな

いようにしていきたいというふうに考えて行っていこうとしているものでございます。 

 （１番 重信好範君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 重信議員。 

            〔１番 重信好範君 登壇〕 

○１番（重信好範君） ３つ目ですが、教育委員会または養護部会でも、やっぱり専門家は養護の

先生ですが、養護の先生とも連携して色覚の検査は議論していただきたいと思います。ここは

御所見は要りませんので、次の質問に移ります。 

 日本眼科医会と文部省の考え方の違いなんですが、日本眼科医は児童生徒、自己の色覚を正

しく認識することは、職業選択、色覚誤認による事故防止の観点から重要な色覚検査は必要だ

と言っています。問題なのは文部科学省だと思います。日本眼科医は全員の生徒、児童に受け

させなさいと言っております。その御所見はどうでしょうか。 

 （教育次長 中宗久之君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 中宗教育次長。 



 

－217－ 

            〔教育次長 中宗久之君 登壇〕 

○教育次長（中宗久之君） 色覚検査につきましては、日本眼科医会と文部科学省それぞれの専門

的な見地、立場からの考えがそれぞれあると思いますので、ここで私のほうがコメントするの

は難しいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 （１番 重信好範君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 重信議員。 

            〔１番 重信好範君 登壇〕 

○１番（重信好範君） 日本眼科医と文科省の考え方は違うんですけども、まあ、主役は児童生徒

でございます。 

 先日、私のところへ１通の手紙が届きました。個人名は伏せさせていただきますが、その御

家族、また本人からの了解も得ておりますので、手紙を朗読させていただきます。 

 私の幼いころからの夢は警察官になることでした。小学生のときから大学まで15年間野球を

続けてきました。正直、何度も野球はやめたい、野球から逃げたいという思いもありました。

しかし、ここでやめたら、将来、警察官になってもつらく苦しいという理由でやめたり、挫折

してしまうくせがつくと思い、どんなに苦しくてもつらくても理不尽なことからも逃げない、

負けない精神力や体力を身につけ、警察官として通用する人間になることを考え、野球を続け

てきました。大学４年生のとき県警の採用試験を受験し、１次の教養試験を通過しました。野

球をやりながら勉強して通過できたこともあって、うれしさは格別でした。２次試験の体力と

身体検査は、私なりに今まで野球で培った体力には誰にも負けない自信がありましたので、２

次試験の通過も安泰の思いでした。しかし、２次試験の体力試験を終えた後、身体検査の色覚

で不採用になってしまいました。身体検査で身長や体重、視力や聴力という検査は小学生や中

学生のときに学校で実施していましたので認知はしていました。しかし、色覚検査というのは

今まで検査もしていなければ、その名前すら聞いたこともありませんでした。この警察官の採

用試験で、私が警察官には不適合者である色覚異常者ということを初めて知らされました。私

は車の免許を取得していますし、私生活も何の支障もないので色覚異常者という事実をなかな

か受け入れることができませんでした。また、幼いころからの警察官になる夢も諦めることが

できず、他の都道府県の警察官の採用試験を何カ所も受験しましたが、全て色覚検査でひっか

かり不採用となってしまいました。よって、私は警察官になることのできない体だという事実

を受けとめて、幼いころからの夢を諦めることにしました。幾ら悔やんでも取り返しのつかな

いことですが、身長や体重、視力や聴力検査と同様に小学生や中学生のときでも学校を通じて

色覚検査をしてもらえれば、早い段階から色覚異常者という事実を受け入れ、警察官以外の将

来の選択肢も広がったと思います。大学４年生になって就職試験で色覚異常者と知らされても

遅いのです。私と同様に警察官に憧れる子供たちは必ずいます。その中には、自分が色覚異常

者と知らず警察官をめざしている子供たちもいると思います。色覚検査がなかったことによっ

てつらい思いをした私だからこそ思うことは、まず学校として子供たちに夢を抱かせる前に、

進路を決めさせる前に、児童や生徒全員に色覚検査の徹底をすべきではないかと考えます。 
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 このように、初め読んだときはつらい思いを私もしました。この手紙並びに提言を聞かれ、

教育委員会の御所見をお伺いします。 

 （教育長 松村智由君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 松村教育長。 

            〔教育長 松村智由君 登壇〕 

○教育長（松村智由君） 今、御朗読いただいた内容については、教育委員会としてもしっかりと

受けとめていかせていただこうと思います。 

 児童生徒が将来就職や進学をする上でも、色覚を含め自分の特性を早い時期に知っておくと

いうことは大切なことであろうかと思います。先ほども述べましたが、児童生徒自身の色覚の

特性を知らないまま不利益が受けることがないように、保健調査に色覚に関する項目を新たに

追加するなど、より積極的に保護者等への周知を図る必要があるとされております。これは平

成26年４月に出された通知でも、そういうふうに書いてございます。本市といたしましても、

全児童生徒が色覚検査を受けることができるよう、この検査の必要性あるいは、その情報を正

しく伝えながら、保護者に理解をしていただき、保護者の同意を得て実施していけるよう取組

を進めていきたいと思います。 

 （１番 重信好範君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 重信議員。 

            〔１番 重信好範君 登壇〕 

○１番（重信好範君） 日本では、男性20人に１人、女性500人に１人が色覚異常者と言われてい

ます。色覚検査が行われなかったことによって、進学、就職時期にさまざまなトラブルが発生

しておると聞いております。今後、学校で検査方法に配慮した上で、また児童生徒全員に色覚

検査を受けることを望みたいと思います。 

 私は今回、大きな項目で三和のこと、そして児童のことをお伺いいたしました。今後も情熱、

誠実、行動力で常に現場主義を貫き、市民の皆さんの熱い思いを市政に届けてまいります。御

清聴ありがとうございました。 

○議長（亀井源吉君） 順次質問を許します。 

 （９番 山村惠美子君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 山村議員。 

            〔９番 山村惠美子君 登壇〕 

○９番（山村惠美子君） 清友会の山村惠美子でございます。12月定例会 終日となりまして、

後から２番目になりますが、もうしばらくお時間をいただきましてよろしくお願いいたします。

議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして、質問を進めさせていただきます。 

 今回大きく４項目について質問させていただきます。合併から数年が経過いたしまして、や

はり行政の縮小とともに市民がまちづくりに関して非常に参画していくシーンが多くなったと。

それに伴いまして、やはり行政と市民との協働のまちづくりというところに関しましては、非

常に双方努力はしているものの、足並みをそろえて一緒の思いを持ってというところも、なか
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なか難しい点もあるというところを感じております。そこで、今回は４つのテーマを選びまし

たんですが、全てに通じますのは、やはり市民が地域づくりのために頑張っていく上で、しっ

かりと行政のほうにも御理解をいただきたい。また、行政のほうにもしっかりとした方向性を

持って市民とともに歩んでいただきたいという思いから質問をさせていただきたいと思います。 

 それでは、質問の第１でございます。ひろしまさとやま未来博2017についてお伺いいたしま

す。 

 ひろしまさとやま未来博2017は、広島県内の中山間地域の豊かな地域資源を活用して、里山

や里海の魅力を100年先の未来へつなげる地域づくりを一体的に実施するイベントですけれど

も、中山間地域を有する19の市町が協力、連携してプロジェクトを展開していくと聞いており

ます。広島県の施策ではありますけれども、三次市としましても、しっかり主体性を持って取

り組んでいかなくてはならない事業だと思っております。数カ月の打ち上げ花火で終わること

なく、継続して中山間地域の活性化が望める事業が進められていることを期待しますけれども、

三次市として、さとやま未来博にかける意気込みと期待されるところを、まずは地域のリーダ

ーでございます増田市長に御所見を伺いたいと思います。 

 （市長 増田和俊君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 増田市長。 

            〔市長 増田和俊君 登壇〕 

○市長（増田和俊君） 私のほうで御指名をいただきましたが、答弁については瀬﨑副市長に答弁

させるように決めておりますので、そのようにさせてもらいたいと思います。 

 まずは私のほうから、これまでさとやま未来博という限定でなしに、しまなみという瀬戸内

に、いろいろな観光を含めて力を重点的に広島県としても進めてこられたわけでありますが、

いよいよ中国やまなみ街道開通後の１つの「やまなみ」ということに力を入れていこうという

広島県の姿勢については、大変に私は歓迎しますし、三次市としても独自財源を含めて積極的

に展開していこうということについては、冒頭に私のほうから御答弁させていただいて、さら

に詳しく副市長のほうから答弁させていただこうと思います。 

 （副市長 瀬﨑智之君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 瀬﨑副市長。 

            〔副市長 瀬﨑智之君 登壇〕 

○副市長（瀬﨑智之君） 過去２回の実行委員会におきまして、公務と重複いたしました市長にか

わりまして、私のほうが出てまいりました経験も踏まえまして御答弁をさせていただきたいと

いうふうに思っております。 

 議員おっしゃいましたとおり、ひろしまさとやま未来博2017は、広島県を中心に中山間地域

を有する県内の19市町と、それから経済団体を始めとする民間団体が参画した実行委員会が実

施主体となりまして、来年の３月から11月までの期間において行われます、主にはリレー型の

イベントプロジェクトというふうなものでございます。その中で、主には地域づくりに取り組

む多様な民間活動等を後押しするプロジェクト、それからそういった団体が中心となりまして、
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中山間地域へ共感、それから誘客、その促進のためのプロジェクトとで構成されておるという

ふうなものでございます。 

 本市はこれまでも、がんばる地域支援事業を始めとした、さまざまな補助事業等を通じまし

て、まちづくりに取り組むさまざまな主体を支援してきたというふうなつもりでございます。

そういった中で、さとやま未来博は準備期間である今年と来年度の２カ年間と、短期的な取組

というふうなところではございますが、外部の著名な専門家による講座でありますとか、それ

から多種の誘客の取組というふうなものが行われますので、まちづくりに取り組む方々の躍進

の機会として活用していただければと考えております。会議の中でも湯崎知事のほうからも、

今回の趣旨は１番が人材育成であるというふうなところを伺っておるところでございます。本

市といたしましても、担当課は積極的に説明会や市民講座の案内等をいたして、後方支援も行

っているところでございまして、住民の講座の中につきましては、県内でもトップグループの

参加者があったというふうに伺っておるところでございます。 

 また、誘客の部分についてでございますが、その一連のイベントの先頭を切りますオープニ

ングイベントを、来年３月に本市の市民ホールきりりにおいて開催されるというふうなことが

先日の実行委員会において決定されたところでございます。詳細が決定されましたら、また御

案内をさせていただくところでございますが、さとやま未来博が本市への持続的な誘客の機会

となるよう、本市としても適切に対応してまいる所存でございます。 

 （９番 山村惠美子君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 山村議員。 

            〔９番 山村惠美子君 登壇〕 

○９番（山村惠美子君） 今、瀬﨑副市長のほうから実行委員会での進捗状況をお話ししていただ

きましたけれども、開催が2017年３月にもう迫ってきておりまして、こちらのほうで行政とし

て今お話にもありました、きりりでのイベントのほか、既に実施が決定した事業が何点かある

のかとも思いますけれども、そちらのほうも含めて進捗状況を伺いますし、それからまた三次

市でそのほかの、きりりでのイベント以外に決定したものがあったら、お知らせいただきたい

と思います。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） ひろしまさとやま未来博2017は、来年３月25日の三次市民ホール

きりりでのオープニングを皮切りに11月まで開催されますが、その期間中、他のイベントとい

たしましては、サイクリング版オリエンテーション、さとやまソーシャルライドが県内中山間

地域で開催され、本市においても市内広範囲にチェックポイントを設定することとしています。 

 また、９月には、さとやま未来展を神石高原町で、さとやまスマイルランというランニング

イベントを安芸太田町で、11月のクロージングイベントとしてさとやま隣人祭を広島市で開催

する予定です。また、県内全域で地域の皆さんが企画、主催する地域の未来づくりへの活動や
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イベント、ココロザシ応援プロジェクトとして支援し、現在その住民講座が開催されていると

ころでございます。本市におきましても、この住民講座を６回開催するということで、現在ま

で既に３回開催し、住民の企画等について支援をさせていただいているところでございます。 

 （９番 山村惠美子君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 山村議員。 

            〔９番 山村惠美子君 登壇〕 

○９番（山村惠美子君） 既にココロザシ応援プロジェクトの説明もいただきましたけれども、や

はり市民が参加してのこちらのイベントということもございまして、今ココロザシ応援プロジ

ェクト、市民が企画して参加する取組への勉強会というのも、また明日、第４回目がまちづく

りセンターのほうで開催されます。そういうところもしっかりと支援していただいているわけ

なんですけれども、先ほども独自財源での応援もしますよという市長のお話もありましたけれ

ども、三次市として、またそちらのココロザシ応援プロジェクトのほうも市内の中で展開され

る場合には、応援していただけるところがあるのかというところもお伺いしたいと思います。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） ココロザシ応援プロジェクトにかかわらず、このさとやま未来博

の実施については、本市のほうも負担金を28年度は317万5,000円、あるいは29年度は254万

1,000円で支出する予定でおりまして、先ほど申しましたように、ココロザシ応援プロジェク

トにつきましては、住民講座の開催など本市のほうで開催するものについては積極的に担当の

地域振興課のほうでかかわりを持ち、主体的に参画することとしております。 

 また、これに応援の体制については、全体の中でココロザシ応援プロジェクトというのは補

助金を交付できるというものでございまして、来年度に向けて、その実施についてはより企画

の内容を詰めていくというものもしっかり支援をさせていただきたいというふうに考えており

ます。 

 （９番 山村惠美子君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 山村議員。 

            〔９番 山村惠美子君 登壇〕 

○９番（山村惠美子君） ココロザシ応援プロジェクトですけれども、既にもう１期、２期の参加

における申請制度がございまして、そちらのほうが終了しているということで、採用決定がな

されていると思うんですけれども、現時点で県全体の応募された数、それから三次市での応募

件数が発表されておりましたら、そちらのほうの数値も教えていただきたいと思います。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） ココロザシ応援プロジェクトは、現在10月末の第２期まで募集が
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終わっていますが、県全体で204団体がエントリーされ、163団体が採択されています。本市に

おいては、10団体がエントリーされ、全ての団体が採択されております。その主な内容につい

ては、６次産業化と都市の交流イベントとか、地域のＰＲ動画の作成、配信、古い町並みを案

内人と一緒に歩くイベントや、森林保護の観点で食べる、学ぶ、つくる楽しみを体験するイベ

ントなど、さまざまなプロジェクトがあります。 

 なお、このプロジェクトの応募は、来年２月末まで行われまして、これから応募されるもの

につきましても、順次審査、採択がされることになっております。 

 （９番 山村惠美子君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 山村議員。 

            〔９番 山村惠美子君 登壇〕 

○９番（山村惠美子君） 既に三次市においても10団体が申請、採用されたということでございま

すけれども、本市で行政が取り組まれる内容と、この10団体、それからまた２月までですから

もっと増えてくる可能性がありますけれども、そういう団体とかグループの方が、例えば同じ

イベントなり、事業なりを立ち上げる可能性もあるわけですよね。あるいは、一部は市の事業

と重なるところがあるというような場合に、それぞれが独自のイベントとして行うのではなく

て、その双方、市民側と行政側との協働での開催というようなイベントはどうなんでしょうか、

考えておられますでしょうか。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） この中でさとやま未来博の中では、既存のイベントに対するＰＲ

等の支援というメニューもございまして、本市で開催される、きんさい祭を始めとする既存の

イベントも、このさとやま未来博の構成イベントとして登録し、ＰＲなど相乗効果により中山

間地域への集客促進が図られるということになっております。 

 また、ココロザシ応援プロジェクトのさまざまな活動とともに、それぞれの地域性や特色を

生かしながら、既存の構成イベントについても取組を進めていただきたいと考えております。 

 ココロザシ応援プロジェクトの内容については、県に直接申請していただくということなの

で、詳しい内容について本市でも十分な把握ができていないところもあるんですが、概要とい

うことでの把握なんですけど、複数既存のイベント等の共催を既にそういう形で企画されてい

るというもので採択されたものは、そういった部分をしっかり補助の対象になろうかと思いま

すし、あるいは今後そういったものを考えられるということであれば、また住民講座のほうと

かも参加していただき、いろいろアドバイスをさせていただく機会もあろうかと思いますし、

直接お問い合わせをいただければ、いろいろそういった部分の内容についても、企画について

御相談を受けさせていただきたいというふうにも考えております。 

 （９番 山村惠美子君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 山村議員。 
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            〔９番 山村惠美子君 登壇〕 

○９番（山村惠美子君） やはり10、それ以上に市民のそういう参画があるとすれば、力的にも分

散してしまうというところも、また危険性としてはあると思うんですね。そういうところで同

じような内容であったり、今おっしゃいましたような既存のイベントをもっともっと規模を大

きくするとか、そういうところでしっかりとまた協働での開催が可能であれば、また県のほう

ともしっかりと情報の交換をしていただいて、ぜひとも進めていっていただきたいと思います。 

 それでは、質問の第２に移りまして、地域包括ケアシステムについて伺います。 

 先ほど、午前中にも要介護について、地域での見守りなどに関します質問もありましたけれ

ども、やはり私たち市民といたしましては、制度が変わっていくとともに、地域での支える力

というものが必要になってくるとうたわれておりますので、その辺のところがどうも見えてこ

ない。特に要支援１・２の人への地域ボランティアの活動を呼びかけられておりますけども、

今でもサロンの経営などが挙げられておりますけれども、まだまだ具体的にどう取り組んでい

くのかが、市民のほうでよく理解されていないというところがあります。 

 介護予防や生活支援のボランティアですから、現状のような、例えば１カ月に１回とか２回

のサロンのみでは、やはり介護予防にもならない、支援にもならないというところもあるかと

思います。歩いていける範囲の地域集会所などで、数多いサロンなどの利用も提案されており

ますけれども、そういう施設もやはり高齢者の居場所として良好なところばかりではないとい

うこともあります。 

 また、これは話は別になりますけど、広島市のほうでは、そのボランティアに対して有償で

活動していただくというようなことも新聞に掲載されておりました。今申しましたように、非

情に具体的なところになりますと、さまざまな運営に関することで、やはり市民の中では多少

の混乱が起きていると。そういうところで具体的な方向性とか計画を持って、市のほうがぜひ

とも望んでいただきたいと思いますけれども、そういうところの計画は進んでおりますでしょ

うか、お伺いいたします。 

 （福祉保健部長 日野宗昭君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 日野福祉保健部長。 

            〔福祉保健部長 日野宗昭君 登壇〕 

○福祉保健部長（日野宗昭君） 地域包括ケアシステムにかかわりまして、新しく介護制度が変わ

ってくるということの前提の中で、住民主体のボランティアという御質問でございます。 

 まず、制度の移行について少し御説明をさせていただきます。 

 まず、要支援者の介護サービスのうち、現在は訪問介護と通所介護、いわゆる給付でござい

ますけども、予防給付の関係が市町の地域支援事業へ移行するということでございます。本市

におきましては、来年度、平成29年度から移行ということになろうかと思います。このポイン

トになりますのは、現在の訪問介護あるいは予防介護と同じ内容のサービスを引き続き実施す

るというところが１つはポイントでございます。今回の移行に伴って、現在の訪問介護、ある

いは通所介護と同じサービスをしなければならないということが制度上条件でございます。そ
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の上に各市町の判断において、さらにボランティア等の住民主体のサービスを実施するという

ことが制度上可能になったということでございます。 

 本市におきましては、地域包括ケアの構築ということに向けまして、医療あるいは介護の専

門職だけでなく、可能な部分は住民主体で支えていくということで、これは生活支援のサービ

スということになりますけども、議員おっしゃいますように、有償のボランティアのサービス

といったことも含めて検討しておるということでございます。現在、検討段階ということでご

ざいますが、まず前提となりますのはボランティアのグループ、つまり基盤となるボランティ

アの人数が実は減少してきておるという実態がございます。それぞれ地域のボランティアグル

ープ、サロン等も含めて、あるいは市の社協のほうで取り組んでおられるボランティアといっ

たグループがございますけども、それが少なくなってきていると。そういったところの現状を

まずどのように取り組んでいくかということで、市の社会福祉協議会と市のほうで連携をして、

具体的には生活支援サポーター養成講座といったものを今年度は具体的に実施しながら、まず

はそのサポーターの人数を増やしていく取組を現在は進めておるといった状況でございます。 

 （９番 山村惠美子君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 山村議員。 

            〔９番 山村惠美子君 登壇〕 

○９番（山村惠美子君） やはりスタートから、市民によるボランティアの部分で人的配置がなか

なかかなわないというところで、サポーターの養成講座とか開催されているということですけ

ども、やはりこの先、そういう講座なり何なり、養成をしていただこうとしても、ボランティ

アになるほうの市民というのはどんどん減少していくかと思います。 

 そういう中で、非常に重要になってくるんですけれども、６月定例会で宍戸議員の一般質問

によってお答えされた中で、地域ケア会議の設置を12カ所以上で予定されていること。この地

域ケア会議が設置されれば、やはり地域のそれぞれのケアが必要な人へ対しての人的配置とか、

あるいは方向性とかをしっかりと協議できるというものでございますけれども、こちらのほう

が12カ所以上予定されているとは言いましても、平成26年度では十日市の１カ所、27年度では

布野、三和、吉舎の３カ所、計４カ所が今設置ということでございます。まだまだ12カ所以上

にはとても及ばない段階ですけれども、既に地域包括ケアは進みだしているわけでして、やは

り核となる、そういうケア会議が早急に設置されないことには、なかなかやっぱり地域での取

組が目に見えるものにはならないんではないかと思います。その設置状況について、今の状況

と、それから早急な設置が必要かと思いますけども、その辺のところはどのように進んでおら

れるか伺います。 

 （福祉保健部長 日野宗昭君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 日野福祉保健部長。 

            〔福祉保健部長 日野宗昭君 登壇〕 

○福祉保健部長（日野宗昭君） 地域包括ケアのシステムを構築するに当たりまして、具体的には

中学校区をエリアとして、12地区に地域ケア会議を設立していこうということです。これにつ
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いては目標年度がございます。市の総合計画でいいますと、平成37年までにこの12地区を立ち

上げていくということでございます。現在のところは、計画からいきますとまずます順調にい

っておると思っています。この地域ケア会議というのは、いわゆる組織を立ち上げればうまく

進むかといいますと、組織を立ち上げるところまでの作業が実は一番大変でございまして、あ

る程度組織が立ち上がると、地域の合意を得た形で進んでいくということになるわけでござい

ます。 

 結果から申し上げますと、平成26年５月に三次地区医師会、それから市の社会福祉協議会、

それから地域包括支援センターのみよし、それから市行政の４団体で連絡会議というのを立ち

上げて、ほぼ毎月会議を行ってきておると。それに合わせて、まず地域ケア会議、地域包括ケ

アとは何ぞやということについて、まず御理解いただく必要があるだろうということで、今お

っしゃいましたように、ケア会議の開設に向けて講演会を行ったわけでございます。平成26年

度で５カ所、27年度で５カ所ということで、この２年間で10会場、トタールで約1,500名の御

参加もいただいておりるということです。 

 今年度については君田、それから甲奴、先般は川西地域ということで、現在のところ13会場

で行っておるわけです。その中で、地元のかかりつけ医の先生に講師をしていただいて、地域

包括ケアで地域の方が何を取り組むかということについて、まず講演会で招致もしていただき

ながら、それを聞いていただいたところから順次、地域ケア会議を立ち上げるといった状況で

ございます。 

 今おっしゃいましたように、26年が十日市、それからあと三和、吉舎、布野ということで、

それぞれ北部エリア、中部、南部という形で立ち上げていっております。今後も順次、引き続

き立ち上げのほうを努力してまいりたいというふうに考えております。 

 （９番 山村惠美子君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 山村議員。 

            〔９番 山村惠美子君 登壇〕 

○９番（山村惠美子君） 立ち上げまでの準備段階が非常に必要ということで、37年はまだまだ先

の話ですけれども、それまでには全地域での12カ所以上での立ち上げということを計画されて

おるということですけども、今、部長がお話しになりましたように、各地域での講演会は甲奴

町会場でも実施されましたけれども、やはり地域のお医者様が地域の実情に合わせて、高齢者

の方はこういうことを前向きに取り組みましょうねといってお話ししてくださった。非常に関

心が高くて、200人ぐらいの方がその講演会を聞きに来てくださったと。そういう中で、今の

医療のあり方ですとか、地域包括ケアの進め方というものを丁寧にお話ししてくださったので、

地域にも随分浸透して、それからまた高齢者の方たちがやっぱり元気で過ごしていくための自

分の努力というところでは、非常にヒントはたくさんもらわれたようで、甲奴町においてもそ

の講演会終了後にシルバーフェスティバルなるものを、２年に１回しようかどうしようかを足

踏みされておりました。非常に前向きになられまして、ともかく元気で出ていかにゃいけんと

いうことで、高齢者の方たちが１日をかけてそういうイベントも進められたということがござ
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います。そういう地道な取組といいますか、地域における理解を求めるということで、この会

議の立ち上げもそうですけど、そこへ行くまでのプロセスとしていろいろな取組をまた今後と

もしっかりと市のほうで提供していただきたいと思います。 

 それから、もう一つ認知症のことで申しますけれども、議会の常任委員会のほうで11月２日、

香川県坂出市のほうに認知症初期集中支援チームについて視察をいたしました。家族などの相

談により認知症が疑われる人への支援ですとか、また医療機関で認知症の鑑別診療を受けてな

い方、介護保険サービスを受けないままに認知症が進行している人をできるだけ早期に把握し

て、適切な医療、介護を受けていただく仕組み、また家族への支援も含めて画期的な取組であ

りましたけれども、実は本市において広報のほうでも紹介されておりましたけれども、この事

業を始められたということでございます。この事業を進められる上で、視察に行かせていただ

いた坂出市の人口は本市と似通ったところがございますけれども、面積は本市の８分の１の中

で、この支援チームが１チームで活動されておられますけれども、かなり支援が必要で対応に

追われているというようなことの報告もしていただきました。三次市においても、面積がはる

かに大きい本市の状況ですけれども、現在、支援チームとしてチーム数を坂出市のように１チ

ームから編成されて行っておられるのか、それともこういう広い地域をカバーするために何班

かに分かれて行っているのか、そこのところをお伺いしたいと思います。 

 （福祉保健部長 日野宗昭君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 日野福祉保健部長。 

            〔福祉保健部長 日野宗昭君 登壇〕 

○福祉保健部長（日野宗昭君） 地域包括ケアシステムの構築の一環として認知症の初期集中支援

チームに係る御質問でございますけども、介護保険法の改正に伴いまして、平成30年度までに

は全ての市町村が設置するということになっておるわけでございます。県下におきましても、

順次設置をされた団体もございますけども、このたび今年度、本市におきましても設置をいた

しまして、議員おっしゃいますように、広報の11月号において掲載もさせていただいておると

ころでございます。 

 認知症につきましては、できるだけ早くまずは診断をして早期に対応するということが大変

重要でございます。そういった意味では、今までも地域包括支援センターがございますけども、

そちらのほうへ御相談についてはいろいろと来ておるわけでございますけども、そこから医療

スタッフといいますか、そこへつなぐということが重要になってくるわけでございます。御自

身あるいは御家族で気づかれた方が、医療機関のほうへ行かれる場合には問題がないわけでご

ざいます。それで医療機関等へ行かれないケースが事情によってあることがあろうかと思いま

すので、そういった方について、できるだけ早期につないでいくということでございます。そ

ういった意味で、この初期集中支援チームにつきましては、認知症の初期段階で医療と介護の

連携のもとに、認知症またはその疑いのある方や、その御家族に対して個別の訪問を行い、適

切な支援を行うということでございます。 

 チームの体制につきましては、制度上、認知症のサポート医、それから医療系の職員、介護
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福祉系の職員の３名以上の専門医で構成するという必要がございます。本市におきましては、

現在チーム数でいきますと１チームという言い方になるかもしれませんが、医師が５名、看護

師３名、薬剤師１名、介護福祉士２名、それから社会福祉士が１名、計12名の体制となってお

るものでございます。市の主体の事業でございますけども、三次地区医師会のほうへ委託して

行っておるという事業でございます。 

 （９番 山村惠美子君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 山村議員。 

            〔９番 山村惠美子君 登壇〕 

○９番（山村惠美子君） １チームではあるけれども、スタッフとしては非常に多くを確保されて

いると思うんですけども、やはり坂出市でもそうでしたけども、実際この活動を始めてみると、

非常に支援しなくてはならない人たちが多いということで、対応がなかなか追いつかない場合

もあるというようなお話もございました。 

 それから、坂出市のほうでもそうですけども、やはり専任の職員配置が必要であるという課

題を持っておられました。やはりそういう支援しなければならない方が一度に多いというとこ

ろなんかで事務的なことなど、本当に専属で仕事として成り立たなくてはなかなか体制が維持

できないというような、先進地での課題も聞かせていただいたところです。 

 三次市のほうにおいては、まだ始まったばっかりですけども、やはりそういうところの体制

づくりということも必要になってくると思うんですけれども、今医師会のほうでこちらのチー

ムの活動を置かれているということなんですけれども、そういう事務的な対応ですとか、ある

いは市のほうがどのようにかかわって、主導的立場ではあると思うんですけれども、やはり医

師会との連携というところではどういうふうな仕事の分担といいますか、体制づくりをされて

いるのか、そこのところを伺います。 

 （福祉保健部長 日野宗昭君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 日野福祉保健部長。 

            〔福祉保健部長 日野宗昭君 登壇〕 

○福祉保健部長（日野宗昭君） 先ほど御答弁しましたように、この事業については実施主体が市

町村ということになっておりまして、三次市が事業主体ということでございます。他に認める

ものに委託することができるということで、三次地区の医師会のほうにお願いしてチーム編成

を行っていただいております。 

 流れにつきましては、先ほど少し申し上げましたけども、第１の窓口が地域包括支援センタ

ーでございます。そちらのほうへ本人、家族、近隣の住民を含めて関係機関等が相談なり、情

報提供、これも従前からあったところではございますが、そこから先が初期集中支援チームへ

情報提供するということが１つ。もう一つは医療機関については、さらに直接医療機関のほう

から、この集中支援チームのほうへ情報提供ということがございます。 

 御質問の市のかかわり方でございます。この間、チームの具体的な活動、あるいは他の関係

機関との連携については地域包括支援センター、あるいは市の担当部署でいきますと高齢者福
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祉課になりますけども、立ち上げに向けて検討してきたところでございます。したがいまして、

今後も三次地区医師会と市の事業として設置したということでございますので、十分に随時調

整しながら進めていくということになろうかと思います。それからチーム員につきましても、

今後拡大ということも想定しながら対応していきたいというふうに思っております。 

 （９番 山村惠美子君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 山村議員。 

            〔９番 山村惠美子君 登壇〕 

○９番（山村惠美子君） やはり進んでいく中で、課題もたくさん見えてくるかと思いますけれど

も、そういうときにやはり迅速な対応をとっていただいて、今回の一般質問の中でもありまし

たけども、三次市市内において非常に悲惨な事件が起きたということがありますので、そうい

うところを家族の負担、御本人の負担、双方、また地域の負担ということもしっかりと市のほ

うで把握していただいて、よりすばらしい事業になりますように御尽力をいただきたいと思い

ます。 

 それでは、質問の第３に移ります。 

 環境問題から見た里山の再生について伺います。 

 全国的に人の手が入らなくなった里山、里山というところは国土の保全ですとか水源の涵養、

動物と人間の緩衝地帯とする役目があるわけですけども、その役目が果たせなくなっている。

中山間地域の環境を悪化させておりますけれども、三次市においても、面積の75％以上を占め

る森林の多くが手入れをされていない状況、里山の環境が適正にコントロールされていない状

況にあります。 

 広島県が平成19年度からひろしまの森づくり県民税制度を財源といたしまして、ひろしまの

森づくり事業に取り組まれておりますけれども、この補助事業を活用して里山再生への取組、

また市民意識の醸成を図るために教育の一環としての自然体験など、県内の自治組織でありま

すとかＰＴＡ、それから森林関係団体などが幅広く活動されており、大変意義のある補助事業

であると思います。 

 深刻な至るところでの獣害、鳥獣被害、里山整備により動物と人間の緩衝帯を確保すること

によって、被害が軽減されることが実証されておりますし、森づくり事業を活用して、この獣

害対策として積極的に里山の整備の取組をされた地域がありますけれども、本市におきまして

も、実績を把握されていればお答えいただきたいと思います。 

 （産業環境部長 花本英蔵君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 花本産業環境部長。 

            〔産業環境部長 花本英蔵君 登壇〕 

○産業環境部長（花本英蔵君） ひろしまの森づくり事業の成果というところでございますけども、

課題も踏まえながら答弁をさせていただきたいと思います。 

 ひろしまの森づくり事業は５年間を１期とし、今年度が第２期の 終年度となります。本市

ではこの事業を活用しまして、森林機能の維持・発揮対策として、手入れがされていない人工
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林の間伐、竹林繁茂防止の取組や自治組織、住民団体、ＰＴＡなどによる森を守り、育てる活

動として身近な里山林の整備、森林・林業の学習、体験活動、森林の資源の利用促進として公

共施設などへ三次産材を活用したテーブル、ベンチなどを配備しております。この事業により、

自主的な活動組織による取組が広がり、里山林の整備や森林と触れ合う体験学習などにより、

景観改善、森林・林業に対する関心や意識の向上が図られるなど、成果が得られていると考え

ております。 

 （９番 山村惠美子君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 山村議員。 

            〔９番 山村惠美子君 登壇〕 

○９番（山村惠美子君） 今、成果と課題について、市のほうの取りまとめられたものだと思いま

すけども、この森づくり事業にかかわる各市町の地域協議会というものが設置されていると思

いますけれども、そちらのほうでのこれまでの成果と課題をどういうふうにとられて、一応２

期の 終年度ですけれども、今後の地域の課題として方向性を持たれたか、その協議会の中で

取りまとめられたことがあれば、そちらのほうもお知らせいただきたいと思います。 

 （産業環境部長 花本英蔵君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 花本産業環境部長。 

            〔産業環境部長 花本英蔵君 登壇〕 

○産業環境部長（花本英蔵君） 協議会のほうでまとめられた内容につきましては、大まかに申し

ますと、県北地域ではやはりメニューは違いますけども、それぞれの市町で県の仕組みづくり

を受けまして、この取組を少しずつ進めております。そういった中で、本市の場合は今現在、

先進地を視察しておりますとか、そういったところで研究をしておりますが、全体の流れとし

ましては、やはり少しずつこういった里山林を大切にして、そして木質の活用をしていくとい

う流れになっております。 

 （９番 山村惠美子君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 山村議員。 

            〔９番 山村惠美子君 登壇〕 

○９番（山村惠美子君） 今、協議会のほうで出されました木質の活用ということが、これから大

変必要になってくるかと思います。私が６月定例会で一般質問させていただきました、近自然

森づくり、こちらのほうも里山の再生のために環境保全型林業である自伐型林業と合致すると

ころがございまして、甲奴町においては甲奴町森林の会が施工している現場を市のほうでも視

察いただいたところでございます。市のほうとされましても、自然林や広葉樹林、混合樹林の

手入れなどがなされていないことへの問題意識を持たれて視察していただいたと思いますけれ

ども、この甲奴町での取組、現在は補助をいただいて少しずつ進んでいる状況でして、拡大す

るためには、やはり多くの樹種から残していくもの、あるいは伐採していくものを選択する知

識ですとか、伐採の技術取得など人材育成がまずは必要であるところでございます。ぜひとも

今後、行政の支援をいただきたいところなんですけれども、甲奴での活動を視察していただい
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て、今後市の支援のあり方など、市が持たれたビジョンがおありでしたらお聞かせいただきた

いと思います。 

 （産業環境部長 花本英蔵君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 花本産業環境部長。 

            〔産業環境部長 花本英蔵君 登壇〕 

○産業環境部長（花本英蔵君） まず、自伐型林業と甲奴町で活動されております近自然森づくり

の考え方という点で、ちょっと整理をさせていただきたいと思うんですが、自伐型林業は森林

の経営管理、そして施業を山林所有者や地域がみずから行い、収益と良好な森林環境を両立さ

せる自立・自営型の林業でございます。甲奴町で取り組まれている近自然森づくりの活動は、

天然林を主として収益と環境保全を両立することを目的とされています。いずれも森林の多面

的機能の維持発揮を含め、適切な管理手法の１つであると考えています。 

 先ほど議員のほうからお話がありましたように、８月にみよしの森づくり協議会で、近自然

森づくりの手法により手入れをされている山林の現地見学を行いました。生育している樹木の

特性を踏まえ、環境に配慮しながら必要に応じた木の手入れをしつつ、キノコなどの林産物も

含め、森林の経済的な価値を上げていく取組をされていました。収益を得るには、一定の期間

を要するのではないかと思われますが、環境と豊かさの両立をめざして森林の多面的機能を維

持しながら、持続的な森づくりに取り組んでおられる熱い思いを感じました。 

 自伐型林業の推進のこれからのビジョンといいますか、考え方でございますけれども、山林

所有者や地域などが自立・自営型で取り組む自伐型林業の今後の進め方でございますが、まず

は森林の適正な整備や里山づくりなど、森林に携わる人材の掘り起こしや育成が非常に重要で

あると考えておりまして、人材育成に向けて森林組合などと連携し、チェーンソーの取り扱い

講習会でございますとか、これは来年の１月に行いたいと思っておりますけども、そういった

取組や身近にある森林への興味関心を高める体験活動や啓発活動などを行っていきたいと考え

ております。 

 （９番 山村惠美子君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 山村議員。 

            〔９番 山村惠美子君 登壇〕 

○９番（山村惠美子君） 自伐型林業、それから近自然森づくり、やはり双方とも里山づくりとい

う点では目的が一緒ですし、そういうところで今おっしゃいましたようなチェーンソーの使い

方などの講座ですね、こちらのほうは本当に人材育成の第一歩として望んでいるところでござ

いまして、そういうところにもしっかりと地域へ来ていただいて活動を広めるための講座など

を、またこれからしっかり御支援いただきたいと思います。 

 先日、実は広島県の環境政策会に伺いまして調査させていただきましたけれども、里山に関

することで。里山を手入れすることによって、搬出される未利用材をバイオマス燃料として活

用する事業を県内各地へ拡大しようと、今広島県のほうでは考えられておると。里山バイオマ

ス利用促進事業を平成28年度、今年度からですね、32年度までの５年間実施されることについ
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て説明を受けてまいりました。未利用材をバイオマス燃料として地域内で活用するための仕組

みづくりに向けた立ち上げ支援であり、活動開始に向けて組織づくりや活動の具体化を行う市

町へ未利用材搬出方法ですとか、燃料への加工方法、また燃料利用先の確保、取引価格、運営

方法などのノウハウを持った専門家の派遣を行い、地域が一体となった取組をされるための支

援事業でございます。 

 既に神石高原町、安芸高田市、また東広島市ではつい 近実施されておりますし、三原市で

も取組が決定されております。庄原市東城町におきましては、先進地として視察受け入れ側と

して参加されておりまして、県北で動きがないのは本市だけということではないかと思います

けれども、県としては市民意識の醸成を図り、里山に対する関心度の底上げをまずは図りたい

という思いで、地域での小さな仕事の積み重ねで環境を守り、地域経済の循環も行う体制づく

りを地域にもたらしたいと説明されております。この事業に関しまして、本市での実施予定は、

今後あるかないかというところをお伺いしたいと思います。 

 （産業環境部長 花本英蔵君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 花本産業環境部長。 

            〔産業環境部長 花本英蔵君 登壇〕 

○産業環境部長（花本英蔵君） 議員おっしゃいましたように、広島県では地域が一体となって里

山整備に伴い発生する未利用材をバイオマス燃料として有効に活用するために、今年度から里

山バイオマス利用促進事業を実施されております。先ほどおっしゃいましたように、今年度は

安芸高田市と神石高原町の２市町で講演会と、おっしゃいましたのは市町の名前でございます

けども、２市町で講演会と島根県などの先進地の現地研修を実施され、東広島市でも講演会を

計画されているそうでございます。里山バイオマス利用促進事業は、地域づくりにおきまして

も有効な取組と考えますので、県と協議していきたいと思います。 

 （９番 山村惠美子君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 山村議員。 

            〔９番 山村惠美子君 登壇〕 

○９番（山村惠美子君） 里山バイオマス利用促進事業の実施に当たって、県のほうが27年度に各

市町へのヒアリングを実施されたと聞いておりますけれども、このバイオマス燃料を使う側、

熱利用施設等の該当箇所として、三次市の場合は温浴施設などでのまきボイラー導入も県が提

案されたそうです、そのヒアリングの際に。まきボイラー設備の場合、国の補助が４分の３あ

り、残り４分の１は過疎債を充てることができるということで、県としても積極的に導入を提

案させていただいたと担当者が説明してくださいましたけれども、残念ながら、三次市ではこ

の事業への取組を行うとの返事をいただいていないということでした。５年間スキルアップを

図りながら、里山整備とバイオマスの利用について学ぶ機会をみすみす逃すことはないと思い

ますので、部長おっしゃいましたように、しっかりとまた県のほうと協議していただいて、ぜ

ひとも取組を進めていただくようにお願いしたいと思います。 

 本市におきましては、里山整備によって伐採された木の利用について、実は過去に取組があ
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ったか調べておりましたら、本市においては、平成18年に三次市地域新エネルギービジョンと

いうものを策定された。それを受けて、平成21年２月には森林バイオマス導入詳細検討調査報

告書というものを策定されておりました。これは行政法人の補助制度で、その補助金によって、

この調査書を作成されておりますけれども、実はネットのほうからプリントアウトしましたら、

110ページにも及ぶ本当に膨大な調査書が出されております。補助事業でなされたことなんで

すけど、いかに経費がかかっているかというような調査書でございましたけれども、この中で

市民に対する普及啓発については、さらにバイオマスタウン構想の策定、里山再生計画の策定

と、そのＰＲによって市民への啓発活動を進めるとされておりました。されておりましたけれ

ども、このバイオマスタウン構想にしましても、里山再生計画におきましても、21年以降にど

うも策定はされていないようですから、要するに、その21年時点の調査書をまとめられた段階

で、三次市のバイオマスに関する取組というものが頓挫していると言ってもいいのではないか

と思うんです。 

 この調査書の取りまとめの中で、さまざまな調査の結果ですけれども、事業採算性の高い施

設から、順次バイオマスエネルギーの導入を進めていきたいと結論づけられておりますけれど

も、県が今回導入を提案された、まきボイラーについても、甲奴町の健康増進施設への設置を

甲奴町でも自治連を通して要望させていただきましたが、ランニングコストの点ですとか、さ

まざまな点から導入はされませんでしたし、また作木町の温浴施設においても、同僚議員から

バイオマス燃料に関する提案があったと思いますけれども、こちらも採用にはなっておりませ

ん。確かに、費用面から比較検討されて市が結論を出されたので、いたし方ないところもある

と思いますけれども、ただバイオマス燃料の活用に関しましては、その場のコスト比較だけで

はなくて、やはり広く中山間地域、環境問題へ取り組む手段として新しいエネルギーの導入の

道を開いていくべきと思います。７年前の膨大な調査は一体何だったんだろうかと思ってしま

いますが、改めて市のバイオマスエネルギーの活用についての姿勢をお聞かせいただきたいと

思います。 

 （産業環境部長 花本英蔵君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 花本産業環境部長。 

            〔産業環境部長 花本英蔵君 登壇〕 

○産業環境部長（花本英蔵君） 先ほど市の公共施設について、例えば活用とかいうお話も伺いま

したけど、そういった点につきましては、やはりいろいろ比較検討することが必要だと思いま

すので、新たに市が整備する施設へのまきボイラー、ペレットとかチップもありますので、あ

えてここでは「など」と申し上げますけども、導入につきましては、それらのまきボイラー等

の整備コストでありますとか、バイオマス燃料など運転コスト、環境への負荷、安全性やバイ

オマス燃料の供給体制などを施設ごとに総合的に判断していきたいという考えでおります。 

 そして、全体的なバイオマス燃料に対する市のスタンスでございますけども、里山バイオマ

スの利用促進という点で、供給側と受け入れ側の双方から検討する必要があると。先ほど議員

は、県北では三次市だけ出おくれているという意味の質問をされましたけども、確かにそうい
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う状態でございますが、やはり供給と受け入れ、需要というところをしっかり押さえなくては

いけないと考えております。また、やはりどの自治体も支援なり補助を、そういったところの

部分を含めての活動であると。いかに地域が主体的に動かれるかというところも必要だと思い

ますので、そこらを私らも今いろんなところへ視察へ行ったりして勉強しておりますので、し

っかり考えていきたいと思います。そういうところで、いろんなメリット等もありますので、

里山バイオマス燃料の利用促進ということで、今現在、早急に取り組める環境までには至って

おりませんけども、今後供給側として、また地域の盛り上がり、安定供給が可能になりますと、

供給先としての公共施設などでも、これは検討していけるものと考えております。 

 （９番 山村惠美子君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 山村議員。 

            〔９番 山村惠美子君 登壇〕 

○９番（山村惠美子君） 三次市がせんだって策定されました環境計画におきましても、バイオマ

スの利活用ということはうたっておられますし、自然環境を守るという観点から、少しずつで

もいいです、県のほうも今回はこの事業を立ち上げるに当たって、やはり大がかりな設備があ

るところの取組というのがなかなか進まないので、小さいところから本当にまきづくりから始

めていったり、里山の整備を少しずつ県民の皆さんが取り組んでくださることから発展して、

大きなバイオマス燃料の確保というものに取り組んでいただきたいということで進められてお

りますので、やはり小さな取組からそういうところを積極的に取り組もうという地域に関して

は、積極的に支援を今後続けていっていただきたいと思います。 

 それでは、 後になりますけれども、質問の４に移ります。 

 各団体などへの補助金について伺います。 

 市の補助金を受けて事業を実施し、年度内で予算執行を終え、実績報告を行う必要がありま

す。執行できなかった予算に関しては、これはもちろん余った予算ということで市のほうが返

還するようにということをまとめられておりますけれども。きのうもありました、きのうは予

算の面に関しましてですけど、年度初めの４月、５月、６月、前年度予算執行できなかった部

分と予算を執行した部分、全て１年でお返しすると。余ったものは返す。そうなると、市民活

動の中で、４月、５月、６月というのは全く活動ができない。例えばやりたい事業があっても、

その時期は無理ということで４月、５月、６月は抜かしてしまうと。活動資金がない中で事業

ができないということがあります。どうしてもその時期に事業執行しなくてはならないときと

いうのがありまして、そういうときは活動している市民が立てかえを行ったりとか、いろいろ

市民の負担になっているということも現実にあります。例年継続している事業ですとか、事業

計画が適正である活動に対しては、もちろん厳しい審査をしていただく必要はあるんですけれ

ども、やはり行政が行っておられるような、何らかの形で次にはっきりと使途が明確な場合に

は、繰り越しができるような仕組みをぜひ考えていただきたいと思うんですけれども、いかが

でしょうか。 

 （財務部長 部谷義登君、挙手して発言を求める） 
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○議長（亀井源吉君） 部谷財務部長。 

            〔財務部長 部谷義登君 登壇〕 

○財務部長（部谷義登君） 補助金の扱いになろうかと思いますけれども、補助金のもとがやはり

市民の皆様からお預かりをしている公金であるということもございます。都道府県であります

とか市区町村、地方公共団体になるんですけれども、その会計には当該年度の歳出は当該年度

中においてのみ執行し得るという会計年度独立の原則というものがございまして、地方自治法

の第282項になるんですけれども、年度内に使用し終わらなかった分については翌年度には繰

り越しされず、使用できないと。このように法で定められていることがございます。年度を超

えて事業を行うという場合には予算措置が必要でありますので、議会の繰り越しの議決、そう

いったものが必要になってこようかというふうに思います。そして、その団体の事業ではなく

て運営に係る経費の部分といいますのは、単年度で完結するものであろうかというふうに思い

ます。そういうことで繰り越しの事業という概念が当てはまらないというふうに考えざるを得

ないというふうに考えます。ということで、それに対します補助金につきましては、単年度交

付ということになりますし、年度内で執行する必要がなくなった場合については、やはり返還

をしていただかないといけないというふうに考えます。 

 ただし、三次市の場合は補助金の交付に当たりまして、やはり４月、５月、資金が不足する

というふうなこともありまして、運用面で４月の早い時期に補助金のほうを交付させていただ

いているという事例もございます。可能でございますので、これも法の中で、補助金について

は概算払いができるということが法にも書いてあります。そういうことを運用させていただい

ておりますので、個別に担当部局のほうへ御相談をいただければというふうに思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 （９番 山村惠美子君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 山村議員。 

            〔９番 山村惠美子君 登壇〕 

○９番（山村惠美子君） 個別に相談できるということ、これはやっぱり市民には周知されており

ません。ほとんどのところで、いや、もう返してしまって４月、５月、６月どうするという話

がいろんなところで聞こえてまいります。それを何とかしていただけないだろうかということ

で。そういうところであれば、やはり有効な事業に対してはしっかりとそういうところも、市

民が使い勝手のいいような、活動しやすいようなところをしっかりと伝えていっていただきた

いと思います。 

 それから、がんばる地域支援事業補助金について伺いますけれども、こちらのほうは１次、

２次の募集がございまして、２次の募集につきましては10月の中旬が申請の締め切りだったと

聞いておりますけれども、この場合ですと、予算執行期間が11月から翌年３月までで使い切ら

なくてはならないということになるんでしょうか。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 
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            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） がんばる地域支援事業、これはソフト事業を対象にしているもの

でございます。単年度実施の制度ですが、募集につきましては、年度開始前の１月から２月、

そして年度開始後の５月から６月、そして９月から10月の計３回の募集採択を行っていますの

で、年度当初からの事業実施も可能という制度にしております。年度開始前の募集につきまし

ては、債務負担行為により対応しておるものでございます。 

 また、あわせてハード事業として、がんばる地域・産業施設整備支援事業というものがござ

いますが、これも同様に３回の募集を行うとともに、例えばハードですから、単年度で終わら

ないというものも中にはあります。原則は単年度の実施としておりますが、複数年度にまたが

るものも想定されるために、年度単位の補助金交付が可能な制度としております。これらの制

度を地域まちづくりビジョンの実現化や地域の拠点づくりなどの事業に活用していただきたい

というふうに考えております。 

 （９番 山村惠美子君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 山村議員。 

            〔９番 山村惠美子君 登壇〕 

○９番（山村惠美子君） このように事業によって債務負担行為で次に行けるもの、それから２年

間で執行できるものというような、非常に市民にとって使い勝手のいい補助制度もあるんです

けども、その辺のところが一覧表にはあると思いますけれども、やっぱりなかなか市民の皆さ

んは御存じないということで、またこういう事業の内容については自治連を通してなどで詳し

く啓発もしていっていただきたいと思います。 

 こちらのソフト事業のほうなんですけれども、実は24、25、26年度は５件、７件、６件とコ

ンスタントにこの事業が進んできているわけですけども、27年、28年に関しては、27年は２件、

28年では今のところ１件ということですね。非常にやはりこの補助事業を利用しての活動とい

うものが低迷していると思うんですよ。その原因はどこにおありだと思いますか。 

 （地域振興部長 白石欣也君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 白石地域振興部長。 

            〔地域振興部長 白石欣也君 登壇〕 

○地域振興部長（白石欣也君） がんばる支援事業とあわせて、これは住民自治組織を中心に行っ

ている地域力向上の補助金がございまして、住民自治組織で企画、主体的に事業を実施される

場合に、これもソフト事業なんですが、地域のいろんな団体も巻き込んでされるというケース

が増えているように思っております。 

 また、地域力向上支援事業補助金のほうはＮＰＯ法人も、これは５万円という上限額がござ

いますが、対象としている事業でもございます。ただ、がんばる地域支援事業としても、十分

御活用をソフト事業もしていただきたいというふうにも思っておりますので、議員のおっしゃ

っていただいたようにしっかり周知のほうも図りながら、現在のところは住民自治組織を中心

に住民自治組織から広く、そんな地域の団体で御要望がある団体を集約していただくというシ
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ステムにしているんですが、広報等も含めてしっかり周知に努めていきたいというふうに考え

ます。 

 （９番 山村惠美子君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 山村議員。 

            〔９番 山村惠美子君 登壇〕 

○９番（山村惠美子君） 本当に地域で活動して頑張っていらっしゃる方のための補助事業ですか

ら、やはり住民自治組織を通してとおっしゃいますけれども、なかなか住民自治組織からの情

報も止まっていると言われる市民の方もいらっしゃるんです。そういうところも含めて、住民

自治組織のほうにもしっかりとそういうところを指導していただきたいし、また今後の啓発活

動もしっかりと考えて、市民が本当に活動しやすい予算を獲得できるような事業であるように、

これからまた一生懸命御尽力いただきたいと思います。 

 以上で私の一般質問を終わります。御清聴ありがとうございました。 

○議長（亀井源吉君） この際、暫時休憩をいたします。再開は午後３時15分とします。 

          ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

            ――休憩 午後 ２時５９分―― 

            ――再開 午後 ３時１５分―― 

          ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（亀井源吉君） 休憩前に引き続き一般質問を行います。 

 順次質問を許します。 

 （10番 宍戸 稔君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 宍戸議員。 

            〔10番 宍戸 稔君 登壇〕 

○１０番（宍戸 稔君） 清友会の宍戸 稔でございます。今期12月定例会一般質問、 終質問者

であります。 

 簡潔で歯切れのいい答弁をお願いして、私の質問に入りたいと思いますけども、計画が受理

され、またその体制が整えられたが、それから実施の段階において、行政サービスの効率的で

効果的な提供の実現に結びついているかどうかという視点で、３つの大項目での質問をさせて

いただきたいと思います。 

 初に、権限移譲についてということでございます。これは以前、同じ項目で質問させてい

ただいたところでございますけども、さらに検証がどのように行われたかというところでお伺

いしたいと思います。 

 初に、移譲事務の現状と検証についてということでありますけども、三次市は御存じのと

おり、県下でもトップクラスの権限移譲を受けている自治体であります。平成17年においては

74事業で、現在においては98事業というふうに伺っておりますけれども、当然業務量が増える

中において、反面、職員数は行財政改革で減少しているという状況であります。 

 また、移譲事務の中においては、専門的な知識を習熟確保しなければならないものもあるわ
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けでございますけども、今年度までに98事業と言いましたけども、この12年たつ中において、

業務処理体制に課題はないのか。権限移譲の現状とどのように現在検証が行われ、評価されて

いるのかということを、まずお伺いしたいと思います。 

 （政策部長 藤井啓介君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 藤井政策部長。 

            〔政策部長 藤井啓介君 登壇〕 

○政策部長（藤井啓介君） 権限移譲につきましては、平成17年４月から平成25年４月までに議員

御指摘のとおり、98の事務権限移譲を受けて、現在までこれらの事務を実施しております。い

わゆる効果の検証という部分でございますけども、この98の事務の中でも、特に多いのが市民

からの申請等でございますが、多いのが、例えばパスポートの申請交付事務、これは平成27年

で942件ございます。また、建築の確認申請の事務がありますけども、こちらのほうは383件と

いったような事務がございます。このような事務については、やはり市が行うことで申請場所

が身近となり、時間が短縮されるなど格段に市民の利便性が向上しており、非常に便利になっ

たという市民の声が寄せられているところでございます。このように移譲事務の執行を通じて、

より身近な窓口である市で対応が可能となったこと、事務処理時間が短縮されたことなどによ

り、市民サービスの向上が図られたと考えております。 

 一方、公害防止に関する事務でありますとか、あるいは畜産環境保全に関する事務、文化財

保護に関する事務など、処理件数がそもそも非常に少ないといったこと。さらには、その内容

が高度な専門性を要する事務については、人材育成による知識の習得に時間を要するなどの課

題もございますので、今後も引き続き研修の実施など広島県の支援を受けながら、適正な事務

処理に努めてまいる所存でございます。 

 （10番 宍戸 稔君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 宍戸議員。 

            〔10番 宍戸 稔君 登壇〕 

○１０番（宍戸 稔君） 今の答弁は、前回の御答弁と変わっていないということでございます。

総論的なところでの検証ということでしょうけども、確かに今、藤井部長がおっしゃいますよ

うに、業務量が常態化しているもの、また非常に僅少といいますか、少ないものということが

あります。また、専門性が問われているものがあると思います。１つの例が今年の10月、報告

があった鵜飼に使われる鵜の大量死にかかわった飼育管理の手続の不履行、まさにこれは広島

県から権限移譲された鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づいて、野生

生物に関する事務ということで、本市に平成19年ですか、移譲されたものですね。このものは

平成18年からその手続が行われていなかったということで、三次市観光協会、それから鵜飼伝

統文化振興会が、一方的に落ち度があったかのように報告されたように思いますけども、これ

は本来、三次市が指導監督を行っていなければならなかったというところがあったのではない

かと思うんですよね。そこら辺の認識というのがなかったがために、こういう状態が起こった

のではないかと思うんですけど、そこの事実確認をお伺いしたいと思います。 
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 （政策部長 藤井啓介君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 藤井政策部長。 

            〔政策部長 藤井啓介君 登壇〕 

○政策部長（藤井啓介君） 確かにおっしゃいますとおり、議員御指摘の鵜の関係の部分でござい

ますが、これは事務として野生生物に関する事務ということで平成19年４月に県から、いわゆ

る権限移譲を受けておる98の中の１つの事務でございます。 

 今、高度に専門的であったり、あるいは件数が少ない部分について課題があるというふうに

申し上げましたけども、やはりこれらについてもそういった意味では、その課題として真摯に

受けとめさせていただいて、今後しっかりと事務のほうを進めてまいりたいと考えております。 

 （10番 宍戸 稔君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 宍戸議員。 

            〔10番 宍戸 稔君 登壇〕 

○１０番（宍戸 稔君） この事案を通して、やっぱり権限移譲を受けられた業務について、市全

体として、それぞれ受けられておる部署が違うわけなんですけども、そこら辺をもう一回立ち

どまって、受けた移譲事務についての検証というのは行われたという経過があるんでしょうか、

そのことをお伺いしたいと思います。 

 （政策部長 藤井啓介君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 藤井政策部長。 

            〔政策部長 藤井啓介君 登壇〕 

○政策部長（藤井啓介君） 検証につきましては、平成22年度に計画策定後、５年間経過をしてお

りますので、県が主体でございますけども、県とともに検証を行っております。また、翌平成

26年度にも、移譲市町へのアンケート調査及び個別ヒアリングが実施されているところでござ

いますが、その検証の中では、冒頭申しましたように手続の迅速化、先ほどパスポート等でご

ざいますが、市民生活に密着をしている部分で成果があったということと、やはり処理件数が

少ない部分、専門性の高い部分については課題も残っているという検証でございます。 

 （10番 宍戸 稔君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 宍戸議員。 

            〔10番 宍戸 稔君 登壇〕 

○１０番（宍戸 稔君） この事案を通してというふうに私は言ったんですけども、業務量が少な

い、それから専門性を有するというところに課題があるということは、そういうものについて

の再認識をする機会を設けられたということなんですよね。特に専門性の部分でいえば、介護

保険法による介護保険事業者の指定、また指導監督、さらには老人福祉法、社会福祉法による

社会福祉法人、養護老人ホーム、老人居宅事業等の設立認可、報告徴収、指導監督、立入検査

というのがあります。これはかなり高度な知識を要するというふうに私は思っておりますけど

も、これは県内においては広島市、福山市、呉市の政令市、それから中核市以外では三次市だ

けなんですね、受けているのは。ここら辺の職員数が足らないような三次市で、このことが十
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分に行われているのかどうかというのは非常に疑問でもあるし、県のほうからも当初は懸念さ

れた案件だというふうには聞かせていただいておりますけども、この状況はどうなんでしょう

か。 

 （政策部長 藤井啓介君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 藤井政策部長。 

            〔政策部長 藤井啓介君 登壇〕 

○政策部長（藤井啓介君） 社会福祉法人等の監査のいわゆる権限ということでのお問い合わせで

ございますが、今手元に資料を持っておりませんので、具体的な答弁はできませんけれども、

権限移譲を受けて後に市としての監査等については、研修等も含めてこれまでに実施をしてい

るところでございます。もちろん一つ一つの事務について、まるっきり課題はないというふう

には申しませんが、少なくとも権限移譲を受けた中で福祉法人等の監査等についても、件数も

それなりにございますし、適宜実施をしているというふうに考えております。 

 （10番 宍戸 稔君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 宍戸議員。 

            〔10番 宍戸 稔君 登壇〕 

○１０番（宍戸 稔君） ですから、個別に検証を行う必要があるというふうに思うわけなんです。

人的支援、それから財政的な支援での検証ということでお伺いしますけども、今のように非常

に専門的な知識を有するというものに対しては、外部の専門家あるいは今の徴収関係において

は公認会計士等の活用の支援は考えられていないのか。また正規の職員の対応なのか、それと

も嘱託の職員なのか。しかも、正規の職員さんにおいては、人事異動等での短期での移動とい

うのはないのか。財政支援においては、これは積算できるというふうに聞いておるんですけど

も、本市が受けている交付額ですね、受けた平成19年は8,126万1,000円、平成24年7,010万

3,000円、今年28年は6,678万9,000円、だんだん少なくなっている。これは業務量に応じてそ

の額が決まるということなんでしょうけども、これは本来積算できるものとしたときに、その

交付額と本市での積算したものの乖離というのはないのか。あるとすれば、その調整はどのよ

うに行われておるか、そのことをお伺いしたいと思います。 

 （政策部長 藤井啓介君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 藤井政策部長。 

            〔政策部長 藤井啓介君 登壇〕 

○政策部長（藤井啓介君） まず、人的な部分の対応でございますけれども、１つには、この事務

の移譲を受けるに当たって、広島県から人的支援がございました。具体的には、当初の申し合

わせによりまして、専門性が高い建築確認事務について、平成17年度から３年間、２人の建築

士の派遣を受けておりますけども、それ以降、県から具体的なこれにかかわる人的な支援は受

けてはおりません。しかしながら、事務を担当する各部署においては、継続的な研修や助言な

どの支援を受けておりまして、また市町による事務の共同処理に向けた研究も進めているなど、

広島県と連携をとりながら、その部分は進めているところでございます。 
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 それから、いわゆる財源措置でございますけれども、財源措置については、移譲事務交付金

として事務に要する県全体の事業費、これは人件費と事務費の合計額でございますけども、そ

れの２割を均等割で、８割を実績割を基本として交付を受けておりまして、当初の見込みと開

きはございません。各年度でいわゆる交付金が下がっておりますけども、それについては地方

分権一括法でそもそも市町の事務というふうにされた事務が、この98の中には含まれておりま

して、その分は当然県の事務交付金としては落ちてくるといったことでございます。 

 （10番 宍戸 稔君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 宍戸議員。 

            〔10番 宍戸 稔君 登壇〕 

○１０番（宍戸 稔君） 一口に98と言いますけども、かなり膨大な事務量だというふうに私は捉

えております。当初は事務移譲具体化協議会というものが県と持たれとったということなんで

すが、途中からこれは開かれていません。その後、専門班会議というのが開かれたようであり

ますけども、先ほどの鵜の関係ではありませんけども、やはりこういう会議をちゃんと行って

検証する必要があると。住民サービスに支障がないようにしていかなければならないというふ

うに思います。 

 それで、２番目の県道移譲路線の進捗状況ということでお伺いさせていただきますけども、

平成19年において県道20路線の権限移譲を受けておられます。この20路線、維持管理という部

分、それから改良ことがあるわけなんですけども、市民に非常に身近な県道改良というのが、

現在どのような進捗状況だろうかということをお伺いしたいと思います。 

 （建設部長 上岡譲二君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 上岡建設部長。 

            〔建設部長 上岡譲二君 登壇〕 

○建設部長（上岡譲二君） 県道の移譲路線の改良事業につきましては、平成19年度の移譲を広島

県とほぼ同程度の事業を進めております。また、県道の管理水準を維持するために週１度の道

路パトロールも継続して、管理権限をいただく前の整備水準、管理水準を維持しているところ

でございます。 

 （10番 宍戸 稔君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 宍戸議員。 

            〔10番 宍戸 稔君 登壇〕 

○１０番（宍戸 稔君） 上岡部長は当時、権限移譲を受けられたときに安心建設課ということで、

課長さんをされておる。その経過はよくわかっておられるというふうに思うんですけども、三

次市の県道移譲を受ける形態は、他の市町とは異なるというふうに聞かせていただきました。

私は説明があったときにそういうような説明も受けたかなと思ったんですけども、これは道路

法17条の２によるもので、市域内で完結する道路の管理全ての移譲を受けるということで、政

令市の広島市を除いては、広島県下は三次市だけなんですね、こういう受け方をしておるのは。

他の市町の権限移譲というのは、維持管理をする部分だけが主なんですけども、改良も含めて
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全てを三次市は移譲を受けておるということで、移譲交付金はこの部分については入ってきて

いないというふうに聞いています。これはどういうことでそのものにかわるものが入ってきて

おるかというと、地方交付税ですね、普通交付税の中に延長として算入されているということ

なんですね。ですから、改良の事業量に応じたような交付金というのはおりてきていないんで

す。交付税は維持をするがためのお金と。それで果たして、道路改良というのがスムーズに進

んでいくのだろうかという懸念をするんです。確かに、市独自で市道と同等の扱いですね。市

の思いで道路改良をやっていけるということは、一々県のほうにお伺いを立てることもないと

いうことなんですけども、私が非常に心配するのは財源の部分なんです。しかも、それまで改

良してこられた県が借金した部分も引き継いで借金するということなので、非常に財源的な部

分、お金の部分では不利な移譲の仕方で受けられておるのではなかろうかなというふうに思う

んですけども、それはそれとして、そのことが進捗状況に影響はないかというところをお伺い

したいと思います。 

 （建設部長 上岡譲二君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 上岡建設部長。 

            〔建設部長 上岡譲二君 登壇〕 

○建設部長（上岡譲二君） 先ほど広島県と同程度の事業を進めておると答弁させていただきまし

たが、これは管理権限をいただく前に、県が大体平成12年から18年度、10路線の実施をしてお

ります。また、単年度でいえば８路線程度の実施をされています。平成19年から平成28年度は、

今度は市に道路の管理権限は移りましたけれど、市のほうでは11路線、事業実施しておりまし

て、同じように単年度８路線程度の事業実施をしているところでございます。 

 また、もっと具体的な整備の状況のほうを説明させていただければ、20路線のうち、昨年度

までに大津横谷線の布野町の横谷工区、これ、国道54号側でございます、また青河江田川之内

線の青河工区、これは国道54号側です、羽出庭三良坂線のバイパス部分、これは国道375側の

部分です、また、和知三次線の歩道整備が完成しております。また、今年度は大津横谷線の大

津工区、これは作木町の大津でございます、また和知三次線の旭橋東詰の線形の暫定改良、梶

田三良坂線の梶田工区が完成するところでございます。平成29年度から現在までの間、舗装改

築や待避所の設置も含めて、先ほど申しましたけど、20路線の中で11路線の事業実施をやって

きました。また、今年度も交付金や起債等の財源をもとに、８路線の事業を実施していく予定

でございます。 

 （財務部長 部谷義登君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 部谷財務部長。 

            〔財務部長 部谷義登君 登壇〕 

○財務部長（部谷義登君） 県道の維持をしたときの交付税措置のことで少し誤解があってはいけ

ないので、補足で説明をさせていただきます。 

 ちょうど広島県から権限移譲を受けた年度には制度はなかったんですけども、次の年だった

と記憶しております。県道の権限移譲を受けたときには交付税措置をするという制度が始まり
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ました。その中で、道路の面積の部分につきましては、これは維持管理経費として措置がされ

ます。それから道路の延長部分につきましては、投資的経費として算定がされます。というこ

とで、その投資的経費の部分を使って道路改良に借り入れた起債の償還に充てるということに

なりますので、その部分については交付税の中に入っていると。そういうことがあって、広島

県がそれまでに改良を行って地方債を借りた部分の償還については、市が負担をするというこ

とになったということでございます。 

 （10番 宍戸 稔君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 宍戸議員。 

            〔10番 宍戸 稔君 登壇〕 

○１０番（宍戸 稔君） 11路線改良中で、６路線ですかね、今年中には完了するというふうに聞

かせていただいております。残る５路線の中で、先ほど部長のほうから路線の中になかった君

田における木呂田本郷線、これはこの10年間ほとんどということはないんですけども、部分的

には改良されておりますけども、なかなか本体的な改良が進んでいない部分なんですね。そこ

ら辺からこの改良工事が進まない要因は何なんかということで、県のほうにも問い合わせたよ

うなことの中から、それが原因だというのははっきり県は当然言われないんですけども、そう

いう移譲の仕方があるので、財源確保には努められんといけんのんじゃないかということは言

われました。ですから、今の市道扱いというようなところでやられるとすれば、国の補助をち

ゃんといただいて起債を対応して、早急な進捗を上げていっていただきたいというふうに思い

ます。 

 以上でございます。 

 それでは、２番目の項目の児童虐待への対応ということでお伺いをします。 

 まず 初に、虐待の把握と現状についてということでございますけども、全国の児童相談所、

児相が2015年度、平成27年度に対応した児童虐待が初めて10万件を超えたと。暴言やおどしに

よる心理的虐待が目立って増えて、全体の半分近い数字だと。統計をとり始めた1990年度、平

成２年度から25年連続で過去 多の更新をしていると。その結果、27年度においては10万

3,260件というのが報告されたということで、これは厚生労働省が先般、速報値で公表された

ものでございます。住民や警察などからの通告をもとに、全国208カ所の児童相談所が対応し

た件数ということで、前の年、平成26年度に比べて１万4,329件、16.1％増えたと。この10年

間においては、３倍の相談件数ということになっておるようでございます。 

 児童憲章は「すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障され

る」ということがうたわれていますけども、この憲章が形骸化しかねないような実態、深刻さ

があるというふうに捉えるべきだと思います。 

 全国的に大きな問題となっているというふうに捉えるならば、本市においての児童虐待の把

握はどのようにされ、どういう状況なのか、お伺いしたいと思います。 

 （子育て・女性支援部長 瀧奥 恵君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 瀧奥子育て・女性支援部長。 
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            〔子育て・女性支援部長 瀧奥 恵君 登壇〕 

○子育て・女性支援部長（瀧奥 恵君） 児童虐待には、殴る、たたくなどの身体的虐待、子供へ

の性的行為などの性的虐待、食事を与えない、ひどく不潔にするなどのネグレクト、子供の目

の前で家族に対して暴力を振るうなどの心理的虐待がございます。 

 本市の平成27年度における児童虐待相談件数は50件、内訳といたしましては、心理的虐待36

件、ネグレクト10件、身体的虐待４件で、性的虐待はゼロ件でございまして、平成26年度より

は多少減少したという状況でございます。 

 もう一つ、児童虐待の把握でございますけども、学校、保育所、警察、保健師等からのもの

が主でございますけども、市民の方からの通報もございます。そういうことで虐待の把握をし

ているところでございますし、本市におきましては、出生時から三次市に住んでいる児童につ

きましては、保健師のほうで赤ちゃんの全戸訪問あるいは健診等、ある程度の家庭の状況を把

握しているところでございます。当然、保育所、学校等の連携も深めながら把握に努めている

ところでございます。 

 （10番 宍戸 稔君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 宍戸議員。 

            〔10番 宍戸 稔君 登壇〕 

○１０番（宍戸 稔君） 児童相談所に全国的なことでいいますと、電話での相談がしやすくなっ

たということでの件数が増えたというふうに、その理由を挙げておられます。厚生労働省は昨

年の７月から虐待通告や子育ての悩みを受け付ける全国共通ダイアル、これはそれまで10桁だ

ったのを３桁としたと。「189」（イチハヤク）ということに変更された共通ダイアルで、件

数が増えたということのようです。2014年度においては２万144件だったものが、2015年度に

おいては23万3,880件というふうに急増したということでございます。 

 三次市の場合、それは児相のほうにかかってくるんでしょうけども、その情報というのは、

三次市のほうにどのように伝えられて共有されておるのか。もう一つお伺いしたいのは、先ほ

ど８月末で51件と言われましたけども、必ずしもこれが実態というふうに把握するのはどうな

のかなというふうには思うんですよね。いわゆる表にあらわれていない数値というのがある。

この部分が非常に問題だというふうに思うんですけども、そういうところの状況把握という努

力ですよね。把握する努力というのはどのようにされているのかというところ、先ほどの答弁

の中にもあったかと思うんですけども、先ほどの51件にはあらわれないものの対応というのを

考えておられれば、お聞かせ願いたいと思います。 

 （子育て・女性支援部長 瀧奥 恵君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 瀧奥子育て・女性支援部長。 

            〔子育て・女性支援部長 瀧奥 恵君 登壇〕 

○子育て・女性支援部長（瀧奥 恵君） 先ほども申し上げましたが、各種団体からの情報提供、

あるいは保健師の訪問等によりまして、ある程度把握できていると思っておりますが、例えば

本市のほうへ転入をされた児童さんで、保育所にも行っていない、学校とのかかわりもないよ
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うな場合に、次の検診を受けるまでの間というところで家庭状況が把握できないものについて

は多少あるかということもございますけども、虐待かどうか、いろんな通報をいただいた場合

に疑わしいケースがある場合は、児童とのかかわりがある関係機関で見守りをしながら状況を

把握させていただいております。そういう中で、いろいろな虐待かなと思われたときは、先ほ

ど御紹介いただきました児相のほうへ、「189」ということで全国共通ダイアルになったとこ

ろでございますが、お困りのときは警察にお電話をされるパターンもありますし、うちのほう

に相談をいただく場合もあります。加えて言わせてもらえば、今年４月から女性・子育て相談

支援センターというのも立ち上げながら、いろいろなお困りごとについて御相談を受けること

をもっともっとＰＲしていきたいと考えております。 

 （10番 宍戸 稔君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 宍戸議員。 

            〔10番 宍戸 稔君 登壇〕 

○１０番（宍戸 稔君） （２）番になると思いますけども、虐待対応の取組と課題についてとい

うことなんですけども、今、瀧奥部長のほうが答弁された、相談とか通告受理というのは理解

させていただきましたが、児童福祉法の改正が平成16年、19年に行われて、虐待を受けている

子供を始めとする要保護児童の早期発見や適切な保護を図るために、関係機関がそれの子供に

関する情報や考え方を共有し、適切な連携のもとで対応していくことが重要であるとして、要

保護児童対策地域協議会というのを設置するのが義務化されておるというようでございますけ

ども、この構成機関と開催状況というのはどのような状況なのでしょうか、お伺いします。 

 （子育て・女性支援部長 瀧奥 恵君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 瀧奥子育て・女性支援部長。 

            〔子育て・女性支援部長 瀧奥 恵君 登壇〕 

○子育て・女性支援部長（瀧奥 恵君） 三次市では、平成17年度から、すくすくネットワークと

呼んでおりますけども、要保護児童対策地域協議会を設置しております。このメンバーといた

しましては、こども家庭センター、小児科医、民生委員児童委員協議会、警察署、保育所、学

校など、現在17の関係機関により構成をされておりまして、代表者会議というのは年１回いろ

いろな状況の報告でありますとか、こども家庭センターの講演をいただいたりしながら理解を

深めているところです。それ以外に定例会議といって、そのものを年６回、関係機関が集まっ

てやります。あと、個別ケース会議というのがございまして、これはそれぞれの事案に応じま

して随時情報の共有や援助方針、その事例に対する役割分担ということをはかりながらやって

いるところでございます。基本的に虐待の相談や通告を受けたときには、48時間以内に安全確

認を行うとともに、こども家庭センターによる保護者指導と関係者による見守りを行います。

緊急を要する場合は、こども家庭センターが児童の一時保護を行うように、それぞれの事案に

応じて、うちがもし受けた場合でありますと、こども家庭センターに通報したり、そういうこ

ともしながら、関係機関との連携を図りながら対応をしているところでございます。 

 （10番 宍戸 稔君、挙手して発言を求める） 
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○議長（亀井源吉君） 宍戸議員。 

            〔10番 宍戸 稔君 登壇〕 

○１０番（宍戸 稔君） 個別ケース会議というのが も重要な会議だろうかなと思うんですね。

年に１回の会議、それから年６回の会議というのは定例的なものというふうに、事案が起きた

ときに緊急に行われるケース会議ということが、他の市町の状況の中ではそれすら形骸化して

いる。報告で終わって、じゃあ、どのように対応したらいいんかという具体的な行動計画、行

動が起こされていないケースがあるように聞かせていただいておるんですね。それは非常に事

態を深刻化するということなので、三次においてはそういうことがないようにお願いしたいと

いうふうに思います。 

 先ほど答弁のまた繰り返しになるかと思いますけども、早い段階での気づきが重要だという

ことで、乳幼児健診、予防接種、虫歯ですか、専門用語でいえば多発齲歯という呼び方がある

そうですけども、それから低身長、低体重で情緒不安定、非行とか不登校というところから、

そういう虐待の可能性を疑う必要があるし、それでもって気づくということがあるようでござ

いますので、そこら辺を通して、ぜひ早目の対応をしていただきたい。 

 また、事象に限らず、やっぱり貧困が虐待に結びついているケースが多いということで、こ

れは子育て・女性支援部のほうだけの対応ということはなしに、やっぱり市全体での取組とい

うことになると思いますけども、そういう貧困対策が大きな防止策ということにはなろうかと

いうふうに思います。 

 先ほどの協議会に教師というのを言われましたか。学校の教師というのはなかったように思

うんですけども、ありましたかね。失礼しました。市の中にも、その協議会じゃなしに市の担

当課の中の職員として、警察のＯＢとか教師のＯＢとか保健師を入れるというのは、いち早い

児相との対応ができるというふうにも聞かせていただいておりますが、そういう人材の確保と

いうのは考えられていないかというところをお聞かせください。 

 （子育て・女性支援部長 瀧奥 恵君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 瀧奥子育て・女性支援部長。 

            〔子育て・女性支援部長 瀧奥 恵君 登壇〕 

○子育て・女性支援部長（瀧奥 恵君） 先ほど学校というのは申しておりませんが、学校が入っ

ております。それぞれの中学校、小学校の代表の先生に入っていただいております。 

 それから、こういう専門的なということですが、我々も専門的な講習会を担当者のほうで研

修も毎年やっておりますし、市民の方にもやっておりますけども、そういう中でやっぱり講師

となっていただくのは、こども家庭センター、児相の方が多いかにも思いますが、そういう研

修も重ねながらやっておりますし、当然、専門機関の事案があったら、先ほど申しました県の

こども家庭センターのほうの御協力をいただいたり、警察のほうの御協力をいただく中で、

我々だけで困ること、判断のつかないものは当然こういう連携のためにあるわけで、そういっ

た事案につきましても、１回の個別会議で終わるというものではないので、ずっと継続的にそ

の事案を検証しながら見守りを続けていくという体制を持ちながら、今後とも研さんに努めて
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いきたいと思っております。 

 （10番 宍戸 稔君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 宍戸議員。 

            〔10番 宍戸 稔君 登壇〕 

○１０番（宍戸 稔君） 日本の社会というのが虐待を通して見るならば、子供が大人と同等に扱

われていないというふうに言われております。大人は容疑者に殺意がないと死なないと。大人

が殺せば殺人罪が適用されるんですね。ですけども、子供は虐待で殺意はなくても死んでしま

うというケースがある場合は、傷害致死までなんですよね。子供に対して、弱い者に対しての

配慮がないというふうに言われております。 

 １つの例は、皆さん御存じかと思いますけども、鳥取県であった認知症の親をドラックスト

アに放置したと、意図的にですね、これは。保護責任者遺棄で息子が逮捕されたんです。しか

し、北海道で７歳の息子を置き去りにしたという、これはどっちかというたら、息子さんが無

事に助かって、よくそういう自衛隊の野営地を探して生き延びたなというような世界からの賞

賛があったというふうにも聞くんですけども、その親に対しておとがめがないんですよね。子

供に対しての虐待ということは、そういうところからちゃんと大人が認識していかなければい

けないんじゃなかろうかなと。乳幼児に対しては、無力な赤子の手をひねるというような状況

だろうと思いますので、この認識をちゃんと私たちが共有しなければいけないというふうに思

います。 

 そういうことを申し上げて、次の大きな項目の住宅政策について質問させていただきます。 

 住宅政策ということで、現状と取組ということなんですが、先日の一般質問の中で公営住宅

の入居状況等については答弁がありましたので、これは省かせていただきますけども、基本的

に三次市の住宅政策というのは今ある公営住宅と、さらに公営住宅を建てかえも含めて増やし

ていく方向なのか、それとも今ある住宅を改修、リニューアル等をしてより快適な居住の場と

して提供し、そこに重点を置いてやっていくのか。そこら辺の私が勝手にそんなことを言うて、

それで答弁ができるかどうかわからんのですが、公営住宅についてはどちらの方向でされよう

としているのか、そこら辺をちょっとお伺いしたいと思います。 

 （財務部長 部谷義登君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 部谷財務部長。 

            〔財務部長 部谷義登君 登壇〕 

○財務部長（部谷義登君） 公営住宅の今後の考え方でありますけれども、岡田議員さんのときに

も説明させていただきましたけれども、三次市公営住宅等長寿命化計画によって、計画的に行

っていっている状況でございます。基本的な考え方というところからいいますと、少し説明を

させていただきたいと思うんですけれども、公営住宅、市営住宅の中でもさまざま住宅の種類

がございます。旧雇用促進住宅が４団地あるんですけれども、それを除いた住宅全部で69の団

地がございまして、戸数でいいますと860戸、その中で募集停止をしているものが83戸ござい

ます。残りの777戸のうち入居が652戸、入居率が83.9％でございます。先ほど除きました吉舎、



 

－247－ 

三良坂、寺戸に２つございます旧雇用促進の、現在は三次市の定住促進住宅でございます。こ

れは団地としては４つですけれども、戸数といたしまして320戸ございまして、募集をしてい

ない２戸がございます。それを除きますと318戸を管理いたしておりますけれども、入居が145

戸、入居率が45.6％、そういった状況でございます。ということでありまして、かなりの空き

室を抱えているということもあって、現状の住宅を維持しながら管理していきたいというのが

基本的な考え方でございます。 

 （10番 宍戸 稔君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 宍戸議員。 

            〔10番 宍戸 稔君 登壇〕 

○１０番（宍戸 稔君） ここから議論になるんですけども、ですからリニューアルをしてという

ことになると思うんですけども、やはりリニューアルもかなり高度といいますか、昔のまんま

の間取りとか、そういうことではなかなか若者はなじみにくいのではなかろうかなというふう

に思うんですけども、そこら辺の考え方ですね。 

 もう一つは、これは居住ということで今聞いておるんですけども、過疎対策事業の中で、過

疎地域集落再編整備事業というのがあります。その中に定住促進団地整備事業とか、定住促進

空き家活用事業というのがあります。これは２分の１の補助のように聞かせていただいており

ますけども、そういう分譲の宅地造成といいますか、そこら辺、安芸高田市等が県内では行わ

れておるようでございます。そういう団地造成というのを市がやるというのは、そういう方向

性はもう一つ、居住の部分とはまた別に考えられないのか、そういう検討はされていないのか。

長寿命化と言われましたけども、平成23年から27年度計画で、広島県における安全安心な居住

環境の形成という計画書的なものをつくられておりますけども、28年度からはまた違うんでし

ょうが。そういう中において、今のような事業が載っているんですよね。他の市町ではやられ

ているという中において、三次市ではそういうところに手を挙げて、団地造成ですね。これは

市街地というよりも周辺部ということが対象になるんではなかろうかなと思いますけども、そ

ういう団地造成というのは考えられないか、それをお伺いしたいと思います。 

 （市長 増田和俊君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 増田市長。 

            〔市長 増田和俊君 登壇〕 

○市長（増田和俊君） この件については、私のほうからお答えを申し上げたいと思っております。 

 公営住宅につきましては、今、財務部長がお答え申し上げたとおりでございます。除却すべ

きものは除却し、また空き室、入っておられない部屋についてはリニューアルしながら住宅提

供するということ。これは解体も、先ほど言いましたように、かなり突っ込んでやっていかな

ければならないなと思っておるところでありますが、先ほどの御質問の全く違った観点からの

考え方であろうと思っております。地域振興といいますか、周辺部を含めた中で造成がどうあ

るべきかということにつきましては、先日の実施計画の中でも、来年度それぞれの自治連にお

けるまちづくりビジョンを基本にしながら、それぞれの中で生まれたものを地域で進めていき
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たいという御意向を十分ヒアリングしながら、また将来性を見ながら、そうした面が特に強い

ということになれば、行政としても検討していかなければならないと思っておりますから、宅

地造成はしないということは、ここでは申し上げるつもりはありません。 

 （10番 宍戸 稔君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 宍戸議員。 

            〔10番 宍戸 稔君 登壇〕 

○１０番（宍戸 稔君） ちょっと誤解があってはいけんのんですけども、やはり国で進めている

ような事業をいち早く手を挙げてやるというのも、そういう住宅政策の１つではないかなとい

うふうに思って、今の例を挙げたわけなんです。けさほどありましたけども、産業団地、それ

から工業団地の整備というのが議論されましたが、それが 優先というようなことでのお話だ

ったんです。案外この住宅団地を整備することを先行することによっての定住といいますか、

人の居住が増えていくということになって、働く場所と住むところが三次市内にあるのが一番

いいんでしょうけども、住む人によってはですよ、全部じゃなしに、人によっては三次市に住

んで、働くところは近隣の市町に行って働くというような方もいらっしゃるんではなかろうか

なという面においては、団地造成というのも後ではなしに、先行してするのもどうなのかなと

いうふうに思うわけなんですが、そこら辺の御所見がありましたらお伺いしたいと思います。 

 （財務部長 部谷義登君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 部谷財務部長。 

            〔財務部長 部谷義登君 登壇〕 

○財務部長（部谷義登君） 三次市、旧団体で申しますと、甲奴町ですけれども、先ほどの過疎の

補助を２分の１もらい、団地造成をしたという実績はあるんですけれども、ただその場合は、

ちょうど他の事業と兼ねて市が建てて、それを賃貸でしたと。基本はだから宅地を造成すると

いう部分になろうかというふうに思いますけれども、ただ現在、先ほども説明いたしましたけ

れども、旧雇用促進住宅が４団地あるんですけれども、173戸のあきがあるという状況で、ま

だこの住宅については使用が可能であると、そういうこともありますので、先ほど御提案もあ

りましたけれども、改築等ができる等も考えながら、まずはそういったものを活用したいとい

うこと。そして、もう一つは、逆に空き家が非常に増加しているという中で、それぞれの地域

で今、自治組織の皆さんも空き家対策に取り組んでいただいておりますので、そういった活用

等も考えていきたいというふうに考えております。 

 （10番 宍戸 稔君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 宍戸議員。 

            〔10番 宍戸 稔君 登壇〕 

○１０番（宍戸 稔君） １つの提案ということで、今後検討していただければなというふうに思

います。 

 ２番目の居住福祉への取組ということでお伺いしますけども、住民セーフティーネット法、

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律というもので、そういう法律が
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できておるようでございますけども、低所得者、高齢者、障害者、子育て世代などを想定し、

福祉と連携した居住を支援するというものでありますけども、こういう福祉に重点を置いた住

宅政策というのは、現在のところは公営住宅との関連も含めて考えられておるのかというとこ

ろをお聞かせください。 

 （財務部長 部谷義登君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 部谷財務部長。 

            〔財務部長 部谷義登君 登壇〕 

○財務部長（部谷義登君） 市営住宅の中におけます公営住宅法に基づく市営住宅の部分、これに

つきましては、住宅に困窮された低額所得者に対して供給するというものであります。国の補

助がありますので、または家賃を設定するときには国の用地の部分については家賃収入補助、

そして建築価格から算定した家賃よりも安価にする場合に、今、国の地域住宅交付金だったと

思います。それの交付を受けて家賃そのものを安価にすると。当然、市もその部分を負担して

いるわけでありますので、そういう部分で家賃を安価にしてそういった方に対応していると。

高齢者の方でありますとか、障害者の方、子供を育てていらっしゃる家庭の皆様、そして外国

人、そういった方に間接的にそういった面で給付しているというふうに考えております。 

 それと市営住宅の中には、高齢者住宅と高齢者向け優良住宅というものがございまして、現

在13団地ございまして、93人の方が入居されていらっしゃいます。申しわけございません、高

齢者の優良住宅につきましては、市営では１団地でございます。吉舎に１団地100戸ございま

して、民営で２団地41戸がございます。これも家賃を安価にして、それに対して国と市が家賃

の補助をしているというものであります。そういった取組もいたしておりますし、社会福祉法

人がサービスつきの高齢者向け住宅というものを、これは市の補助はありませんけれども、３

団地確保されておりまして、さらに今後40戸新設も計画されておられます。こういったもので

高齢者の方には対応していただきたいというふうに考えております。 

 （10番 宍戸 稔君、挙手して発言を求める） 

○議長（亀井源吉君） 宍戸議員。 

            〔10番 宍戸 稔君 登壇〕 

○１０番（宍戸 稔君） ありがとうございました。住宅政策という捉え方、公営住宅に限らず、

先ほど部谷部長が言われました民間の賃貸住宅への家賃補助というところも含めて、さらには

団地整備というところも含めて、住宅政策に何かもっと前向きな施策といいますか、そういう

ものを取り入れるというのを今後検討していただきたいということを申し上げて、私の一般質

問を終わります。御清聴ありがとうございました。 

○議長（亀井源吉君） 以上で一般質問を終わります。 

 お諮りいたします。 

 明日から12月13日までの６日間、委員会審査等のため本会議を休会したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

            （「異議なし」と呼ぶ者あり） 



 

－250－ 

○議長（亀井源吉君） 御異議なしと認めます。 

 よって、明日から12月13日までの６日間、委員会審査等のため本会議を休会することに決定

しました。 

 この際、御通知いたします。各委員長からお手元に配付の委員会審査日割表のとおり、委員

会を開催する旨申し出がありましたので、御通知いたします。 

 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 御苦労さまでした。 

          ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

            ――散会 午後 ４時１３分―― 
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